
 

フィリピン共和国 

セブ市 

 

 

フィリピン共和国 

セブ市資源循環推進事業創出に 

関する普及・実証事業 

業務完了報告書 
 

 

平成 27 年 12 月 

（2015 年） 

 

独立行政法人 

国際協力機構（JICA） 

国内 

JR(先) 

15-098 

 

萬世リサイクルシステムズ株式会社 

 



 

 
 

目次 

内容 

巻頭写真 i 
略語表 iii 
地図 iv 

案件概要 vii 
要約 viii 
1. 事業の背景 1 

（１）事業実施国における開発課題の現状及びニーズの確認 ....................... 1 

① 事業実施国の政治・経済の概況 .......................................................... 1 

② 対象分野における開発課題 .................................................................. 3 

③ 事業実施国の関連計画、政策（外交政策含む）および法制度 ............ 6 

④   事業実施国の対象分野における ODA 事業の事例分析及び他ドナーの

分析 ........................................................................................................... 11 

（２）普及・実証を図る製品・技術の概要 .................................................. 15 

2. 普及・実証事業の概要 18 

（１）事業の目的 ......................................................................................... 18 

（２）期待される成果 .................................................................................. 19 

（３）事業の実施方法・作業工程 ................................................................ 20 

（４）投入（要員、機材、事業実施国側投入、その他） ............................ 30 

（５）事業実施体制 ..................................................................................... 32 

（６）相手国政府関係機関の概要 ................................................................ 32 

3. 普及・実証事業の実績 36 

（１）活動項目毎の結果 .............................................................................. 36 

（２）事業目的の達成状況 ........................................................................... 67 

（３）開発課題解決の観点から見た貢献 ..................................................... 70 

（４）日本国内の地方経済・地域活性化への貢献 ....................................... 73 

（５）環境社会配慮 ..................................................................................... 74 

（６）環境社会配慮調査における現時点で想定される代替案・影響評価の結

果 78 

（７）事業後の事業実施国政府機関の自立的な活動継続について .............. 79 

（８）今後の課題と対応策 ........................................................................... 80 

4. 本事業実施後のビジネス展開計画 81 

（１）今後の対象国におけるビジネス展開の方針・予定 ............................ 81 



 

 
 

①  マーケット分析（競合製品及び代替製品の分析を含む） .................. 81 

② ビジネス展開の仕組み ....................................................................... 84 

③ 想定されるビジネス展開の計画・スケジュール ............................... 86 

④ ビジネス展開可能性の評価 ................................................................ 89 

（２）想定されるリスクと対応 .................................................................... 89 

（３）普及・実証において検討した事業化およびその開発効果 .................. 91 

（４）本事業から得られた教訓と提言 ......................................................... 93 

添付資料 97 

 
  



 

 i  
 

巻頭写真 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イナヤワン最終処分場の様子 (2014.2) 機材設置場所の確認(2014.2)  

CCENRO/DPS イナヤワン責任者と打合 

(2014.2) 

CCENRO/DPS 職員と機材搬入道路 

の確認(2014.2)  

機材調達先との打合①(2014.2） 機材調達先との打合②(2014.2） 

 



 

 ii  
 

        

 

           
  

            
 

         
 

 

 

プラント従業員との集合写真（2014.11)  手選別ライン稼働の様子（2014.11) 

フラフ燃料製造ラインへの原料投入（2014.11) 機材稼働報告会の様子①（2015.2) 

機材稼働報告会の様子② (2015.2) Cabrera 議員・Lot-Lot 氏（2014.11) 

最終報告会の様子①（2015.9) 最終報告会の様子②（2015.9) 



 

 iii  
 

略語表 

略語 英語表記 日本語表記 

CCENRO/DPS 
Cebu City Environment and Natural 

Resouces Organization 

環境資源循環局 

イナヤワン衛生埋立地も管理

下にある。DPS は下部組織。 

CRMIS 
Central Recycling and Marketing 

Industries Services 

EVO 社に代わって製品のフラ

フ燃料の CEMEX/APO Cement

社への納入と車両運搬を担う。 

DENR 
Department of Environment and 

Natural Resources 
環境天然資源省 

EMB Environmental Management Bureau 環境管理局 

EVO Ventures 

(CSWMI) 

EVO Ventures 

（Cebu Solid Waste Management Inc.） 

セブ市のフラフ燃料の仕入企

業 EVO Ventures の中核会社で、

固形廃棄物処理を担う 

FAST Labo. F.A.S.T. Laboratories 
環境天然資源省（DENR）の認

定機関である現地研究機関 

LGU 

Barangay 

Local Government Units 

Barangay 

地方自治体、 

セブ市の下に、最小行政区であ

る 80 のバランガイがある 

MRF Material Recovery Facility マテリアル回収施設 

NSWMC 
National Solid Waste Management 

Commissions 
国家固形廃棄物管理委員会 

SWM Solid Waste Management 固形廃棄物管理 

SWMB Solid Waste Management Board セブ市固形廃棄物管理委員会 

TCPI 
TAIHEIYO  CEMENT 

PHILIPPINES,INC. 

タイヘイヨウセメントフィリ

ピンズ（株） 

（太平洋セメント株式会社の

現地法人） 
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＜フィリピン国セブ島セブ市＞ 

 
出典：世界地図 http://www.sekaichizu.jp/           出典：Wikipedia 

 

＜セブ市街の小バランガイ地区（イナヤワンは市の最南西部に位置）＞ 

   
  出典： CebuWatch.com    
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案件概要 

 フィリピン国セブ市資源循環推進事業創出に関する普及・実証事業

 平成24年度政府開発援助海外経済協力事業委託費による「案件化調査」において、廃棄物処理行政のノウハウ不足、資源ゴミとしてプラスチックが十分

にリサイクルされていないことを改めて確認し、同社の廃棄物リサイクル処理技術、廃棄物管理技術、中間処理施設運営ノウハウが、セブ市の廃棄物処
理の課題解決に有効に活用できるポテンシャルがあることも確認。

提案企業の準備状況

 セブ市所管の廃棄物最終処理埋立場（イナヤワン衛生埋立地）内に中間処理施設を新たに設置して、廃プラスチック燃料化のためのリサイクル処理を
施し、フラフ燃料を製造し、埋立地の余力を回復するとともにビジネスとしての事業性を検討。

 既存のリサイクル業者、一般家庭や商業施設から出ている廃棄物を回収しているバランガイ（特別最小行政区／最小の地方
自治単位）等と連携し、リサイクルの仕組みを整理。

民間提案型普及・実証事業の内容 （JICA事業）

 提案企業：萬世リサイクルシステムズ株式会社
 提案企業所在地：神奈川県横浜市
 サイト：フィリピン国セブ市 イナヤワン衛生埋立地
 相手国実施機関：セブ市公共サービス部門
 事業実施期間：2014年1月～2015年12月

企業・サイト概要

 廃棄物リサイクル燃料化技術
廃プラスチック由来のフラフ燃料の製造技術。フラフ燃料は石炭や石油
の代わりにボイラー燃料として製紙会社等に販売される。（フラフ燃料は
一般的な製造方法(RPF)と比較し、約1/3の電力消費量で製造可能。）

 中間処理施設運営ノウハウ
中間処理施設で風力による選別や手選別などにより、廃棄物の中から
リサイクルに適した廃プラスチックと有価物並びにその他廃棄物に分類
し、上記フラフ燃料を製造する。

（参考：NPO法人Reライフスタイル ワクチン寄付活動： 社長が理事長を
務め、ペットボトルキャップをリサイクルした対価により世界の子ど
もにワクチンを贈る活動を実施している。

廃棄物のリサイクル推進と埋立量の削減
 フィリピン国は、経済成長と人口増加に伴い、廃棄物が増加してい

る一方、法律で廃棄物の焼却処理が禁止されているものの十分な
廃棄物最終処分埋立場が整備されていない。

 資源ゴミとしての廃プラスチックが十分にリサイクルされていない。
 上記同様の問題がセブ市においても深刻であるため、セブ市は廃

棄物発生量を抑え、リサイクルを推進し、2015年までに廃棄物の
埋立処分場を50％削減することを目標として掲げるが、技術不足
等の要因から進捗状況は芳しくない。

●●● フィリピン国の開発課題●●● ●●●提案企業の技術・製品●●●

ビジネス展開

 実証事業地近隣に複数のリサイクルラインを構築し、イナワヤン衛生埋立地の減量化に向けて本格展開。
 セブ市近隣市にリサイクルラインを構築し、セブ市の事業を水平展開。

合致
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要約 

Ⅰ. 提案事業の概要 

案件名 セブ市資源循環推進事業創出に関する普及・実証事業 

事業実施地 フィリピン国セブ市 イナヤワン衛生埋立地 

相手国 

政府関係機関 

セブ市および所轄セブ市公共サービス部門 

事業実施期間 2014 年 1 月～2015 年 12 月（2 年間） 

契約金額 97,231,320 円 （税込） 

事業の目的  イナヤワン衛生埋立地内に中間処理施設を新たに建設して、廃プラ

スチックの燃料化のためのリサイクル処理を施し、フラフ燃料を製造

し、埋立地の減容化とともにビジネスとしての事業性を検討する。 

  セブ市では廃棄物減量化のノウハウと施策が不足しており、リサイ

クル工程の確立ができていないため、資源化できる廃棄物が有効に活

用されずに、最終処分場へ送られている。廃棄物の二次分別と資源化

を行なうことにより、ゴミの減量化のみならず化石燃料使用削減に貢

献する為の工程確立（中間処理施設の建設）が求められている。以下

４点を主な目的として事業を実施。 

① イナヤワン衛生埋立地内に中間処理施設を新たに建設し

て、選別の技術向上と破砕設備の効率化を図り、燃料化の

ためのリサイクル処理を施し、フラフ燃料を製造し、埋立

地の既存ごみとこれから持ち込まれるごみの減容化ととも

に相手国実施機関（セブ市）への中間処理施設運営の技術

の移転を行う。 

② セブ市、CCENRO/DPS、既存のリサイクル業者、バランガ

イと連携し、リサイクルの仕組みを整理する。 

③ セブ市が現場職員として雇用するウェストピッカーに装備

品の装着等の労働安全教育を行うことにより、労働環境改

善に貢献する。 

④ フラフ燃料の販売先の開拓を含め、ビジネスとしての事業

性を検討する。 

事業の実施方針 本事業は次の 8 つを柱として実施した。 

(1) イナヤワン衛生埋立地内の廃棄物から表層部のソフトプラスチッ

クゴミを収集し、フラフ燃料を製造し埋立量を減少させるととも

に、持ち込まれる廃棄物からもプラスチックを選別して燃料化す

ることで減量化に貢献する。 
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(2) リサイクルの仕組みづくりを整理し、セブ市、CCENRO/DPS、既

存のリサイクル業者、バランガイ等とも連携し、リサイクルが確

実に行われるよう留意する。加えて、実証活動を通じて選別手法

等を現地民間企業にも普及することで、現地企業の労働環境の改

善や作業効率の向上を図る。 

(3) 安全な施設運営とセブ市公共サービス部門（CCENRO）の施設担

当者を含めた CCENRO/DPS のスキルアップを図り、持続可能な

運営ができるように、当社から現地に派遣する技術者による現地

での説明会を行う。 

(4) ウェストピッカーの本事業への継続的な参加のための環境改善

（労働環境、安全教育、衛生教育）を確実に行うよう CCENRO/DPS

に対し、セミナー等を開催し、注意喚起に努める。 

(5) リサイクル事業の持続性の確保に資するように、事業実施体制を

検討・構築する。 

(6) 燃料の販売先の確保を含め、事業後のビジネス展開の方策がより

具体的なものとなるよう逐次フォローアップする。 

(7) 衛生埋立地からの廃プラスチック中間処理施設での作業工程にお

いて、水銀を始めとする有害物質による被害が発生しないよう、

工程時と製品における成分分析等を適切に実行する。また必要に

応じ、実証期間中においてもそのモニタリングプロセスを適宜見

直す。 

(8) 安全管理を徹底する為に、作業従事者に対し、マスク手袋等の着

用を徹底させ、作業マニュアルを遵守させる。 

実績 【要約】 

  イナヤワン衛生埋立地域内に中間処理施設を設置した。機材の輸送

については税関上の問題から 2 か月の遅れとなったが、その後は計画

通り事業を進めることができ、現地で製造したフラフ燃料の品質も実

証され、本普及・実証事業を通じて提案製品がフィリピン国において

高い有効性があることが確認できた。加えて、現地スタッフへの技術

移転も完了し、実証事業後も継続してフラフ燃料を製造することが可

能となる体制を構築した。 

 現地ウェストピッカーには安全教育を行いアームカバー・作業靴を

提供し身に着けるよう指示、徹底させることで労働環境の改善を図っ

た。 

 マテリアルリサイクル分野での展開やセブ市、現地企業、当社での

商業規模でのプラント建設の本格的な事業展開については検討中であ
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り、本事業終了後に事業性分析のための F/S を進めていく予定である。 

 実績概要は以下のとおり。 

① 事前準備 

・ 機材設置に関するカウンターパートとの事前協議。 

本実証事業の選別、粉砕設備の設置場所候補であるイナヤワン衛

生埋立地内のモータープールを訪問し、一次電源の引き込み場所

と電圧条件、地面の状態、動線について確認を行った。 

・フラフ燃料価格、販売先等のマーケティング戦略立案。 

セブ市、CEMEX/APO Cement（※）、CSWMI の三者間で協議し、

適正なフラフ燃料の売却価格について合意した。2014 年 11 月現

地活動時に、固形廃棄物管理委員会（SWMB）委員長の Cabrera

議員主導で、協議を行い、CCENRO/DPS イナヤワン衛生埋立地

所長,、バランガイキャプテン、EVO Ventures 社の CEO の 3 者間

で当初  ペソ/kg でフラフ燃料の原料となる廃プラスチックの

買取を行うことで合意した。その後、2015 年 2 月に、セブ市から

の要請や経済性、事業に対する積極性等から総合的に判断し、同

様の事業の製品出荷経験のある CRMIS 社(Central Recycling and 

Marketing Industries Services) に依頼することとなったが、

CEMEX/APO Cement 社との協議を進める中で、CEMEX/APO 

Cement 社自身で運搬を行うこととなった。販売価格については、

当社・CEMEX/APO Cement 社主導のもと調整を行い、最終的に

は  ペソ/t で合意に至った。 

（※）CEMEX/APO Cement 社：世界的セメント大手企業。フィ

リピンでは APO Cement のブランドで業務展開。 

②機材調達・輸送等 

プラント機材はプラント製造会社が日本国内において製造した。

セブ市の支援も得ながら輸送会社が中心となり輸出入に関する

諸手続きを行い、製造されたプラント機材は横浜港からコンテナ

積をして、セブ港での通関手続きを経てセブ市に輸送した。到着

した機材を派遣した日本人技術者が組み立て、据付を行い、稼働

確認までを実施した。 

通関については、セブ市を荷受人としたまま通関手続きを行うこ

ととし、セブ市に正式な輸入許可の申請を依頼し、セブ港税関に

2014 年 10 月 23 日に正式な輸入許可を申請し、10 月 27 日に許可

を取得できた結果、免税扱いで正式通関となったが、11 月 5 日ま

での約 1.5 ヶ月の間荷揚げが停留することとなった。 
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機材の設置については、以下の手順で工事等進めた。 

ⅰ）機材のモータープール内への搬送、梱包の開封 

ⅱ）機材の組立、工程ラインに沿っての組上げ（フォークリフ

ト等を使用） 

ⅲ）機材の固定化、電気類配線 

ⅳ）試運転 

ⅴ）廃プラスチック原料を投入してのフラフ燃料の製造 

ⅵ）コンベヤー運転スピードの調整、吹出し口（サイクロン部）

の調整といった工程で作業を進めた。 

併せて、防犯・防音目的で以下の工事、作業を進めた。 

ⅶ）モータープール外周のフェンス設置 

また、工事を委託した日本人監督のもと、現場作業員に積極的に

作業を振り分けることで作業員の建設関係作業に係るスキルアッ

プにも寄与できるよう進めた。 

③中間処理設備設置・事業運営方針 

2014 年 11 月の機材設置並びに、フラフ燃料の製造、さらにはセメ

ント会社への販売に先立ち、本事業関係当事者との協議を重ね事業

実施のフローにつき大枠合意した。 

実際の実証活動は以下のように進めた。 

１．本事業に先立ち、CCENRO/DPS がプラント作業者を 10-15 名採

用し、市職員として雇用。 

２．CCENRO/DPS 並びにバランガイキャプテン（バランガイ：地方

自治体の最小単位、バランガイキャプテン：バランガイの予算

管理・自治等を担当し、ウェストピッカーを掌握。）が共同し、

イナヤワン衛生埋立地で廃プラスチック収集に携わるウェスト

ピッカーを 200 名程度登録した。 

３．ウェストピッカーからの廃プラスチックゴミ買取、産業系廃棄

物の直接受入、バランガイキャプテンが運営するトランスファ

ーステーション施設からの一時選別済みの廃プラスチックの受

入により収集した廃プラスチックを手選別した後に、破砕機に

かけ、フラフ燃料を製造し、フレコンバッグ（フレキシブルコ

ンテナバッグ：粉末や粒状物の荷物を保管・運搬するための袋

状の包材）に詰め込んだ。 

４．フレコンバッグに詰め込まれた製品は、モータープール建屋内

に平積みにして保管した。 
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５．積み上がったフラフ燃料は、EVO 社により運搬され（第 1 回目

のテスト搬入のみ依頼）、その品質（特に含水率等）がチェッ

クされた。当社はこれに先立ち、製品の成分分析のため、一部

サンプルを抽出し、FAST Labo.に持ち込んだ。その結果、水銀

は検知されず、水分率は 2%であることが分かった。塩素含有率

は株式会社ニチユ・テクノによる分析の結果 0.25%であった。 

 

非公開 

 

 

また、以降は EVO 社・CRMIS 社に運搬を依頼せず、CEMEX/APO 

Cement 社が独自に運搬を行うこととなった。 

④フラフ燃料製造 

収集条件や収集場所、収集時期等にバラツキがあるため、一概に単

純比較は出来ないが、受入時である程度の選別を行い、ウェストピ

ッカーから買取した場合と、現地の慣例に従い持込重量の 20％カッ

トの金額での買い取りで、自動的に買取した場合では、廃プラスチ

ック原料の品質に大きな差が出た。これは予め 20％カットすること

で、石や食べ物、おむつ等が含まれている分を想定した対応である。

また、買取の際に袋をひっくり返し、対象の物のみ買取・支払う方

法に変更したところ、持ち込むゴミの品質が良くなった。 

2014 年 11 月の初回試運転としては、当初目安として考えていた歩

留率 80％を平均として 2-3%下回る結果となった。 

その後、ウェストピッカーからの受入だけでなく、産業廃棄物の直

接受入と MRF 施設からの受入容量が確保できるようになり、品質

が向上したため、歩留率については大幅に改善できている。 

ウェストピッカーからの収集の具合や、破砕機を中心とした機材の

運行状況を加味しながら、徐々に稼働ペースを上げ 2 交代制を導入

することを検討していたが、製品の出荷が滞るといった問題が発生

したため、事業期間中には導入しないこととなった。 

⑤ カウンターパート本邦受入活動 

本邦受入活動について以下のとおり実施した。 

活動期間： 2015 年 5 月 24 日～30 日 

参加人数： 5 名 

活動内容： 

・横浜市による都市部におけるごみ量削減施策の説明 
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・一般廃棄物処理施設（最終埋立処分場等）見学 

・中間処理施設（当社工場）の見学及びワークショップ 

・廃棄物素材を活用している企業訪問 

・廃棄物燃料を活用している企業訪問 

・Y-PORT センター発足式への参加 

・JICA 関係者合同本邦受入活動総括 

 参加者には訪問した施設毎にヒアリングを実施し、満足度調査に加

え、セブ市でどのように活かしていくことができるか等具体的な意

見を収集した。 

⑥普及活動 

本事業において、報告会を複数回行い、バランガイや市民レベルへ

分別回収の重要性等を説明し、リサイクルの仕組みについて整理

し、既存のリサイクル業者やバランガイ等とも連携することで、家

庭やショッピングモールからの分別回収のリサイクルルートを整

備した。これにより、廃棄物の減量並びに化石燃料使用削減が可能

となる。セブ市およびセブ近隣市においてフラフ燃料製造の可能性

のある潜在的なサイトの発掘や市場規模の具体的な把握、現地パー

トナーへの提案・広報活動を実施した。ビサヤ語での資料を作成し、

言語の問題を超えて普及活動を行うとともに、積極的に中間処理施

設での視察を受け入れる体制を整備した。 

また、2014 年 11 月の機材テスト運転時には、既にラマ市長自らに

よる視察受入れを行い、また他地域のバランガイキャプテンが現場

を訪れ、事業概要の説明を行うとともに他地域への展開について協

議を行った。2015 年 2 月には、機材稼働報告会を開催し、この様子

は、現地メディアにも取り上げられ、関係者やセブ市全体への普及

活動につながった。 

更に、2015 年 9 月には、Cabrera 市議会議員の協力の下、セブ市内

のバランガイ関係者総勢 100 名程度を集めた事業報告会を行った。

この報告会では、これまでの事業成果の報告を行っただけではな

く、今後の廃棄物管理体制における分別回収の重要性を訴え、協力

を要請した。この内容は、現地メディアにも取り上げられ、結果的

にセブ市全体に広く周知することができた。 

⑦ 事業後のビジネス展開 

「4..本事業後のビジネス展開」にて詳細は後述するが、設備の試運

転や機材稼働報告会を開催したことで、官民の多様な関係者が本事

業の中間処理施設に続々と訪れた。これにより、他のバランガイ地
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区のキャプテンや現地企業から事業化の提案や連携要望も上がっ

てきており、本格的な事業展開に向けての検討を進めている。 
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⑧環境社会配慮対策 

プラスチック収集のため作業を進める地区を、CCENRO/DPS・環境

天然資源省（DENR）の立会いのもとで選定した。2014 年 11 月 19

日に、CCENRO/DPS 職員とともに収集予定地区に立ち入り（5 地区

を選定）、それぞれの地区から 4 サンプルの検体を収集した。FAST 

Labo.の検査により、全ての検体に対し、水銀が検知されないことが

確認された。 

これに加え、2014 年 11 月の機材設置の際、工事前と工事中の騒音

を測定した。工事による付加的な騒音による増加率は、平均 6％程

度であり、近隣に対しての影響は限定的であることが証明された。 

⑨安全衛生管理対策 

CCENRO/DPS が採用したプラント作業員に対し、工程の説明、作業

方法、ウェストピッカーからの廃プラスチックの受入れについての

留意点等、実証活動に先立つセミナーを行った。2014 年 11 月 17 日

から 22 日までの第一回試運転の間、毎朝 8 時半からの朝会と夕方 5

時の終会並びに作業中も適宜ミーティングを行った。またその後も

CRMIS 社の協力のもと 2 回の安全講習会を開催し、作業員への安全
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教育を徹底した。 

⑩維持管理対策 

維持管理対策の主な内容は、プラント作業者等への設備の操作技

術、保守点検の教育指導を行うとともにフラフ燃料の製造技術の指

導および購入者の要求品質に適合する為の工夫を行い、設備を維持

管理できる体制を構築することである。試運転時においては基本操

作の教育を行い、その後の数回の現地での教育を通じ、少しずつ当

社のノウハウの移転を行った。その結果、設備トラブルにも作業員

のみで対応できることを確認できたため、技術移転は完了したと考

えている。 

課題 (1) イナワヤン衛生埋立地からの水銀検出 

2014 年 3 月より、現地 NGO である A2D から 2013 年末にイナヤ

ワン衛生埋立地での水銀検出が記載された報告書「Fate and 

Transport of Mercury in the Inayawan Landfill, Cebu City Philippines」

が提出されたことから、同埋立地における水銀検出に係る対応策

等で大きな時間と労力を割くこととなり、当初予定より数ヶ月の

遅延が発生した。但し、事前サンプリングの結果、収集予定地区

の表層部での水銀汚染がない（限界検出値以下）ことが確認され

たため、本事業実施後も大きな障害はないと考える。 

(2) 通関手続き 

セブ港における通関手続きに時間を要し、機材がセブ港に約 1.5

ヶ月停留することとなったが、免税扱いによるセブ市の正式輸入

手続きが承認された。 

(3) 製造するフラフ燃料の品質及び製造量 

製造したフラフ燃料が、最終ユーザーであるセメント会社の品

質・量的なスペックに十分合致するかどうかを確認する必要があ

ったが、稼働後の出荷実績をとおしてセメント会社からの品質に

対する改善要請等は一切なく、要求品質を十分に満足している。

但し、製造量に関しては増量の要請が強い。 

(4) 環境社会配慮 

水銀等の有害物質だけでなく、フラフ燃料の製造過程で発生する、

騒音や粉塵の近隣に対する影響も、継続的にモニターしていく必

要があるが、これまでの実証事業で行ってきた、プラント全体に

対する外壁設置や、サイクロン出口へのフィルター設置等の対策

を継続していくことで周辺環境への影響を最小限にとどめること 

ができたと考える。 
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(5) ビジネス展開計画 

・ウェストピッカーからの廃プラスチック原料の買取価格について

は、関係当事者の合意を得るまで、かなりの協議を要した。今後

の長期的・安定的なビジネス化を図る上では、経済性の妥当性の

検証と、現地ウェストピッカーや作業員のインセンティブ付与の

両立を追求する必要がある。 

・事業後の展開を意識した水平展開や、より広範囲な廃棄物処理の

展開等、将来的な広がりを意識して本事業をショーケースとして

積極的に活用していきたい。 

Ⅱ. 提案企業の概要 

企業所在地 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 17 番地 3 

設立年月日 2001 年 3 月 
業種 廃棄物処理業 

主要事業・製品 廃棄物処理業・リサイクル事業 

資本金 8,500 万円 

売上高 20 億 4,000 万円（2014 年 5 月期） 

従業員数 45 名（2014 年 5 月現在） 
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1. 事業の背景 

（１）事業実施国における開発課題の現状及びニーズの確認 

① 事業実施国の政治・経済の概況 

フィリピンの国情は、2010 年 6 月に就任したアキノ大統領が、国民の高い支持率を

背景に、汚職、腐敗の撲滅、治安強化、及びミンダナオ和平推進を重要政策として掲

げ、これまでのところ安定的に政権を運営してきている。日本との間に大きな政治的

懸案事項は存在せず、活発な貿易、投資、経済協力関係を背景に、両国関係は極めて

良好の状態である。 

ただし、経済の持続的成長を可能とするために依然として、インフラ整備、雇用創

出、徴税強化と財政再建、教育の充実、ビジネス環境整備と外貨導入、農業政策、海

外出稼ぎ労働者の保護といった多くの課題を抱えている。また、ミンダナオ島では、

フィリピン政府と反政府イスラム組織との間の内線が永く続いているため、開発が遅

れている。反政府勢力との間で和平を実現する事が政治的な大きな課題となっている。 

経済の概況であるが、2007 年には第 2 次アロヨ政権の下で、6.6%の高い経済成長率

を達成し、2008 年、2009 年も 4.6%、1.1%と、リーマンショックの影響下においても

プラス成長を維持した。2010 年は 7.6%と高い成長率を達成したが、2011 年は欧州債

務危機や最大輸出相手国である日本の東日本大震災の影響を受けて3.6%の成長に留ま

った。総務省統計局によると、主要産業は農林水産業であり全就業人口の約 34％が従

事している。(「世界の統計 2012」より) 

フィリピン国家統計局の調査によると主な貿易相手国では、輸出（2012 年）は日本

（19.0％）が最上位であり、次いで米国（14.2％）、中国（11.8％）、シンガポール（9.4％）、

香港（9.2％）となっている。また、輸入(2012 年)は、米国（11.5％）が最上位であり、

次いで中国（10.8％）、日本（10.5％）、台湾（7.8％）、韓国（7.3％）となっている。

(Major Trading Partners of the Philippines 2014 より) 

主要産業の成長率では、農林水産業の成長の停滞が目立っている。下記の表でも明

らかなように、経済に占める農業従事者の割合はここ約 20 年一貫して下がり続けてお

り、また貿易収支も赤字ベースが拡大している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-1 フィリピン経済における農業の占める割合 

（出典： アジア開発銀行 Key indicators for Asia and the Pacific 2008） 
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    産業セクターは、2009 年にはリーマンショックの影響を受けて停滞したが、2010 

年は反発し成長している。近年では特に鉱業の成長が顕著である。JOGMEC（独立行

政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構）によると、ニッケル、クロム、セレニウム

などの希少金属の埋蔵量も多く、2010 年に於けるフィリピンの鉱業投資額は 9.56 億 

US$となり、2009 年の 7.2 億 US$から 32.8％増加した。これは 2005 年以降最高額

となっている。また、鉱業総生産額も前年比 38％増の 30.8 億 US$となり、フィリ

ピン鉱業は好調な結果となっている。（「世界の鉱業の趨勢 2012 フィリピン」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1  名目 GDP の伸び率（出典：IMF データ） 

表 1-2 フィリピンにおける農水産物貿易

表 1-3 フィリピンの産業構造   

(出典：NSCB “National Accounts of the Philippines)   

(出典：National Statistics Office of Republic of the Philippines) 

http://mric.jogmec.go.jp/public/report/2012-04/Philippines_12.pdf
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       フィリピンの 2011 年の名目 GDP は IMF によると 2,131 億 US$であり（上図 1-1）、

福岡県とほぼ同じ経済規模である。一人当たりの名目 GDP は 2,223 US$である。2011

年にアジア開発銀行が公表した資料によると、1 日 2 US$未満で暮らす貧困層は 3,842

万人と推定されており、国民の 40%以上を占めている。 

こうした状況を打開する目的で、アキノ政権下において中期の包括的経済開発計画

である「フィリピン開発計画(2011〜2016)」が国家経済開発庁により策定され 2011 年

5 月に公表された。雇用創出を貧困層まで享受できるように拡大して、貧困削減につ

なげるという「包摂的成長実現」という経済目標が掲げられている。 

 
② 対象分野における開発課題 

 現在、セブ市南部に人口が集中しており、北部と比べると人口増加の傾向が高い。 

最近の傾向からすると、45 年以内に市の人口は 2 倍になると予想されているが、南部エ

リアでは 33 年で 2 倍に、北部エリアでは 182 年で 2 倍に達すると予想されている。北

部エリアより南部エリアでの人口増加の速度が速いために、南部エリアでの人口過密、

住宅問題、つまり、スラム化、不法居住の加速により社会不安が増幅されることが懸念

されている。 

このため北部と南部の人口増加スピードの違いを考慮した形で、公共インフラやサ

ービスが十分に活用されるように、リソースの再配分や、経済活動地域分布の改善と、

土地活用方法の明確化、並びに交通管理等の改善が図られている。  

セブ市は、近年安定かつ高度な経済成長を実現している。それに伴い都市で排出され

る廃棄物が急増し、厨芥ごみ、廃プラスチックといった最終処分先の課題が顕在化し

てきた。そのため、廃棄物処理問題はセブ市において最も深刻な環境課題の一つとさ

れている。セブ市では１日に約 500t のごみが発生しており、回収されたごみは民間の

埋立地に持ち込まれている。しかし、市にはごみ回収車が不足しており、多くの地域

でごみが何日間も放置されることがある。また家庭ごみ等が水路並びに川や海等に投

棄されることもある。 

再生利用可能なもの、再利用不可能なものなどの分別ルールはあるものの、一般的

に市民の間では十分には浸透しているとはいえない。 

セブ市内における一般廃棄物の発生量は 30 年間で約 2 倍に増加し、セブ市内唯一の

廃棄物最終処分場であったイナヤワン衛生埋立地（円借款で整備）は、当初の埋め立

て予定量の 2 倍以上の 200 万㎥が埋立てられ、2011 年 12 月に一部選別・加工（トラ

ンスファー機能）を除き閉鎖された。 

セブ市は新たな処分場の建設を試みていたが、住民との意見対立があり新たな埋立

処分場建設は極めて難しい状況である。2014 年末まではセブ市内の廃棄物の 250t はセ

ブ州北方にあるコンソラシオンにある民間運営の埋立地で処分され、残り 200ｔはイ

ナヤワン衛生埋立地に持ち込まれていた。そのうち 140ｔはコンソラシオンに再度運
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搬され、45t は民間企業である EVO 社、EMMA 社によって生分解性廃棄物は堆肥化、

非生分解性廃棄物は手選別により廃プラスチックを回収、破砕処理後燃料としてセメ

ント会社に販売されていた。しかし、2015 年 1 月に再びイナヤワン衛生埋立処分場へ

の新たな廃棄物の持ち込みが一切禁止されたため、現在はセブ市の北部を中心とした

地域からの廃棄物約 370t は直接コンソラシオンの民間埋立処分場で処分され、南部地

域の一部から発生する約 140t はイナヤワン衛生埋立地の近隣にバランガイイナヤワン

のキャプテンにより新たに設置されたトランスファーステーション（積替え場）に一

旦持ち込まれ、有価物と本実証事業向けの廃プラスチックが選別されたのち、残渣は

コンソラシオンの埋立処分場で処分されている。また、2011 年 12 月に閉鎖された衛

生埋立地は、その後中間処理場として、ウェストピッカーがごみの山から有価物を掘

り出し、その対価で生活を営んでいたが、現在はウェストピッカーはトランスファー

ステーションで有価物と廃プラスチックの選別作業にあたっている。 

 

図 1-2 セブ市発生廃棄物量とリサイクル量の流れ概要 

（出典：ヒアリング調査および CCENRO/DPS からの提供データにより独自に作成） 

 

2010 年度のセブ市の人口は 866,171 人であり、1990 年度から 2010 年度の人口推移

は表 1-4 のとおりである。 

表 1-4 1990 年度から 2010 年度のセブ市人口推移 

年 度 セブ市人口(人) 

1990 610,417 

2000 718,821 

2010 866,171 

(出典:Cebu SWM Recycling Mall Feasibility Study Project, Cebu City, Philippines, Draft Report) 
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この人口増加推移から、2020 年までの推定人口増加は表 1-5 のとおりと考えられ、

2020 年度には対 2010 年度比で 18.68%、162 千人の人口増加が予測され、それにと

もない、廃棄物は 45 千 t 増加することが予測される。（表 1-6） 

 

表 1-5 2011 年から 2020 年までのセブ市推定人口    

年 度 
セブ市人口 

(人) 

対 2010 年度増加率 

(%) 

2011 878,170  1.39 

2012 893,673  3.18 

2013 909,450  5.00 

2014 925,505  6.85 

2015 941,844  8.74 

2016 958,471 10.66 

2017 975,392 12.61 

2018 992,612 14.60 

2019 1,010,135 16.62 

2020 1,027,968 18.68 

推定式：Y=5.10474×105×exp (0.0175×X－34.65) 

X：年度 （National Statistics Office データより推定） 

 

表 1-6 セブ市人口増加推移と廃棄物回収量の増加傾向の推定   

（セブ市 CCENRO/DPS データを元に当社推定） 

  

年度 

 

 人口 

廃棄物総回収量

(＊バランガイ+

市)の回収量(t) 

            内訳別推定量 (t) 

 

家庭系       

一般廃棄物   

(62.4%) 

商業系廃棄

物(34.4%) 

医療系廃棄

物(3.2%) 

 
2009 822,628 152,462 95,136 52,447 4,879 

  2010 866,171 122,530 76,459 42,150 3,921 

  2011 878,170 142,966 89,211 49,180 4,575 

  2012 893,673 145,490 90,786 50,049 4,656 

  2013 909,450 148,058 92,388 50,932 4,738 

推 2014 925,505 150,672 94,019 51,831 4,822 

  2015 941,844 153,332 95,679 52,746 4,907 

  2016 958,471 156,039 97,368 53,677 4,993 

定 2017 975,392 158,794 99,087 54,625 5,081 
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  2018 992,612 161,597 100,837 55,589 5,171 

  2019 1,010,135 164,450 102,617 56,571 5,262 

  2020 1,027,968 167,353 104,428 57,570 5,355 

   ＊バランガイ(barangay:地方自治体の最小単位)  

（出典：セブ市 CCENRO/DPS データを元に当社推定) 

 

 
図 1-3 セブ市の人口推移予測と廃棄物の増加傾向（表 1-6 より） 

(出典：過去のセブ市の人口の増加率と廃棄物回収量（セブ市 CCENRO/DPS）から独自に算出) 

 
③ 事業実施国の関連計画、政策（外交政策含む）および法制度 

  廃棄物に関係する法令としては、1975 年の大統領令第 825 号（PD825 ; Providing 

Penalty for Improper Disposal of Garbage and Other Forms of Uncleanness and for Other 

Purposes）が廃棄物の不法投棄に関する罰則を定め、同第 856 号公衆衛生規則

（PD856 ; Code on Sanitation）が地方自治体の廃棄物の処理責任を規定している。こ

の第 856 号では、ごみ処理等の基準を定め、1977 年制定の大統領令第 1152 号では、

廃棄物処理計画及び廃棄物処理の方法を規定している。 
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表 1-7 フィリピンにおける産業廃棄物・リサイクル関連の基本法令 

法令名(制定年) 概   要 

大統領令 856 号 フィリピン公衆衛生規則

(1975 年 12 月公布) 

公衆衛生に関する原則を示す。産業廃棄物

に関する規定もある。 

大統領令 1152 号 フィリピン環境規則

（1977 年６月公布） 
環境管理全般に関する原則を示す。 

危険物質と有害・放射性廃棄物法 

RA6969(Toxic Substances and Hazardous and 

Nuclear Wastes Control Act of 1990) 

有害廃棄物の管理について定めた法律。 

環境適合的固形廃棄物管理法

RA9003(Ecological Solid Waste Management 

Act) 2001 年１月公布 

固形廃棄物の管理に関する法律。非有害産

業廃棄物は、この法律で扱われている。 

大気汚染防止法 RA8749 

（Act providing for a Comprehensive Air 

Pollution Control Policy and for Other 

Purposes） 

第 20 条で有害ガスを排出する都市ごみ、

医療廃棄物、有害廃棄物の焼却炉を禁止。 

                  （出典:日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

 

尚、上記環境適合的固形廃棄物管理法(RA9003)には、以下の内容が規定されている。 

○環境適合的固形廃棄物管理法(RA9003)の規定事項 

•固形廃棄物管理計画実行の監督と政策策定を任務とする国家固形廃棄物管理委員

会（NSWMC）を設置 

•コンサルティング・情報・教育・ネットワークづくり等を提供する The National 

Ecology Center を設置  

•共和国法第 7160 または地方自治体規程として知られる同法の当該条項により地方

自治体（LGUs）は、それぞれの管轄内において ESWMA の条項の実行・施行に

主要責任を負う 

•固形廃棄物の分別・収集は、特に土壌還元・堆肥生成・再使用が可能な廃棄物に  

ついては、バランガイ単位で実施し、再利用不可の素材や特殊廃棄物の回収は、

市町村の責任とする 

•国内の全州に州知事が議長を勤める州固形廃棄物管理委員会を設置し、担当地域 

の州固形廃棄物管理計画の開発をその任務とする。同様に、市町村の固形廃棄物

管理委員会を設置する 
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 また、主な関連省令を以下に挙げる。 

表 1-8  主な産業廃棄物・リサイクル関連の省令 

番号・省 概   要 

JAO 2005-2,DENR-DOH 医療廃棄物の収集･運搬・処理・処分等に

関する環境天然資源省と保健省の共同命

令 

DAO 2004-36, DENR RA6969 の手続きマニュアル DAO1992-29 

を改定したもの 

DAO 1998-49, DENR 固形廃棄物の処分に関する技術ガイドラ

イン 

DAO1994-28, DENR 有害廃棄物の輸出入の手続きや対象等を

定めている。 

（出典:日本貿易振興機構アジア経済研究所） 

【廃棄物の定義】 

環境適合的固形廃棄物管理法 RA9003 ではこの法律の対象とする固形廃棄物を、家

庭ごみ、および、商業ごみ、非有害な産業廃棄物と定義し、有害廃棄物、医療廃棄物

などは含まないとしている。有価であるかどうかで規制対象を分類してはいない。 

 

セブ市では廃棄物の発生量を抑え、リサイクルを推進する為に固形廃棄物管理法

を 2000 年に制定、2003 年には、固形廃棄物管理委員会（SWMB：Solid Waste 

Management Board）を設置し、2015 年までに廃棄物の埋め立て処分量を 50％削減す

ることを目標に掲げている。しかしながら、戦略的アプローチ、処理技術や管理手法

への体系的な理解が不足しており、進捗状況は芳しくない。上記の主たる要因は、セ

ブ市の廃棄物減量化のノウハウと施策が不足しており、リサイクル工程の確立ができ

ていないため、資源化できる廃棄物が有効に活用されずに、イナヤワン衛生埋立地へ

送られているためである。廃棄物を埋める前に、二次分別と資源化を行うことにより、

ゴミの減量化のみならず化石燃料使用削減に貢献できるため、これらの工程確立（中

間処理施設の建設）が求められている。 

 

（主な関連事項） 

(1) SWM(固形廃棄物管理)関連法規制 

RA9003 The Ecological Solid Waste Management Act of 2000(生態的廃棄物管理法)

の遵守に向けた各種 City Ordinance(市条例)を施行した: 

・条例番号 2243：セブ市の持続可能な発展のための条例 

各バランガイの環境担当者は同地域内企業の検査及び監督を行う 

・条例番号 2017：SWM 委員会の設置。コミュニティ、NGO、 民間企業の参加 
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・条例番号 2031：条例番号 1361「分別なくして回収せず」のポリシーの強化（5

種類に分類） 

i. 生分解可能廃棄物、肥料用廃棄物 

ii. 生分解不可能廃棄物 

iii. リユース、リサイクル可能な廃棄物 

iv. 有害廃棄物、特別な廃棄物 

v. 大型廃棄物、家電 

・条例番号 1361：分別なくして回収せずのポリシー導入、ごみ回収のシステム 

(2) SWM 委員会（SWMB）の設置 

2003 年に設置。SWM システム構築のための政策／法律／組織に関する提言を行う。

バランガイにおけるバランガイ SWM 委員会（BSWMC）の設置 

SWMB の役割 

・SWM10 カ年計画の策定 

・2 年おきの計画のレビュー 

・計画をサポートするための収益機会の追求 

・バランガイとの協力体制 

・残渣／特殊廃棄物の回収／処分の管理 

BSWMC の役割 

・市の計画に沿った SWM プログラムの策定 

・ごみの分別回収 

・Material Recovery Facility (MRF)の設置 

※MRF とは、バランガイ単位に設置された混合廃棄物の受入、分別、コンポ

スト化、リサイクルを行う資源回収施設 

・バランガイ資金の適切な配分および外からの収益機会の追求 

・市への毎月の報告 

(3) 組織体制 

・CESET（セブ環境衛生執行チーム）による法規制の執行 

・BEO（バランガイ環境職員）を各バランガイにつき数人配置し、MRF やコンポス

ティングを管理 
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(4) 分別なくして回収なし(No Segregation No Collection)のポリシーの導入、強化 

2009 年市条例 1361 にて導入、2011 年 4 月市条例 2031 にて強化。住民に生分解可能、

生分解不可能、リサイクル可能、有害廃棄物、大型廃棄物の 5 種の分別を促す。 

(5) バランガイでの MRF 設置の促進 

毎年 20,000 ペソの予算を市から各バランガイに提供し、MRF やコンポスティング施

設の設置をサポート。バランガイ職員の教育や各種バランガイ対抗環境コンペティシ

ョンを実施。 

(6) 市全体レベルでのコンポスティング推進 

家庭／バランガイ／民間企業等での様々な規模レベルでのコンポスティングのモデ

ル施設を設立。ミミズコンポスティングに加え北九州市の協力による高倉式を導入。 

(7) 各家庭へのコンポスト用バスケットの配布 

バランガイ環境委員による家庭への教育を行い、協力的な家庭に対し無償で配布。

2010 年～2011 年で計 2,350 個のバスケットを配布 

(8) バランガイにおけるモデルコンポスティング施設 

セブ市からの技術財政援助により、一部のバランガイで小規模（1 ㌧／日以下）のコ

ンポスティング施設を設立。生産されたコンポストはバランガイの公共緑化に使用、

ないしはバランガイ内の住民に販売される。販売価格は  ペソであり、中高所得層

をターゲットとしていること。事業運営の際の主な障壁としては、住民の協力、適切

な土地の確保、悪臭の苦情、バランガイ職員への動機不足等がある。 

(9) 中規模のビジネス型コンポスティング 

事業者、NGO、バランガイの組合等によりリサイクルビジネスとしてコンポスティ

ングが実施されている。これらの事業では、家庭ごみではなく、青果市場や商業施設

からの生ごみを使用している。規模は 1−2t／日である。生産されたコンポストは主に

肥料販売業者経由で売却される。 

セブ市 
セブ固形廃棄物委員会 

SWMB 

バランガイ総計 80 

バランガイ固形廃棄物委員会 

BSWMC 

図 1-4 セブ市固形廃棄物管理体制（本調査団作成） 
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（民間企業敷地内でのコンポスティング） 

自社内で発生する生ごみの処分のために設置され、生産されるコンポストは自社内で

主に使用されるが、一部は売却される。企業にとってはバランガイに払うごみ回収運搬

費用を節約できるメリットがある。 

 

（関連する外交政策） 

本事業にアドバイザーとして参画している横浜市は、横浜の資源・技術を活かした公

民連携による国際技術協力「Y-PORT 事業 (Yokohama Partnership of Resources and 

Technologies)」を通し、新興国の都市課題の解決支援に取り組むこととし、2011 年 10 月

に、Y-PORT 事業を含む様々な国際協力の推進に向けて、国際協力機構(JICA)との包括

連携協定を締結した。  

さらに、2012 年 3 月 28 日に横浜市(市長 林 文子氏)とフィリピンセブ市 (市長 マ

イケル・ラマ氏)は、セブ市における環境に配慮した持続可能な都市づくりを目指して、

相互に協力するための覚書を締結している。 
 

④   事業実施国の対象分野における ODA 事業の事例分析及び他ドナーの分析 
         フィリピンにとって日本は最大の援助供与国であるとともに、日本にとってもフ

ィリピンは重要な ODA 対象国の一つである。日本は 2012 年 4 月に新たに対フィリ

ピン国別援助方針を策定し、「『包摂的成長』の実現に向けた支援」を援助の基本

方針に掲げ、（ア）投資促進を通じた持続的経済成長、（イ）脆弱性の克服と生活・

生産基盤の安定、（ウ）ミンダナオにおける平和と開発を重点分野に位置付けた。

フィリピンでは、現地 ODA タスクフォースを設置しており、フィリピン政府との

政策協議、ドナー協調を行うなど活発な活動を行っているほか、2009 年からは、

現地日本商工会議所の意見も取り入れるための「拡大 ODA タスクフォース」を実

施している。  

 

 

 

 

 

 

表 1-9 諸外国の対フィリピン経済協力実績 

（出典：OECD（経済協力開発機構）HP より抜粋） 
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表 1-10 我が国の環境開発事業分野における対フィリピン・有償資金協力（1990-） 

 実施年度 案件名 
借款承諾額

（億円） 
概要 

1 1990-1997 メトロセブ開発事業

（II） 

43.01 道路、バスターミナル、公設市場及び

衛生埋立場の整備 

2 2008- 環境開発事業 248.46 地球環境に寄与する環境整備（水供

給・水質保全（上下水道施設の整備）、

再生可能エネルギー、産業公害防止、

固形・医療・有害廃棄物処理） 

償還期間：40 年（うち据置期間 10 年） 

（出典：JICA ホームページより抜粋） 

 

表 1-11 我が国の廃棄物分野における対フィリピン・開発調査/技術協力（2000-） 

 実施年度 案件名 概要 

1 2000 有害産業廃棄物対

策計画調査（フェー

ズ I） 

有害産業廃棄物に関わる現状調査、有害産業廃棄

物管理の現状分析及びマスタープランの策定 

2 2001 有害産業廃棄物対

策計画調査（フェー

ズ II） 

基礎調査の実施、事業の実施体制の確認、基本設

計・環境影響評価を含むモデル総合処理施設の

F/S、関係機関のキャパシティビルディング 

3 2002-2005 地方自治体におけ

る環境保全計画策

定と重点施策推進

事業 

環境対策に係る能力強化（環境計画策定、環境行

政の体制整備等）の支援 

4 2003/05-2003/08 固形廃棄物委員会 

初期支援(1) 

固形廃棄物管理法（RA9003）を全国的に実施す

るために必要な国レベル及び自治体レベルにお

ける体制づくり 

5 2003/12-2004/03 固形廃棄物委員会 

初期支援(2) 

固形廃棄物管理に関する中長期的国家目標の策

定、また、事業実施のための財源の導入方法等に

関する政策手法上・技術上の助言等で同委員会を

支援・補佐する専門家の派遣 

6 2006/02-2007/09 

2006/07-2008/03 

フィリピンリサイ

クル産業振興計画

調査 

リサイクル産業が振興されるように、その基本計

画及び行動計画策定を支援し、リサイクル産業振

興に関して主要な役割を担う組織（貿易産業省投

資庁）の能力強化 
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7 2007/10-2010/10 地方都市における

適正固形廃棄物管

理プロジェクト 

適正な廃棄物管理を行うための組織・人材育成や

施設整備、固形廃棄物管理システム導入 

8 2007/03-2009/02 ボラカイ島地域固

形廃棄物管理マス

タープラン調査 

現状調査、M/P の策定、最終処分場等 F/S、廃棄

物管理能力向上 

8 2012/12-継続中 メトロセブ持続的

な環境都市構築の

ための情報収集・確

認調査 

セブの地域特性を踏まえ強み・弱みを分析した上

で、セブ市を中心としたメトロセブのステークホ

ルダーが目指す、環境に配慮した都市開発コンセ

プト案作成支援及び主要な開発課題の抽出 

（出典：JICA ホームページより抜粋） 

 

フィリピンには国連系機関の国連開発計画（UNDP）や国際連合食糧農業機関（FAO）、

国際金融機関である世界銀行、アジア開発銀 ADB など規模の大きい国際援助機関が援助を

行っている。（表 1-12）基本的な枠組みとしては、資金援助のほか、政策支援や技術支援

等が行われており、分野としては教育や保健、政府・市民社会の整備等を含む「社会イン

フラ・サービス」が中心となっている。廃棄物処理に関係する環境セクターへの配分につ

いて、2009 年時点においてはドイツを除き低い状況である。（表 1-13） 

 

表 1-12 ドナー別の ODA 純受取額推移（2006～2009） 

（10 億米ドル） 

資金提供先 
2009 年度 過去 10 年の平均 

US10 億ドル シェア（％） US10 億ドル シェア（％） 

ADB 1.735 18 1.86 17 

中国 1.049 11 0.48 5 

日本 3.465 36 5.72 53 

世界銀行 1.574 16 1.62 15 

その他 1.813 19 1.09 10 

合計 9.637 100 10.77 100 

注）その他には、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、カナダ、韓国、スペイン等が含

まれる。                                  (出典：ODA Portfolio Review 2009(NEDA) 
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表 1-13 主要ドナー別のセクター別援助配分（2009 年） 

  （％） 

 豪州 カナ

ダ 

ドイ

ツ 

日本 米国 その

他諸

国 

EC UNICEF UNDP 

社会インフラ 

サービス（合計） 
78.6 31.3 41.1 3.2 46.2 16.6 70.3 22.6 50.0 

教育 22.6 2.4 5.5 0.9 8.4 5.1 NA 6.5 NA 

保険 1.9 2.4 1.2 03 3.7 7.1 60.4 3.2 NA 

人口プログラム 3.1 NA NA 0.1 13.8 1.8 NA 3.2 NA 

水・衛生 0.6 1.2 19.3 0.8 1.3 0.1 NA 0.0 0.0 

政府・市民社会 51.4 26.5 13.7 0.4 13.4 3.6 9.9 6.5 NA 

一般 49.9 26.5 10.0 0.1 12.3 2.3 6.5 6.5 50.0 

紛争解決等 1.6 NA 3.7 0.3 1.1 1.3 3.4 0.0 41.2 

その他 NA NA 1.3 46.9 5.7 2.2 NA 3.2 8.8 

経済インフラ（合

計） 

2.6 10.8 8.0 46.0 23.8 65.6 2.5 NA NA 

運輸・貯蔵 2.4 NA NA 0.1 11.9 63.47 NA NA NA 

通信 NA NA 0.0 0.3 0.7 0.4 NA NA NA 

エネルギー 0.1 0.0 0.3 0.3 6.7 0.8 2.5 NA NA 

銀行・金融 NA NA 0.9 0.3 1.3 0.6 NA NA NA 

ビジネス・その他 NA 10.8 6.8 0.3 3.4 0.0 NA NA NA 

生産セクター（合

計）  

8.3 3.6 15.9 25.4 4.3 5.2 7.0 NA NA 

農林水産業 3.6 0.0 15.3 23.4 2.2 1.5 7.0 NA NA 

農業 2.7 0.0 1.0 23.1 2.2 1.4 7.0 NA NA 

林業 NA NA 13.0 0.1 NA 0.0 NA NA NA 

水産業 1.0 NA 1.0 0.3 NA 0.2 NA NA NA 

工鋼建設 4.1 3.6 0.8 1.9 NA 3.6 NA NA NA 

貿易政策規制 4.1 3.6 0.8 0.8 NA 3.6 NA NA NA 

観光 NA NA NA 0.1 NA 0.0 NA NA NA 

マルチセクター 5.6 6.0 27.6 0.2 9.9 4.7 NA 71.0 35.3 

 環境 NA 0.0 24.0 0.1 5.5 4.1 NA NA 5.9 

その他 5.6 6.0 3.7 0.2 4.3 0.6 NA 71.0 29.4 

物資援助一般プロ NA NA NA 16.2 8.5 0.3 NA NA NA 

表-1.6 
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 豪州 カナ

ダ 

ドイ

ツ 

日本 米国 その

他諸

国 

EC UNICEF UNDP 

グラム 

債務関連 NA NA NA NA 0.9 0.0 NA NA NA 

緊急援助復興 3.7 47.0 7.4 7.3 6.4 7.2 20.1 6.5 14.7 

ドナーの運営費 NA NA NA NA NA 0.2 NA NA NA 

NGO 向け支援 0.9 NA NA 0.3 NA 0.0 NA NA NA 

ドナー国における

難民支援 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

未分類 0.4 1.2 NA 0.5 NA 0.1 NA NA NA 

合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

注 1）セクターのカテゴリーは OECD によるもの。 

注 2）上記にて言及した数値のセルをハイライト 

（出典：OECD  Creditor Responding System Online） 

                                                                                                                                                                            
（２）普及・実証を図る製品・技術の概要 

名称 廃プラスチック由来のフラフ燃料を製造する技術 

（製造手順は図 1-5 フラフ製造工程を参照。） 

スペック（仕様）  本事業で製造するフラフ燃料は、セメントメーカー等で

石炭・重油等の代替としてボイラー燃料に使用可能なス

ペックを目指す。日本国内における同種のフラフ燃料の

スペックに準じ、低位発熱量 4,000～7,000kcal/kg、塩素

濃度１wt％を目指す。塩素濃度はフラフ燃料の品質の良

し悪しに大きな影響を与える要素であるため、日本国内

において既に成分分析についても当社との取引実績が豊

富な株式会社ニチユ・テクノに依頼することを想定して

いる。 

 フラフ燃料の含水量を抑えること（20％以下の含水率）

が、セメント会社からの強い要望であることを確認して

いる。現地の天候状況や収集時の廃プラスチックの水分

付着の状況を考慮し、工程途中で脱水作業を追加するこ

とも想定していたが、収集の方法の内、産業廃棄物系の

品質の良いものの搬入量を増やしたことにより、現状の

操業工程で十分低い含水量を実現できているため、含水

率に対する追加対策は不要であると考えている。 
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特徴  フラフ燃料化に適した廃プラスチックのみを選別し、そ

の後に破砕してフラフ燃料を製造する技術。製造したフ

ラフ燃料は石炭・重油等の代替として、セメント会社等

のボイラー燃料に使用される。 

 本事業では、製品の水分量・消費カロリー、有害物質等

の成分分析等に関しては、主に環境天然資源省

（Department of Environment and Natural Resources、以降

「DENR」と略。）の認定機関である現地研究機関を活

用することにより、フラフ燃料の品質向上に努める。 

競合他社製品と比

べた比較優位性 

廃プラスチック主体の廃棄物から燃料を製造する競合他社

のプロセスとして、RPF（Refuse Paper ＆ Plastic Fuel）プロ

セスが挙げられるが、当社本社工場のフラフ製造プロセスは

電力消費量が一般的な RPF 化の約 1/3 の省エネルギー型燃料

製造プロセスである。また、RPF 化が溶融成型機を必要とす

るのに比べフラフ化は同設備が不要であるため設備費も安価

である。 

国内外の販売実績 ・国内実績  

主要取引先：北越紀州製紙株式会社、王子製紙株式会社、大

王製紙株式会社 

廃プラスチック燃料販売 t 数(平成 25 年度半期) 6,324t 

サイズ フラフ燃料：  

横 1.35-1.55(m) 縦 1.10(m) 高さ 1.10(m) 重さ約 600kg 

RPF： 直径 3 ㎝程度の円筒状 長さ 10 ㎝程度 

設置場所 セブ市所管 イナワヤン衛生埋立地内建屋 

今回提案する機材

の数量 

 投入ホッパー（１式） 

 ゲタ桟付搬送コンベア（１式） 

 手選別ラインコンベア（１式） 

 手選別架台（１式） 

 中央制御盤（１式） 

 粉砕機投入コンベア（１式） 

 プラスチック粉砕機 PF-2000 型（１式） 

 搬送用ブロアー 7.5KW（１式） 

 二連式フレコン回収ステーション（１式） 

価格 

 

・販売価格 

キロ単価平均    （輸送費含む） 

・本事業での機材費総額（輸送費・関税等含む） 
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廃プラスチック由来燃料製造機材 24,376 千円 

現地工事費・設計費関係      4,600 千円  

機材輸送費            1,380 千円 

    計            30,356 千円 

 

 

図 1-5 フラフ製造工程 

 

表 1-14 主要設備概要一覧 

名  称 数 備  考 

秤量機 1 台 
イナワヤン衛生埋立地にて使用され

ている機器を借用 
フォークリフト 2 台 

フォイルローダー 2 台 

回転フォークリフト 1 台 出荷用搬出機器 

投入ホッパー 1 式 － 

手選別ラインコンベア 1 式 － 

破砕機 1 式 プラスチックの破砕 

その他 1 式 配線、配管、建屋補修等 

 

 

 

 

 

 

フラフ燃料 

破砕機 

手選別 

(脱水) 

ウェストピッカーによる分別回収 
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2. 普及・実証事業の概要 

（１）事業の目的 

   セブ市では廃棄物減量化のノウハウと施策が不足しており、リサイクル工程の確立

ができていないため、資源化できる廃棄物が有効に活用されずに、最終処分場へ送ら

れている。廃棄物の二次分別と資源化を行なうことにより、ゴミの減量化のみならず

化石燃料使用削減に貢献する為の工程確立（中間処理施設の建設）が求められている。

以下４点を主な目的として事業を実施する。 

① イナヤワン衛生埋立地内に中間処理施設を新たに建設して、選別の技術向上と破

砕設備の効率化を図り、燃料化のためのリサイクル処理を施し、フラフ燃料を製

造し、埋立地の減容化とともに相手国実施機関（セブ市）への中間処理施設運営

の技術の移転を行う。 

② セブ市、CCENRO/DPS、既存のリサイクル業者、バランガイと連携し、リサイク

ルの仕組みを整理する。 

③ セブ市に労働安全教育を行うことにより、セブ市が廃プラスチックを買い取るウ

ェストピッカー、現場作業員の環境改善（労働環境、安全教育、衛生教育）に貢

献する。 

④ フラフ燃料の販売先の開拓を含め、ビジネスとしての事業性を検討する。 

 

なお、本事業のみならず、その後の本格的な事業展開時も、CCENRO/DPS 職員のキ

ャパシティ・ディベロップメントの推進を優先事項とし、リサイクルラインの本格稼

働による雇用促進、及び廃棄物の減量促進効果を得るための設備や日本における研修

及び現地での教育・訓練等の初期投資に係る負担軽減を図る具体策を本事業で検討す

ることとする。 

長期的計画としては、フィリピン全土での展開及び同様の課題を抱えている開発途

上の国々においてフラフ燃料製造事業を展開することを考えており、本事業中に詳細

な事業展開計画を検討する。また、ボイラーへの廃棄物燃料の利用というだけでなく、

廃棄物発電（可燃性廃棄物をエネルギー源とする発電）は既に日本においては実用化

されており、電力の供給不足により電気代が高い状態の続いているフィリピンの電気

事情に鑑みると、廃プラスチック燃料を化石燃料の代替として利用する発電方法は十

分ビジネスの機会もあると考えられる。 
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図 2-1：普及・実証事業の位置づけフローチャート 

 
（２）期待される成果 

① イナヤワン衛生埋立地の減容化 

フラフ燃料製造装置を設置し、イナヤワン衛生埋立地に既に埋め立てられている廃

棄物の中から回収する廃プラスチックや埋立地へ搬入される前の廃プラスチックを用

いて、フラフ燃料を製造することにより、埋立地の減容化に貢献する。間接的には、

廃棄物のうち大きな比率を占める生分解性廃棄物に関しても、今後の堆肥製造プロセ

スへの移行を促すことに貢献できる。また、新たな雇用創出、廃プラスチック選別・

フラフ燃料製造の習得等による持続的な運転体制の確立が期待できる。 

更に、廃プラスチックを除去することにより、埋立処分場の抱えている有機性廃棄物

の発酵による悪臭、自然発火と考えられる火災などの抑制や、飛散するプラ袋を減容

する等景観上の美化にも一部貢献できると考えている。これは、表層部に積みあがっ

た廃プラスチック類が風通しを悪くし、内部の有機物の発酵を促進することにより悪

臭を発生させ、熱がこもることにより自然発火を引き起こすことが原因であり、表層

部の廃プラスチックを回収することでこれらの機会を減らすことにつながり、悪臭と

自然火災の抑制に寄与できるためである。 

② リサイクルの仕組みの整理とリサイクルの推進 

本事業ではリサイクルの仕組みづくりを整理し、セブ市、CCENRO/DPS、既存のリ

サイクル業者、バランガイ等とも連携し、リサイクルルートを確立させる。これによ

り、廃棄物の減量化を促進するとともに化石燃料使用削減に貢献する。 

③ 安全教育・衛生教育による CCENRO/DPS の知識向上、ウェストピッカーの労働環境

改善 

案件化調査 

普及・実証事業 

デモプラントによるデ
モンストレーション効
果、廃棄物燃料構造に
よる環境貢献、雇用創
出等 

本事業実施後のビジネス展開 

 

 

非公開 
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同時に当社が保有している、労働安全管理教育を現地パートナーである相手国実施

機関セブ市 CCENRO/DPS、セブから廃棄物処理の委託を受けている民間企業のうち、

今後当社との取引が見込まれる企業、バランガイ組織等に対して普及することも考え

ており、これにより労働安全衛生管理能力の向上およびウェストピッカーの労働環境

改善が期待できる。 

④ フラフ燃料の販売先の開拓を含め、ビジネスとしての事業性の検証 

本事業では、デモプラントとして、1 ラインのフラフ燃料製造ラインを構築するが、

本事業での運営状況次第では実証効果を普及活動に活かして、対象地の隣接地におい

て本格プラントにすべく複数ラインを構築することも事業後の展開の１つと考える。 

 

非公開 

 

複数ラインの構築により、イナヤワン衛生埋立地の減容化が加速されるとともに、

より多くのウェストピッカーへ安全で衛生的な現金収入の道を創出する効果が期待で

きる。但し、この拡張計画を遂行する場合も、水銀を始めとする重金属類の汚染状況

を確認しつつ作業を進めることは言うまでもない。 

 
（３）事業の実施方法・作業工程 

 本事業における基本方針として、次の 8 つを柱として実施する。 

① イナヤワン衛生埋立地内の廃棄物から表層部のソフトプラスチックゴミを収集し、

フラフ燃料を製造し埋立量を減少させる。 

② リサイクルの仕組みづくりを整理し、既存のリサイクル業者、バランガイ等とも

連携し、リサイクルが確実に行われるよう留意する。加えて、実証活動を通じて

選別手法や製品品質維持のノウハウ等をセブ市から廃棄物処理の委託を受けてい

る民間企業のうち、今後当社との取引が見込まれる企業にも普及することで、現

地企業の労働環境の改善や作業効率の向上を図る。 

③ 安全な施設運営とCCENRO/DPSの施設担当者を含めた作業員のスキルアップを図

り、持続可能な運営ができるように、当社から現地に派遣する技術者による現地

での説明会を行う。 

④ ウェストピッカーの本事業への継続的な参加のための環境改善（労働環境、安全

教育、衛生教育）を確実に行うよう、CCENRO/DPS に対しセミナー等を開催し、

注意喚起に努める。 

⑤ リサイクル事業の持続性の確保に資するように、事業実施体制を検討・構築する。 

⑥ 燃料の販売先の確保を含め、事業後のビジネス展開の方策がより具体的なものと

なるよう逐次フォローアップする。 

⑦ 衛生埋立地からの廃プラスチックの収集時並びに中間処理施設での作業工程にお
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いて、水銀を始めとする有害物質による被害が発生しないよう、事前と工程時に

おける成分分析等を適切に実行する。また必要に応じ、実証期間中においてもそ

のモニタリングプロセスを適宜見直す。 

⑧ 安全管理を徹底する為に、作業従事者に対し、マスク・手袋等の着用を徹底させ、

作業マニュアルを遵守させる。 

 

   さらに、案件化調査により明らかになった次の主な３つの課題を重点的に解決する

ことにより最も深刻な環境問題の一つである廃棄物処理問題の解決に向けて、当社の

リサイクル技術を用いて、従来埋め立てられていたごみを燃料や素材等の有価物にリ

サイクルする工程を構築する。本事業では、事業拡大により、ビジネスとして自立で

きるようにセブ市のみならずフィリピン国全土、さらには他国にも水平展開する事を

最終的な目標としている。また、アジア圏でのリサイクル資源の販売網を拡充するた

め、日本国内だけに留まらず全地球規模での資源の融通、トレード網の形成を視野に

入れ、普及・実証事業を実施する。 

① 廃棄物処理のセブ市担当行政の分別啓発、リサイクル素材の有効利用率向上、作

業マニュアルの整備等のセブ市の行政・現場職員のキャパシティ・ディベロップ

メントが必要 

② ウェストピッカーの環境改善（施行環境、安全教育、衛生教育）が必要 

③ 廃棄物由来燃料化事業の民間企業への委託が一部始まったものの、選別の技術不

足と破砕設備の低スペックのため低効率であり、高効率化が必要 

 

なお、本事業承認にあたってセブ市議会の議決内容が公開されたことにより、一部

のセブ市地元メディアに事実に基づかない次のような懸念が表明された。 

① 廃棄物を廃棄物固形燃料（RDF）に転換することは、クリーン・エア法（Clean Air 

Act）及び環境適合的固形廃棄物管理法（Republic Act of 9003）に抵触するのでは

ないか。 

② イナヤワン衛生埋立場からの混合廃棄物から生成される RDF は、有毒化学物質で

汚染されている可能性があるのではないか。 

 

これらに対し、以下のとおり回答している。 

① 廃棄物固形燃料の製造過程では、プラスチック成分を厳密に選別し物理的に粉砕

するだけである。クリーン・エア法及び環境適合的固形廃棄物管理法は、「熱を

加えて有害物質が発生した場合は法に抵触する」ものである。本事業で実施する

のは、含水率を低減する為に熱を加える工程が存在する事もある RDF（Refuse 

Derived Fuel：廃棄物固形燃料）の製造ではなく、フラフ（Plastic Fluff Fuel：プラ

スチック廃棄物燃料）の製造である。そのため、本提案事業で実施する製造工程
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においては、熱を加える工程は介在していないためこれらの基準については一切

抵触しない。 

② プラスチック成分を手選別により混合廃棄物から抜き出すことをフラフ燃料製造

工程における最重要項目として機材の設計と操業プロセスを策定することにより、

汚染の可能性を極限まで抑える。具体的にはプラスチック自体に有害物質が含有

される可能性に対しては、厳密な化学成分分析を適宜行いつつ生産することによ

り対応する。また、同様の検査をウェストピッカーが廃プラスチックを収集する

エリアに対しても行い安全性を確認するとともに、収集にあたるウェストピッカ

ーに対して事前の教育を行うことで、有害物質による汚染の見られない表層部か

らのプラスチック収集を徹底する。これらの対策により、ウェストピッカーへの

健康被害を事前に防ぐことができる。 

 

  その後、2013 年末にセブ市をベースとした環境問題調査団体（NGO）である

A2D(Research Group for Alternatives to Development Inc.)より報告された水銀レポートに

より、イナヤワン衛生埋立地における水銀検出が報告されたが、2014 年 7 月 23 日にセ

ブ市庁舎で開催された SWMB（固形廃棄物管理委員会）の場において、作業前並びに

工程過程での収集サンプルに対する水銀を含む重金属に関する成分分析を行うことに

より、本事業を遂行することに対する承認を得た（詳細なフローは添付資料：水銀・

成分分析フローチャートを参照。）。これは、JICA/セブ市/当社の三者による合意事項

である。 

 
 本事業の具体的な実施方法・作業工程は以下のとおりである。 

 事前準備 

 機材設置に関する事前協議をカウンターパートと実施する。 

 現地法制度及び Tax の調査を行う。 

 フラフ燃料価格、販売先等のマーケティング戦略を立案する。 

 水銀等有害物質の検査等、環境社会配慮調査項目の精査を行う。 

 

 機材調達・輸送等 

プラント機材はプラント製造会社が日本国内において製造を行う予定である。

セブ市の支援も得ながら輸送会社が中心となり輸出入に関する諸手続きを行

い、製造されたプラント機材は横浜港からコンテナ積をして、セブ港での通

関手続きを経てセブ市に輸送をする。到着した機材を派遣した日本人技術者

が組み立て、据付を行い、稼働確認までを実施する。 
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 中間処理設備設置・事業運営方針 

イナヤワン衛生埋立地内のモータープール建屋にフラフ燃料製造の為の中間

処理設備を設置して、廃プラスチックに燃料化のためのリサイクル処理を施

す。埋立地内の主に表層部にあるソフトプラスチックを原料とし、中間処理

施設で手選別、粉砕を経てセメントメーカー等でボイラー燃料等に利用可能

な廃プラスチック主体の“フラフ燃料”を製造する。そのための中間処理設備

の設置計画策定から設備立ち上げまでの計画、事業全体のスケジュール策定、

販売先の市場調査や設備のスケールアップ等の実機規模実現のための課題抽

出、施設の運転技術やフラフ燃料および有用物の品質管理に関する

CCENRO/DPS への指導・情報提供・アドバイス、取引先・埋立地関係者等と

の調整を行う。また、施設の運転、保守、原料廃棄物の収集、中間処理設備

への搬入、選別破砕・フラフ燃料製造、製品の運搬、といった運営実務につ

いても、市当局(CCENRO/DPS、バランガイ)並びに製品納入を予定している

現地業者(EVO Ventures 社)とも協働する。 

 

 現地事業実施体制及び実施方法 

以下に、関与する現地関係者カウンターパートとの業務体系のスキーム図（図

2-2：業務体系フロー図）を示す。 

  

 
図 2-2：業務体系フロー図 
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現地での事業実施方法の流れは以下のとおりである（フラフ製造のフローにつ

いては、図 2-3：フラフ燃料製造フローチャートを参照）。 

① 本実証事業に先立ち、セブ市CCENRO/DPSが、プラント作業者を15名採用。

市職員として雇用し、セブ市が給料を支払う。 

② CCENRO/DPS 並びにバランガイキャプテン Lot-Lot 氏（バランガイの予算管

理・自治等を担当）が共同し、現地埋立地で廃プラスチック収集に携わるウ

ェストピッカーを 200-300 名程度登録する（別添１内サインアップの様子）。 

③ 当社は、現地モータープール建屋に中間処理設備を設置し、実証活動に先立

つ形で動作確認及び試運転を行う。 

④ 同時並行的に、CCENRO/DPS /バランガイキャプテン Lot-Lot 氏/EVO Ventures

（セブ市のフラフ燃料の仕入企業）の三者間で協議し、適正なフラフ燃料の

売却価格について合意する。当社はコーディネーターとして全体の経済性を

睨みながら適正な価格の合意点を探る。但し、この実証活動の存在によって、

EVO Ventures 社、CRMIS 社を始めとする民間業者の既存ビジネスに過度な

悪影響が出ないよう留意する。 

⑤ 当社は、本実証活動に関わる入出金を管理するための口座をセブ市に開設し

てもらう予定であるが、業務上問題ないことが確認され次第決定する。また、

入出金の管理についてもセブ市が管理を行う。 

⑥ 当社は、当面の資金繰りをカバーするために、上記開設の口座に当座の資金

をデポジットする。 

⑦ プラスチック収集のため作業を進める地区を、CCENRO/DPS・DENR の立会

いのもとで選定する。収集の候補地区から収集したサンプル検体を事前に水

銀検査キットを用いた簡易成分分析に出して、水銀を始めとする重金属によ

る汚染がないことをチェックし、収集作業場所を選定する。 

⑧ CCENRO/DPS が採用したプラント作業員に対し、工程の説明、作業方法、ウ

ェストピッカーからの廃プラスチックの受入れについての留意点等、実証事

業に先立つセミナーを行う。（2014 年 11 月 17 日から 22 日までの第一回試

運転の間、毎朝 8 時半からの朝会と夕方 5 時の終会並びに作業中も適宜ミー

ティングを行い、上記の点を再度周知徹底する（別添１内全体朝礼）。 

⑨ CCENRO/DPS、並びにプラント作業員の責任者からウェストピッカーに対し、

廃プラスチック収集の場所、方法等の説明を行う。この場合、事前に用意し

たサインボード等を補助として利用する。（別添 1 内受入可能不可能判別ボ

ード 1～3） 

⑩ 収集作業を開始する。ウェストピッカーには、ビブス（ゼッケン）と収集袋

を配布する。プラント作業者には、手袋・ゴーグルと認識のための衣服を配

布し着用してもらう。破砕機を稼働させフラフ燃料を製造し、フレコンバッ
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グ（フレキシブルコンテナバッグ：粉末や粒状物の荷物を保管・運搬するた

めの袋状の包材）に詰め込む。 

⑪ フレコンバッグに詰め込まれた製品は、モータープール建屋脇に輸送のため

平積みにして保管する。この作業には、CCENRO/DPS から貸与される予定の

フォークリフトを用いる。 

⑫ 積み上がったフラフ燃料は、EVO Ventures 社により運搬され（初回のみ、以

降は CRMIS 社に委託、さらにその後は CEMEX/APO Cement 社が実証プラン

トに引取りに来ることになった）、その品質（特に含水率等）がチェックさ

れる。同時に当社は製品の成分分析のため、一部サンプルを抽出し、現地検

査機関(FAST Labo.)に持ち込む。 

⑬ ウェストピッカーに対しては、日計りベースで、廃プラスチックの買取代金

を支払う。プラント作業員の中からこの支払業務の担当者を任命する。（別

添 1 内現場責任者 Undo 氏を任命、廃プラスチック受入の様子） 

⑭ 月払いベースで、CEMEX/APO Cement 社から製品の販売代金をセブ市の保有

する口座に入金してもらい、最終購入者になるCEMEX/APO Cement社より、

フラフ燃料の品質に対するフィードバックを得る。 

⑮ ウェストピッカーからの収集の具合や、破砕機を中心とした機材の運行状況

を加味しながら、徐々に稼働ペースを上げながら 2 交代制導入を検討にいれ、

日量 5t の製造レベルを目指す。(なお、事業期間中には 2 交代制の導入して

いない。) 

⑯ プラント作業者等への設備の操作技術、保守点検の教育指導を行う。また、

フラフ燃料の製造技術の指導および購入者の要求品質の適合する為の工夫

を行い維持する体制を構築する。（別添 1 内保守点検教育、キャパシティデ

ィべロップメント） 
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図 2-3：フラフ燃料製造フローチャート 

 

 カウンターパート本邦受入活動（本邦受入活動計画については以下の内容を

実施） 

 横浜市による都市部におけるごみ量削減施策についての説明 

 一般廃棄物処理施設（最終埋立処分場等）見学 

 収集運搬工程の見学（横浜市） 

 中間処理施設（当社工場）の見学及びワークショップ（廃プラスチック、木

屑、都市鉱山、厨芥ごみコンポスト化など） 
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 廃棄物製品の販売先への活用方法の説明（JFE エンジニアリングを予定） 

 廃棄物素材を活用している企業訪問（ペットボトルおよびパレット製造会社） 

 廃棄物燃料を活用している企業訪問（製紙会社およびセメント会社） 

 Y-port センター発足式への参加 

 JICA 関係者合同本邦受入活動総括報告会 

活動期間：    2015 年 5 月 24 日～30 日 

参加人数： 5 名 

 

 普及活動 

 デモプラントでの公開セミナー（デモンストレーションの実施） 

本事業は、最終埋立処分場内の廃棄物から燃料を製造するという取組みであ

るため、デモプラントには多くの視察団が訪問する事が想定される。製造技

術の公開セミナーは、CCENRO/DPS のみならず近隣市町村関係者や事業者に

対して説明会・報告会を通じて広く紹介を行う。 

 

 セブ市のフラフ燃料販売スキームの支援 

           フラフ燃料販売に関する市場調査を本格的に行うことにより、現地のニーズ

と許容量を把握し、妥当な製造量を想定し、セブ市に提案する。 

当社が日本において培ってきたマーケティング及びセールス手法を活用し、

フラフ燃料の販売先ルート構築を CCENRO/DPS と共に進める。特に、フラ

フ燃料使用者として想定している複数のセメント会社が懸念する含水量や

塩素分の除去や品質維持等について、CCENRO/DPS にノウハウの蓄積を促

す。 

 

 事業後のビジネス展開検討 

採算性分析、商圏分析、ビジネスモデル構築の検討を行う。その後資金調達

計画、現地パートナー企業発掘などとの勘案で事業規模を見極めて進める。 

 

 環境社会配慮対策 

前述した環境面配慮の内容のみならず、廃棄物の成分分析、騒音対策、粉じ

ん対策、近隣住民への配慮等を現地法規制と環境社会配慮ガイドラインに則

り行う。 

 

 安全衛生管理対策 

CCENRO/DPS が雇用するプラント作業者及び廃プラスチック収集に携わ

るウェストピッカー等の作業従事者に対し、当社の技術者が収集方法や収
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集対象物・非対象物について、選別方法、機材操作方法についてデモンス

トレーションを実施することにより、CCENRO/DPS の安全な作業手順の習

得を図る。マスク、手袋の装着等の基本的な管理対策については直接指導

すると共に、作業従事者が分かりやすいように図式を用いた作業マニュア

ルを作成し遵守させる。 

 

 維持管理対策 

本事業中及び本事業実施後に本施設が適切に運転・使用されるためには、設

備の処理工程、個々の機械の構造、設備の取扱方法、安全に運転するための

作業手順、保守・修理方法に関する CCENRO/DPS 担当者の正しい理解と経験

が必要不可欠となる。CCENRO/DPS に対する現地指導と情報提供を当社が行

うとともに、当社の本社工場における CCENRO/DPS の運転管理者の本邦受入

活動も実施する。 

さらに、機材の維持管理及び適切に活用されていく為の工夫として、故障の

原因としてあげられる（1）ベルト（2）モーター（3）破砕機（4）サイクロ

ンの 4 部品に関しては、（1）簡易化されたベルトを装着することにより、

CCENRO/DPS 自身での交換が可能になる。また（2）モーターの部品を予め

提供しておき修理方法を指導することで、こちらも CCENRO/DPS 自身で交換

が可能となる。 
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作業工程計画 

以下、図 2-4 のとおり、作業工程計画を示す。 

 

図 2-4：作業計画表 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

①機材設置関係

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

③現地調査

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

④現地向けセミナー

■

■ ■

■ ■

⑤本邦受入活動

■ ■

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □

□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

月次報告書（月初5営業日以内提出） □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

進捗報告書 □ □ □

□提出

□提出

期間

作業項目

作　業　計　画　表

2013年度 2014年度 2015年度

現地作業

議材設置に関する事故防止対策

機材設置に関する事前協議

デモンストレーション

当局対応

機材設置会社から萬世リサイクルシステム
ズへの設備の操作方法指導

セブ市担当者への設備の技術指導

点検の指導

ウエストピッカー等への労働安全対策指導

設備の使用マニュアル作成及び修正

保守、部品交換の方法指導

市場調査（フラフ燃料価格、販売先、
近隣市への導入等）

②教育、技術指導関係

業務完了報告書

その他

市場調査（現地法律、税制等）

パイロット機材製造監修

機材設置に関わる保険等アレンジ

市場分析

指導マニュアル案作成

業務完了報告書（案）

現地法制度及びTAX等の調査

本邦受入活動実施

機材設置

リサイクルの仕組みづくり

労働安全管理及び衛生管理の公開セミナー

現地における人選調整

カリキュラム作成

横浜市及び民間事業者へのアレンジ

スケジュール管理、講師依頼等

国内作業

環境配慮調査

MEGA CEBU 2050との連携

社会配慮調査（悪臭、水質等）
保健衛生全般

製造技術の公開セミナー

パイロット試験

凡例：　　　　　　　　現地作業期間　　　　　　　　　国内作業期間
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（４）投入（要員、機材、事業実施国側投入、その他） 

【投入要員】 

 

図 2-5 要員計画表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 現地 国内

現地　検算 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

国内　検算 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

現地 国内

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7.11 萬世

4.63 カーボン

△ 萬世 14.50

△ カーボン 16.46

11.74 30.96

池田桂太朗
萬世リサイクルシステムズ(株)

機材運用、現場監督補佐 0.60

高橋英明
萬世リサイクルシステムズ(株)
機材運用、現場監督 1.17

実証設備運転調整 大西俊一
萬世リサイクルシステムズ(株)
機材運用、現場監督 1.17

実証設備運転調整

要　員　計　画　表

担当 氏名
所  　属
業務内容

合計

実証プラント管理業務 柳町孝治
萬世リサイクルシステムズ(株)
技術アドバイザー 0.60

現
地
作
業

業務主任者 小西武史
萬世リサイクルシステムズ(株)
当局対応、デモンストレーション 1.40

副業務主任者 藤枝慎治
萬世リサイクルシステムズ(株)

当局対応、デモンストレーション 0.50

主任研究員及び
現地業務調整

藤原晶子
萬世リサイクルシステムズ(株)
当局対応、MEGAセブ2050連携窓口 0.50

実証プラント
管理業務補佐

主任研究員及び
現地業務調整

樋口幹高
萬世リサイクルシステムズ(株)
当局対応、MEGAセブ2050連携窓口 1.17

アドバイザー 石田康明
カーボンフリーコンサルティング㈱
アドバイザー(当局対応、保険等のアレンジ) 1.17

1.10

研究員 石川幸佑
カーボンフリーコンサルティング㈱
都市計画、横浜市との窓口、報告書作成補佐 0.36

チーフアドバイザー 中西武志
カーボンフリーコンサルティング㈱
環境社会配慮責任者（環境社会配慮団員）
報告書作成、当局対応補佐

1.00

副チーフアドバイ
ザー

山口泰広
カーボンフリーコンサルティング㈱
当局対応／会計／ビジネスモデル構築

萬世リサイクルシステムズ(株)
パイロット機材製造監修及び報告書レビュー

4.00

副業務主任者 藤枝慎治
萬世リサイクルシステムズ(株)
市場分析及び報告書レビュー 1.00

研究員 村石由里弥
カーボンフリーコンサルティング㈱

社会配慮調査及び対応（悪臭、水質等）
1.00

11.74

業務主任者 小西武史
萬世リサイクルシステムズ(株)
市場分析及び報告書レビュー

2.75

実証設備運転調整 大西俊一
萬世リサイクルシステムズ(株)

パイロット機材製造監修 1.00

実証プラント管理業務 柳町孝治
萬世リサイクルシステムズ(株)
パイロット機材製造監修及び報告書作成 1.50

実証設備運転調整 高橋英明

実証プラント
管理業務補佐

池田桂太朗
萬世リサイクルシステムズ(株)
本邦セミナー補佐、市場分析補佐 0.75

主任研究員及び
現地業務調整

藤原晶子
萬世リサイクルシステムズ(株)
国内外当局対応、現地業務調整 1.25

主任研究員及び
現地業務調整

樋口幹高
萬世リサイクルシステムズ(株)

当局対応、MEGAセブ2050連携窓口 2.25

チーフアドバイザー 中西武志
カーボンフリーコンサルティング㈱
環境社会配慮責任者（環境社会配慮団員）

各種業務補助
2.25

副チーフアドバイ
ザー

山口泰広
カーボンフリーコンサルティング㈱

当局対応／会計／ビジネスモデル構築 3.50

アドバイザー 石田康明
カーボンフリーコンサルティング㈱
当局対応／事故防止対策、保険等のアレンジ 2.35

2.50

研究員 松本光世
カーボンフリーコンサルティング㈱

現地法制度、Tax等調査対応 2.00

主任研究員 本澤友行
カーボンフリーコンサルティング㈱
事故防止対策、保険等のアレンジ、市場調査 0.40

研究員 池田陸郎
カーボンフリーコンサルティング㈱
市場調査、環境配慮調査及び対応 1.96

△ △△

研究員 村石由里弥
カーボンフリーコンサルティング㈱
社会配慮調査及び対応（悪臭、水質等） 1.50

凡例
計 42.7

30.96

報
告
書
等

報告書名及び提出時期

月報（月初5営業日以内）

進捗報告書

業務完了報告書（案）（2015年10月1日）

業務完了報告書(2015年12月1日）

国
内
作
業

研究員 石川幸祐
カーボンフリーコンサルティング㈱
横浜市との窓口、報告書作成補佐

2013(平成25)年度 2014(平成26)年度 2015（平成27）年

現地作業 国内作業
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【資機材リスト】 

表 2-1 機材リスト 

 

【事業実施国側投入】 

表 2-2 カウンターパートの配置状況 

所属 名前 役割 

セブ市市長 Atty. Michael L. Rama 氏 事業活動の承認 

セブ市副市長 Hon. Edgardo C. Labella 氏 本邦研修参加 

セブ市市議会議員 Hon. Nida C.Cabrera 氏 メイン事業アドバイザー、 

本邦研修参加 

セブ市市議会議員 Hon. Nestor Archival 氏 事業アドバイザー、本邦研修参加 

バランガイイナヤ

ワンキャプテン 

Hon. Lutherlee Ignacio-Soon 氏 廃プラスチック収集調整、 

本邦研修参加 

CCENRO/ DPS 局長 Engr. Randy A. Navarro 氏 原料調達方法検討、本邦研修参加 

 

 
 
 
 
 
 
 

 機材名 型番 数量 納入年月 設置先 

1 投入ホッパー 材質 SS400 1 

 

2014 年 11 月 

イナヤワ

ン衛生埋

立地内モ

ータープ

ール建屋 

2 ゲタ桟付搬送コンベア 
インバーター仕様・ 

全長スカート h=300 
1 

3 手選別コンベア 
インバーター仕様・ 

全長スカート h=150 
1 

4 手選別架台 10 シュート 1 

5 中央操作盤 押しボタン式 1 

6 粉砕機投入コンベア 幅 400×長 3350 1 

7 プラスチック破砕機 PF-2000 1 

8 搬送用ブロアー CMB-5.5-C 1 

9 
2 連式フレコン回収 

ステーション 
サイクロン 2 基 1 
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（５）事業実施体制  
本事業における事業実施体制を以下に示す。 

図 2-6 事業実施体制図 
 

（６）相手国政府関係機関の概要 

組織の正式名：セブ市および所轄セブ市公共サービス部門 

（Department of Public Services「DPS」） 

   ※2015 年 1 月以降 Cebu City Environmental Natural Resourses Organization「CCENRO」 

    に名称変更したため、本報告書内では CCENRO/DPS と記載。 

   機関基礎情報 

所在地: 2F Ramos Supermarket Bldg. Barangay Cogon Ramos, Cebu City 

設立年: 2000 年 7 月 4 日 

 組織の規模: 5 部門 615 名 CCENRO/DPS は、セブ市の廃棄物管理·処分、

道路清掃、街路照明、井戸等水設備に関する修理やごみ収集車のメンテ

ナンスを行い、フィリピン国南部において最も清潔で秩序ある都市にす

るためクリーン＆グリーンプログラムの遵守と実施を行う目的で設置さ

れた。 

 CCENRO/DPS はセブ市全体の廃棄物管理に関係する全ての権限を保有

し、組織体制、人員予算などの有している。また中間処理施設の設置に

あたっての土地・機材などの貸与に関する権限を有する。 
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【選定理由】 

CCENRO/DPS は対象地区であるイナヤワン衛生埋立地を管理している。 

また、埋立地内のゴミの集積状況についても、最も確かな情報を有する。 

 

表 2-3  2013 年度 CCENRO/DPS 予算 

                     (単位ペソ) 

項目 予算 支出  残高 

オフィス機器の修理費用 22,500.00 16,631.00 5,869.00 

最終処分場（ごみ）関連補

給品及び資材費用 

4,000,000.00 4,000,000.00 - 

車両関連補給品及び資材

費用 

3,000,000.00 3,000,000.00 - 

重機その他機材レンタル

費用 

10,000,000.00 10,000,000.00 - 

ごみ処理プログラムに関

する諸経費 

15,001,000.00 15,001,000.00 - 

固形廃棄物処理に関する

追加注文 

3,745,000.00 3,745,000.00 - 
 

街頭電球交換費用 10,000,000.00 10,000,000.00 - 

井戸修繕及び保全費用 500,000.00 500,000.00 - 
  （出典：CCENRO/DPS 提供資料） 

主な業務内容: 

1 事務部門（記録、コミュニケーション、予算、経理、人事） 

2 環境衛生部門（道路清掃、堆肥化、修理メンテナンス） 

3 街灯部門（街灯の修理メインテナンス） 

4 水サービス部門（井戸など水設備の設置、修理メンテナンス） 

5 定期的なごみ収集処分、ごみ収集作業の管理 
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図 2-7  CCENRO/DPS 組織図  

 

（その他関係省庁等） 

 環境天然資源省(Department of Environment and Natural Resources, DENR) 

環境天然資源省は、環境問題全般を管轄している。環境管理局（Environmental 

Management Bureau, EMB）が、水質汚濁、大気汚染などとともに、有害廃棄物の管

理を担当しており、有害廃棄物管理課（Hazardous Waste Management Section）がお

かれている。 また、後述の国家固形廃棄物管理委員会（NSWMC）の事務局も DENR 

の中におかれている。 

環境・天然資源省には、15 の地方事務所があり、公害規制の執行を担当している。

各 3 種届けでの窓口となるとともに、有害廃棄物の発生量の届出は、発生者から地

方事務所に対して行われることとなっている。工場の検査等も行っている。 

 国家固形廃棄物管理委員会（National Solid Waste Management Commission, 

NSWMC） 

大統領府に属している組織だが、事務局は環境天然資源省におかれている。RA9003 

の第４条にもとづく組織である。環境・天然資源省の長官が委員長を務め、政府部

門 14 人、民間部門 3 人の代表から構成されている。政府部門では、環境天然資源省

以外に、内務・自治省、科学技術省、公共事業道路省、保健省、貿易産業省、農業

省、マニラ首都圏開発庁、州知事会、市長会等の代表が参加し、民間部門からは、

NGO、リサイクル産業、および製造業・包装業からそれぞれ１人ずつ代表が選ばれ

ることとなっている。 

 貿易産業省（Department of Trade and Industry, DTI） 

貿易産業省は、産業部門を管轄している。RA9003 では、再生資源のマーケットの

インベントリーを作成すること、再生資源や再生原料の品質基準を定めること、再

Head 

事務部門 環境衛生 街灯 
水 

サービス 
ごみ収集 

HeadⅡ 
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生原料を用いた製品の需要を高める提案を行うこと、エコラベルを導入すること等

が求められている。 

同省内の投資委員会（Board of Investment, BOI）に、環境課がおかれている。後述す

る Philippine Business for the Environment という団体とともに、JICA の協力を得て、

Environmental Management with Public and Private Sector Ownership in the Philippines 

(EMPOWER) Project を実施し、そのなかで、廃棄物の減量化についても Pilot Project 

を行っている。また、JICA に対して「リサイクル産業振興計画調査」への協力を

依頼し、2006 年 7 月から調査が行われた。その結果、プロジェクトのスタート時

はゼロであったプラスチック袋と発泡ポリスチレンの回収量は、資源ごみの回収の

新しいシステムを提供することで、最終的にケース・スタディ地域で 1.5 t になった

成果が報告されている。また クエゾン市のバランガイでは、プロジェクト終了後も

対象資源ごみの回収を継続している。 エコラベルについては、同省内の製品基準局

が担当している。 
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3. 普及・実証事業の実績 

（１）活動項目毎の結果 

本普及実証活動における主な実績について以下の年表にまとめた。 

表 3-1 実績年表 

時期 実績 

2014. 3 ・実証設備設置場所等について事前調査 

2014. 7 ・水銀、その他環境社会配慮について対策検討 

2014. 9 ・機材輸送の開始 

・運営体制についての詳細協議 

2014. 11 ・機材の通関が完了 

・機材の据付工事が完了し、製品の生産を開始 

2015. 2 ・機材稼働報告会を実施 

2015. 5 ・本邦受入活動を実施 

2015. 9 ・最終報告会を実施 

 

① 事前準備 

○実証設備設置場所、機材搬入道路の状況確認、モータープール建屋内の電力配線等

の状況確認 

本実証事業における廃プラスチックの選別、粉砕設備の設置場所候補であるイナヤ

ワン衛生埋立地内のモータープールを訪問し、一次電源の引き込み場所と電圧条件、

地面の状態、動線について確認を行った。その結果、一次電源の引き込み場所、電圧

（240V）、地面のコンクリートの状態は概ね本実証設備を設置するのに十分な状態で

あることが確認された。電線の太さが不足していたが、設備設置の際、電気工事にて

整備を実施した。なお、過去に同じ場所で数台の破砕機を設置稼働した実績があるこ

とも併せて確認されている。この調査をもとに詳細な設備レイアウトを作成。（図 3-1） 
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         図 3-1 モータープール設備レイアウト 

 

○事業運営における詳細確認 

イナヤワンのバランガイキャプテン Lot-Lot 氏と、ウェストピッカーからの原料の買

い取り単価について打合せを行った。バランガイ側の要望を聞いた上で、他地域でウ

ェストピッカーから廃プラスチック買取によるマテリアルリサイクル事業を行ってい

る北九州市の事業との兼ね合いも考慮した買い取り単価を設定する必要があると伝え

た。その後、CEMEX/APO Cement 社・セブ市と協議を実施し買取単価を  ペソ/t と

することで合意。また出荷に用いるフレコンバッグに関しては最終ユーザーである

CEMEX/APO Cement 社が支給することになり、2015 年 5 月には、約 1000 袋のフレコ

ンバックの供給を受けている。 

 

○現地での資金管理方法に関する事前相談 

 CCENRO/DPS あるいはセブ市として信託勘定口座のような口座を開設して入出金し、

当社がその入出金状況、資金繰りを確認したいという要望に対し、当初セブ市は否定

的であったが、協議の結果、残りの実証期間が約 1 年と比較的短期であることもあり、

当初計画とほぼ同様の方法で、セブ市が所有する口座を本事業用に開設・使用するこ

とにより対応するとの折衷案がセブ市より提示され、当社もこれを受諾した。 

 

② 機材調達・輸送等 

○現地での通関手続きに関する準備・手続概要 

 2014 年 9 月上旬に当社が機材の輸送手続きを委託した海運貨物取扱業者である山

九通商株式会社（山九通商と略）がセブ市 CCENRO/DPS を荷受人とし、通関書類を

作成し、9 月 11 日に機材が横浜港を出港した。 
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9 月 10 日に山九通商が現地通関手続きを委託した現地エージェント、現地運送会

社のスタッフとともにセブ港税関責任者の Roberto Almadin 氏と面談。速やかな通関

手続きのために事前に機材の INVOICE、PACKING LIST を提示し協議したところ、

荷受人としてセブ市 CCENRO/DPS ではなく輸入許可を持つ現地企業を立てるよう勧

められた。そのため、輸入許可を既に取得している IPI 社に荷受人となることが可能

か確認したが、荷受人になることは税法上機材の所有者となることを意味し、荷物を

受け取った後、改めて機材を当社あるいは JICA に譲渡しなくてはならず、その際に

贈与税 15％がかかる。さらに固定資産税や法人税を課税される恐れもあるため、同

社としては荷受人になることはできないとの結論に至った。そのため、INVOICE の

とおり、セブ市を荷受人としたまま通関手続きを行うこととし、セブ市に正式な輸入

許可の申請を依頼し、セブ港税関に 10 月 23 日に正式な輸入許可を申請し、10 月 27

日に許可を取得できた結果、免税扱いで正式通関となったが、11 月 5 日までの約 1.5

ヶ月の間荷揚げが停留することとなった。 

   [取引ルート] 

当社→山九通商→XPI IGNACIO CUSTOMS BROKERAGE 社（通関手続きを実施）

→Philippine Transworld Shipping 社（現地輸送） 

 

○コンテナ輸送における段取りの調整 

      イナヤワン衛生埋立地へのコンテナ輸送についての段取りに関する打合せを行っ

た。現場付近は道幅が狭いため、コンテナを運ぶトラックの通行可能な時間帯につ

いての調査や、コンテナを保管する場所について目星をつけた。また、依然として

受入準備の終わっていない、トイレの整備や重機の移動について催促を行った。 

 

 ○通関手続き・コンテナ輸送の流れ（2014 年） 

<経緯> 

9 月上旬 荷受人セブ市 CCENRO/DPS として通関書類を山九通商が作成 

9 月 10 日 セブ港税関責任者から荷受人はセブ市CCENRO/DPS ではなく輸入許可を

持つ現地民間企業とするよう勧められた。これを受け急遽 IPI 社に荷受人

を打診し一旦大筋合意。 

9 月 11 日 機材が横浜港出港。 

9 月 16 日 IPI 社と荷受人引き受けに関し詳細検討の結果、後に発生する各種課税の

問題があることが判明し荷受人になることはできないとの結論に至った。

そのためセブ市長を荷受人とし免税手続きを経て輸送することとした。 

9 月 17～29 日 SWMB 議長 Ponce 弁護士と現地エージェント担当者、小西業務主任

者が上記免税申請に必要な各種文書を各々作成準備。 

9 月 20 日 機材がセブ港に到着 
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9 月 29 日 セブ港税関に現地エージェント担当者が書類一式を提出。セブ港税関

Almadin氏は関税とVATをCash Bondとして一旦支払うことでコンテナを

リリースする案をマニラ税関長に伺うことになった。 

10 月 1 日 上記内容を記した Almadin 氏の裏書と書類一式がマニラ税関長の部屋に

届けられた。 

10 月 13 日 マニラ税関長からセブ港税関に対し、申請内容が法的に整合しているかど

うか検討し方針を決めるよう回答があったことを確認。 

10 月 20 日 現地エージェント担当者がセブ税関長と面談、セブ市が正式な輸入許可を

取得し通関手続きに入るようにとの意向を確認。 

10 月 23 日 マニラ税関にセブ市の正式な輸入許可を申請。 

10 月 27 日 同上輸入許可取得（有効期限失効 2015 年 10 月 23 日） 

10 月 29 日 免税確定、11 月 5 日コンテナリリース決定。 

11 月 10 日 運送会社がコンテナを取り出し、11 月 11 日未明にイナヤワン衛生埋立地

に到着。 

 

<課題> 

ⅰ）当初のスケジュールとの相違 

横浜港出港： 当初計画 9 月 10 日頃→9 月 11 日ほぼ計画通り 

セブ港到着： 当初計画 9 月 25 日頃→9 月 20 日 

（台風影響を考慮し計画では海上輸送日数を長めにみていた） 

通関完了：  当初計画 9 月 30 日頃→11 月 5 日 

稼働開始：  当初計画 10 月 10 日頃→11 月 20 日 

 

ⅱ）手続きに想定以上の時間が発生した理由 

1) 荷受人変更の検討 

機材を日本から輸送する前日である 2014 年 9 月 10 日にセブ港税関責任者から荷

受人はセブ市 CCENRO/DPS ではなく輸入許可を持つ現地民間企業とするよう勧め

られたことから、現地民間企業である IPI 社に荷受人となることを打診したが断ら

れたため、当初予定していたセブ市に再度荷受人になるよう依頼した。しかしなが

ら同国において関税支払者の登録番号を持たないセブ市が荷受人となる場合、原則

First and Last Importation という、年に一度限りの荷受人としての手続きを認めると

いう制限を課せられており、セブ市は既に他案件で行使していたため、本事業の扱

いについてセブ港税関が判断できずマニラ税関に判断を仰いだ。結局、10 月 20 日

になって、セブ市が正式な輸入許可（Formal Entry）を取得してから通関手続きする

ようにとの指示がセブ港税関長から出たため、新たにセブ市による正式な輸入許可

取得も必要なり、その結果、更に通関に時間を要した。 
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2) 手続きの順番 

荷受人の決定で時間がかかり、結果的にコンテナがセブ港に到着してから通関を

依頼するための各書類を税関に提出することになったため、セブ税関としても判断

しきれなかった模様。 

 

ⅲ）今後の対処方針 

特に、フィリピン国では輸入手続きは複雑であり、また税関担当者の一存で対応が

変化してしまうといったリスクも非常に高い。また、今回の通関手続きはコンテナの

保管期間の延長などの経費が当初の予定より多く必要となった。今回のケースを参考

にフィリピンへの機材輸出に関して、手順書を作成するなどして対応していく。 

 

ⅳ）輸送業者 

他社はフィリピンに現地法人を持つ日本の輸送会社に通関手続きとフィリピン国

内輸送を委託したケースが多いようで、比較的同社内で手続きの多くが完了できた

と思われる。業者選定に関しても慎重に協議すること、過去の事例から情報を蓄積

し共有することにより今後輸送手続きでのトラブルを減らす。 

以下写真 3－1 はセブ市が今回の輸入に際し、取得した輸入許可証である。また、

今回正式に承認が下りた各種関係書類（1st Indorsement, 2nd Indorsement）を別添 1

に添付する（別添 1 内：輸入手続き）。 

 

写真 3-1  Certification of Registration 

③ 中間処理設備設置・事業運営方針 

【中間処理設備設置】 

○作業人員の確保 

本事業に必要な作業人員（10～15名）の確保の方法について、CCENRO/DPSのイナ

ヤワン衛生埋立地の管轄責任者およびその近隣でリサイクル事業を営むEVO Ventures

社の代表者に意見を求めたところ、CCENRO/DPSのイナヤワン管轄責任者より、

CCENRO/DPSを通してイナヤワン地区のバランガイキャプテンLot-Lot氏（日本の行政
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区長に相当）に人員選定を依頼することが、近隣住民との円滑な関係構築の観点から

も適切であるとの意見を受けた。その後協議の結果、結局サイト内作業に従事する作

業員は、セブ市が直接雇用し、その費用についてもセブ市が直接支払うということと

なった。これは、事業の運転資金で賄う必要性がなくなることから当社にとっても大

きなメリットがあった。当初の予定通り10～15人の雇用を考えていて、このうち10人

に関しては既に人選は済んでいるとのことであった。 

バランガイキャプテンLot-Lot氏、CCENRO/DPSイナヤワン衛生埋立地の管轄責任者

Randy氏としては、ウェストピッカーに対して ペソ/kgを支払い、廃プラスチックを買

い取るということで進める方針で、当社としては上記職員雇用をカバーしてもらえる

ということであれば、 ペソ/kgの買取であっても販売価格次第ではプラス収支になる

と想定していると説明した。 

セブ市側が3交代24時間体制でイナヤワンバランガイの警察官を配置する警備体制

を手配可能であることを確認した。 

 

○機材設置工事 

イナヤワン衛生埋立地内の事務所やサイトの整備から、機材の設置、フラフ燃料の

製造までを行った。 

        ⅰ）機材のモータープール建屋内への搬送、梱包の開封 

        ⅱ）機材の組立、工程ラインに沿っての組上げ（フォークリフト等を使用） 

        ⅲ）機材の固定化、電気類配線 

        ⅳ）試運転 

        ⅴ）廃プラスチック原料を投入してフラフ燃料を製造 

        ⅵ）コンベヤー運転スピードの調整、吹出し口（サイクロン部）の調整 

といった工程で作業を進めた。併せて、防犯・防音目的で以下の作業を進めた。 

        ⅶ）モータープール建屋外周のフェンス設置 

      また、機材据付・工事に関しては、実施した株式会社西川興業の監督のもと、現場

作業員に積極的に作業を振り分けることで作業員の建設技術習得に係るスキルアッ

プにも寄与できるよう進めた。 

 

【事業運営方針】 

○事業運営における必要事項の確認 

バランガイキャプテン Lot-Lot 氏と面談した。彼女は現地事業に対し、かなり具体的

かつ詳細なアイディアを有しており、さらに本事業後の事業継続についても積極的に

関わりたい意向を示した。ウェストピッカーについては、廃プラスチック収集に関わ

る約 600 名の人足については、CCENRO/DPS に登録させ、首から下げる登録証(ID)に

より、その他のウェストピッカーと区別をする。彼らについては、基本日当ベースで
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廃プラスチックの収集量に応じて報酬を支払う。セメント等の梱包に使用されている

50kg詰バッグ(プラスチックを編み込んで作られたもの)に回収物が約 8−10kg入るとの

説明を受けた。破砕機を設置するモータープール建屋は、バランガイの警察官に 3 交

代 24 時間態勢で警備をさせてはどうかとの提案を受けた。結果としてはこの提案を受

け入れ、Lot-Lot 氏が 3 名の警備員を雇い、3 交代制での警備を導入することとなった。 

 

○事業運営に向けた最終調整 

モータープール建屋周辺整頓、屋根修理、トイレ整備等に関する打合せを行い、 

現場への機材搬入スケジュールを伝え、到着までにサイト内の片付け、屋根穴の修理、

トイレ周辺等を行うように依頼した。フェンス修理は株式会社西川興業が設備設置工

事期間中に実施することにした。 

現場に設置する事業名を記載した看板は、デザインを当方側で検討し、CCENRO/DPS

が発注を行うことで合意した。 

CCTFI(モータープール近郊にある廃液処理企業)の Locson 社長に当方の事業内容を

説明し、フォークリフトのレンタルを依頼したところ快諾を得ることができた。当社

が実証活動の操業計画の詳細を Randy 氏と共有し、それをもとにレンタルのスケジュ

ールや期間を Randy 氏が交渉する流れとなった。 

ANILSON PACKAGING SOLUTIONS 社は TAIHEIYO CEMENT PHILIPPINES,INC.

（TCPI 社と略）より紹介された各種資材商社である。同社より ペソ/枚のプラスチッ

ク収集用サックの中古品があると事前の提案があり現物サンプルを受領した。翌日、

このサンプルを Randy 氏、Lot-Lot 氏に渡し評価を求めたところ、同様の中古品で ペ

ソ/枚で調達可能なものがあると Lot-Lot 氏からの提案があった。後日現物を確認した

結果、後者のものを使用することになった。 

 

○本実証事業の妥当性、経済性、安全性等を DENR, CCENRO/DPS 責任者と協議  

DENR Dongcoy 氏より紹介を受け DENR Whiliam 氏へ本事業について説明した。機

材の特性や廃プラスチックの収集方法については深く感心していたようであるが、採

算性の部分に関しては細かく質問を受け、今後事業収支を意識して調整する必要があ

るとアドバイスを受けた。 

DENR Dongcoy 氏、CCENRO/DPS Randy 氏とともに、事務所にて埋立地全体の地図

を使ってどのエリアから廃プラスチックを収集するか協議した。ある程度目星をつけ

た段階で、Dongcoy 氏、Randy 氏同行のもと、埋立地へ移動した。事前に用意した角

棒を用い 30～50 メートル四方のエリアを仮決めし、その範囲内で燃料となる廃プラス

チックを回収した。同様の作業を他の 4 カ所でも行い、2014 年 11 月の稼働開始時に

も行うものと同様の手順でサンプルの廃プラスチックを収集した。収集現場について

は撮影した画像を別途添付する。収集する際に水銀検査キットを用いた簡易検査を実
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施した結果、収集地の選定方法に問題点はなく、また選定地の廃プラスチックの状況

(含水量・腐食進度)も確認した限りでは燃料化には十分な質であると確認できた。 

  

処分場内収集エリア選定協議              DENR Dongcoy 氏、CCENRO Randy 氏 

(左から樋口、Dongcoy 氏、Randy 氏、小西) 

  写真 3-2 CCENRO/DPS・DENR 職員との衛生埋立地内安全性調査 

 

④ フラフ燃料製造(販路調整) 

○本実証事業で試作するフラフ燃料のセメント会社での使用 

    本実証事業で試作するフラフ燃料の使用について、TCPI 社に対し試験的使用を打診

し、承諾を得た。具体的には、同社のセメント工場の中のセメントキルンの入口（窯

尻）上部のプレヒーター下部に、フラフ燃料を投入し熱利用することになる。 

    また、もう一つの使用先候補である CEMEX/APO Cement 社に関しては、すでに同社

へのフラフ燃料の納入実績をもつ EVO Ventures 社に対し、EVO Ventures 社を通じて納

入可能かを打診したところ、承諾を得た。上記セメント会社 2 社への納入車両につい

ては、CSWMI 社の納入車両への相積みをお願いするなど、具体的な段取りについてそ

の後の現地訪問の際に折衝した結果、CRMIS 社が運搬を行うこととなった。しかし、

最終的には運搬コスト削減の観点からCEMEX/APO Cement社自身が運搬を行うことと

なった。(詳細は 4.本事業後のビジネス展開に記載) 

 

  ○フラフ燃料のセメント会社での使用を調査するため訪問 

ナガ市のCEMEX/APO Cement社以外の廃プラスチック由来燃料の潜在的販売先

としての可能性を打診するため、TCPI社を訪問。CEMEX/APO Cement社が複数のキ

ルンを所有するのに比し、TCPI社は1基を持つだけであり、燃料の品質については、

より厳しい基準を適用しているとの感触を得た。尚、水銀については、製造プロセ

ス途中でガス化し、外部に拡散する可能性が高いため、燃焼過程には持ち込まない

とのポリシーを持つ。 
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続いて14日は、Edwin氏のアレンジにより、CEMEX/APO Cement社の工場見学・

シニアスタッフとの面談が実現した。先方はマニラよりCEMEX/APO Cement社フィ

リピンのエネルギー担当の責任者であるEduardo Bernard Pons氏並びに代替燃料担当

マネージャーのRowell氏も参列し、先方からの興味も非常に高いことの証左となっ

た。工場視察、先方からのヒアリングは以下のとおりである。 

 

   ・品質について 

廃プラ燃料に求めたいのはまずは品質（低水分、低有機付着物、廃プラスチック

含有による高カロリー発生）であり、スペックとしては、現在 30％程度まで上がっ

ている含水率を 20％程度まで下げたいこと、塩素含有率は 0.5％を目標、キロ当り

のエネルギーとしては最低 5,500kcal、希望としては 6,000-6,500kcal を期待するとの

ことだったが、塩素量の基準は TCPI 社と同じ、水分量・カロリー量は TCPI 社より

やや甘いと考えられる。実際に工場内に置かれている、廃プラスチック由来燃料の

品質は、含水量が高くかつ有機物付着が激しいため異臭を放っており、当社が実証

活動中供給可能な廃プラスチック由来燃料の期待品質の優位性はかなり高いと考え

られる。（現状でも、当社製品の品質は、他社（FDR 社）のものよりも勝っている

ことを目視確認している。）。 燃料の品質確認は、CEMEX/APO Cement 社内の自

社研究所での成分分析等のチェックを定期的に行っており、当社の実証プラントか

らの廃プラスチック由来燃料のサンプルを事前にチェックしてもらうことも可能で

或る旨先方の了承を得た。これは前日まで、セブ島内において適切な成分分析調査

機関を見いだすことができず難渋していたので、朗報であった。 
 

・取扱量について 

取扱量としては、現状時間当り 1.5−2t 程度を投入しており、最大処理量 1 時間

当り 8t という投入量を考えた場合、本事業の実証活動時の産出量日量 5t は微々

たるものであるが、CEMEX/APO Cement 社は現在自社による直接の廃プラスチッ

ク由来燃料製造は考えておらず、購入先の多角化という観点から、高品質廃プラ

への興味はとても強いことを確認した。現在 2 基のキルンを稼働させており、近

い将来更に１基増やしたいとのことであった。現時点で、中間製造物であるクリ

ンカに換算後日量   t 程度製造しており、これはフィリピン国内にて最大規模で

或る旨説明を受けた（先日の TCPI 社でのヒアリングした数値と比較して約  倍

に相当する。）。当社技術者の試算では上述条件の場合、燃料で日量  t が必要

となり、代替燃料比率 70％を目指している CEMEX/APO Cement 社としては、廃

プラ燃料の需要は今後も高いと認識した。 
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   ・搬入停止期間について 

 EVO Ventures社からの廃プラスチック由来燃料の納入がしばらく止まっていた

ことは、通常の定期点検の過程で修理箇所等が発生したため、2基とも停止した

期間が長引いたことが理由であり、廃プラスチック燃由来料の品質に依拠するも

のではないと確認できた。 

 

○製品の運搬方法・製品の詳細単価 

市の意向によりEVO社に代わる販売ルートを構築すべくCRMIS社のDoDo氏にフラ

フ販売単価を確認した。 

 

 

 

 

非公開 

 

 

 

 

なお、これらの販売ルート変更については2014年3月11日のSWMBで報告がなされる

こととなった。また、Cabrera議員から、CRMIS社と当社との間でマーケティング面で

の協力に関するMOUを締結し、実証事業後はその契約内容をセブ市が引き継ぐことと

したいとの提案があり、当方からはセブ市、JICA、当社間のMOUの中にマーケティン

グは当社の役割と明記されていることから承諾した。一方、販売代金はCRMIS社から

市のSpecial Account に直接入金されるので、販売取引に関するなにかしらの契約をセ

ブ市とCRMIS社で締結すべきではと当方から提案した。 

これにより、製品の運搬に関しては、これまで EVO 社に委託することとしていたが、

以後 CRMIS 社に委託することが正式に決定した。 

 

○フラフ燃料の製造 

廃プラスチックの収集条件や、収集場所、収集時期等にバラツキがあるため、一概

に単純比較は出来ないが、廃プラスチックの受入時である程度の選別を行い、ウェス

トピッカーから買取した場合と、現地の慣例に従い単純に買取重量の 20％をカット

した金額で、自動的に買取した場合では廃プラ原料の品質に大きな差が出る。これは

予め 20％カットすると、石や食べ物、おむつ等が含まれていたためであり、買取の

際に袋をひっくり返し、対象の物のみ買取・支払う方法に変更したところ、持ち込む

ゴミの品質が良くなった。 
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2014 年 11 月の初回試運転としては、当初目安として考えていた歩留率 80％を平均

としてはやや下回る結果となった。 

 

表 3-2 初動試運転のフラフ燃料製造実績表 

2014 年 11 月 初回試運転結果（単位：kg） 

日付 投入量 製造量 廃棄 製品歩留率（%） 製造条件 

17 日 218 180 38 82.6 

既に分別回収したゴミであるため

品質が非常に良い。選別ラインには

投入せず、土間選別のみ。 

18 日 270 215 55 79.6 

バランガイから既に選別されたゴ

ミを受入れた。品質が良く、選別コ

ンベヤーを用い選別した。 

19 日 700 580 120 82.2 

ウェストピッカーによる収集物を

製品化した。受入時の計量誤差等に

より数値の信憑性はやや低く、歩留

まり率も高く出ている可能性が高

い。選別には選別コンベヤーを使用

した。 

20 日 690 510 180 71.3 

ウェストピッカーによる持ち込み 2

日目。ダンピング直後のゴミを収集

したものが多く、食物残渣の付着等

で廃棄が多く出た。またフレコン袋

の重量等含め、正確に数値を算出し

たため計量ギャップ（25kg）の発生

を確認した。要因は水分蒸発が考え

られる。 

22 日 110 90 20 81.8 

前回の品質悪化を受け、買取時に内

容チェックを実行したため歩留ま

り率は画期的に向上した。選別コン

ベヤーは使用せず、簡単な手選別の

みで対応した。今後の収集はこの手

順で行うことを決定した。 

5 日間

計 
2,188 1,575 413 78.0 

20 日受入分の品質悪化が響き、80％

を下回る結果となったが、最終日の

要領で回収することにより改善す

ると考えている。 
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また、試運転後も継続して製品製造を行っており、その後の実績は以下のとおりである。 

表 3-3 製品生産量・出荷量実績表 

日付 投入量 製造量 廃棄 歩留率 出荷量 

2014 年 11 月～

2015 年 1 月 
13,506kg 11,075kg 2,431kg 82% 5,197 kg 

2015 年 1 月～3 月 9,329kg 7,930 kg 1,399kg 85% 7,620 kg 

2015 年 3 月～6 月 5,494kg 5,000 kg 494kg 91% 6,000 kg 

2015 年 6 月～9 月 16,406kg 14,930 kg 1,476kg 91% 16,225 kg 

Total 44,735kg 38,935 kg 5,800kg Ave. 87% 35,042 kg 

  

<特記事項> 

 ●2015 年 1 月イナヤワン閉鎖を受け、他のバランガイから積み替え保管所として Lot-Lot

氏の所有する施設が活用されており、その施設でウェストピッカーがプラスチックを選

別して、当プラントへ選別済みプラスチックが持ち込まれることとなった。このプラス

チックは、産業廃棄物系の包装用プラスチックなど、非常に品質の良い原料が持ち込ま

れているため、2015 年 3 月以降は特に歩留率が非常に良くなっている。フラフ燃料の品

質については分析によると水分率、カロリーに関しては基準を十分に満たすものとなっ

ている。 

 ●表 3-3 で 2015 年 1 月～6 月の製造量が落ちている要因としては、①2015 年 1 月のイナ

ヤワン処分場の閉鎖を受けたことによる原料調達方法の調整が必要になったこと、②

2015 年 5 月に CEMEX/APO Cement 社のボイラーが故障し、製品の出荷が滞るといった事

態が起こった結果、在庫過多に陥り製品の製造量も調整せざるを得ない形となったこと、

③CEMEX/APO Cement 社との製品の買取価格・運搬方法に係る契約締結に時間がかかっ

たこと、が挙げられる。2015 年 7 月以降は上記課題が解決され、製品出荷の見通しが立

ったことで通常通り製造することが可能となった。 

 

⑤ カウンターパート本邦受入活動 

セブ市を相手国実施機関として同時期に普及・実証事業を行っている他社との合同実

施を検討し、2014 年 11 月の実施に向け調整を進めていたが、事業の進捗の遅れから同時

期での開催を断念した。 

その後、セブ市と都市間連携を行っている横浜市の Y-PORT センター発足式への出席

を見込んで、2015 年 5 月 24 日～30 日に本邦受入活動を行った。行程の概略は以下のと

おりである。
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日付 旅程 場所 備考 

5/24
（日) 

PM 
19:00～22:00 

横浜到着、ホテルチェックイン 成田空港→横浜 移動 

5/25 
（月） 

AM 
10:00～12:00 

1. 萬世リサイクルシステムズ(株) 
歓迎ミーティング 

萬世リサイクルシステムズ（株） 
本社（横浜市金沢区鳥浜町) 

工場見学、固形廃棄物処理研修 
※インドネシア バタム市 7 名と合同見学会 

PM 
15:00～16:00 

2. 横浜市 Y-PORT センター 横浜市役所 Y-PORT センター Y-PORT センター発足式に同席 

5/26 
（火） 

AM 
10:00～12:00 

1. 横浜市埋立処分場見学 南本牧埋立処分場 
横浜市焼却炉からの焼却灰の埋立 
※インドネシア バタム市 7 名と合同見学会 

PM 
14:00～16:00 

2. 横浜市焼却炉見学 横浜市資源循環局鶴見清掃工場 
横浜市焼却炉 
※インドネシア バタム市 7 名と合同見学会 

5/27 
（水） 

AM 
10:00～12:00 

１. 民間リサイクル施設見学 
1. 一般廃棄物プラスチックのマテリアル

リサイクル工場（JFE 環境、川崎） 

実際に品目ごとのリサイクルを調査 

PM 
13:00～17:00 

2. 民間リサイクル施設見学 

3. 一般廃棄物プラスチックの一次選別

施設（JFE 環境、横浜市からの委託） 
4. 産業廃棄物焼却炉（JFE 環境、横浜市） 
5. 蛍光灯リサイクル工場（JFE 環境、横

浜市） 

5/28 
（木） 

AM 
10:00～12:00 

1．東京都の埋立処分場跡地、焼却

炉 
夢の島公園、新江東清掃工場 

埋立処分場跡地利用のモデルおよび焼却炉導入の

経緯調査 

 
PM 

14:00～15:00 
2．大丸東京 東京駅 発泡スチロールの減容化機器の稼働現場視察 

5/29 
（金） 

AM 
10:00～12:00 

1. 生分解性廃棄物の飼料化プラン

ト 
（株）アルフォ（東京都大田区城南島） 

食品工場、コンビニ等からの生分解性廃棄物のリサ

イクルを学ぶ 

 
PM 

17:00～18:00 
2. 本邦受入活動振り返り JICA 本部会議室 本邦受入活動を通しての振り返り 

5/30 
（土） 

PM セブに向け帰国 横浜→成田空港 移動 

表 3-4 本邦受入活動スケジュール 
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また、事前に各スケジュールに対してのアンケートを作成し、来日者の満足度や学習

度を図った。アンケート結果等については、「添付資料 7：本邦受入活動報告書に記

載するが、特筆すべき項目として以下の感想・意見を抜粋する。 

 

<特記事項> 

●焼却施設への意識の変化 

 下記、アンケートの結果からも、セブ市での焼却施設の導入に関して前向きになっ

たことが見て取れる。これは大きな前進であり、これまで焼却処理を行っていなかっ

たフィリピンにおいても焼却を含めた廃棄物管理が実現する可能性が覗えるようにな

った。 

 

●アンケート回答項目 

Q1. 本プログラムの総合評価を教えてください（5段階評価） 

Q2. プログラムの実施時間の長さは適切でしたか（5段階評価） 

Q3. プログラムの進行速度は適切でしたか（5段階評価） 

Q4. プログラム資料の分量は適切でしたか（5段階評価） 

Q5. プログラム資料は分かり易かったか（5段階評価） 

Q6. プログラムの説明は分かり易かったか（5段階評価） 

 

 ・横浜市資源循環局鶴見清掃工場訪問時アンケートより抜粋 

 

コメント 

●ゴミの焼却プロセスとゴミの移転方法に対し

て非常に参考になった。 

●セブでは、焼却施設に対するニーズが高い。焼

却施設でエネルギーを生み出すことができると

いう点で、セブ市住民が月々に支払う高い電気代

に対する問題解決の糸口になると考えた。つま

り、焼却施設で生産されたエネルギーを電力に変

えることで、電力供給量が増え、相対的な電力コ

ストが低減していくので、電力不足解消につなが

ると考えた。 

＜平均値＞ 

Q1. ＝5.000 

Q2. ＝4.714 

Q3. ＝4.857 

 

Q4. ＝4.857 

Q5. ＝4.857 

Q6. ＝5.000 

    

 

 

 

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5

6
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・東京都新江東清掃工場および夢の島公園訪問時アンケートより抜粋 

 

コメント 

●東京 23 区が協調して、廃棄物問題に取り組

んでいる姿を確認することが出来た。また、エ

ネルギーに変える技術や、廃棄物問題に関する

啓発活動の取り組みに関しては、とても参考に

なった。 

●以前埋立地だったところが、公園になってい

ることに驚いた。また、埋立地から公園になっ

た経緯に関しても勉強になった。 

●どのようにして東京 23 区が拠出、あるいは

助成金で廃棄物処理に係る費用を補てんされ

ているかということが勉強になった。 

＜平均値＞ 

Q1. ＝4.833 

Q2. ＝5 

Q3. ＝5 

 

Q4. ＝5 

Q5. ＝5 

Q6. ＝5 

 

  
         横浜エコクリーン訪問          横浜市によるプレゼン 

写真 3-3 本邦受入活動の様子 

 

●家庭からの分別回収制度の講義 

 横浜市資源循環局局員から、横浜市で実施されている「横浜 3R 夢」の取組みと、家

庭からの分別回収制度についてプレゼンを行っていただく機会があった。今後、セブ

市でも家庭からの分別回収制度の導入を検討しているため、熱心に質問を行う姿も見

て取れた。曜日ごとに品目を決めて回収する仕組みはセブ市でもそのまま導入できる

と考えられ、今後も当社としても分別回収制度の導入に向けアドバイスを行っていき

たいと考えている。また、排出元が処理業者へ支払う処理委託費といった制度に関し

てもとても興味を引いた様子で、セブ市では市自身が処理業者へ Tipping Fee を支払っ

ている現状を照らし合わせ、今後のセブ市での廃棄物管理体制について真剣に考えて

いる様子であった。 

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5

6
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⑥ 普及活動 

○現場視察対応 

本事業において、報告会を複数回行い、バランガイや市民レベルへ分別回収の重要

性等を説明し、リサイクルの仕組みについて整理し、既存のリサイクル業者やバラン

ガイ等とも連携することで、家庭やショッピングモールからの分別回収のリサイクル

ルートを整備した。これにより、廃棄物の減量並びに化石燃料使用削減が可能となる。

セブ市およびセブ近隣市においてフラフ燃料製造の可能性のある潜在的なサイトの発

掘や市場規模の具体的な把握、現地パートナーへの提案・広報活動を実施した。ビサ

ヤ語での資料を作成し、言語の問題を超えて普及活動を行うとともに、積極的に中間

処理施設での視察を受け入れる体制を整備している。 

また、2014 年 11 月の機材テスト運転時には、既にラマ市長自らによる視察受入れ

を行い、また他地域のバランガイキャプテンも現場を訪れ、本事業の概要説明を行う

とともに他地域への展開について協議を行った。この協議では、具体的な内容まで詰

めることはできていないが、同氏はコンポスティングに興味があり、その過程で分別

作業も必要となってくるため、本事業には強い関心があるとのことであった。 

 
写真 3-4  他地域のバランガイキャプテンへの事業説明 

 

○機材稼働報告会の実施 

 機材の据え付け、試運転が完了したため、2015 年 2 月 3 日に現地関係者（JICA、セ

ブ市、民間企業）を招いた機材稼働報告会を実施した。報告会は 2 部に分けて実施し、

午前中は現場にて機材の稼働状況を披露し、午後は会場を設置し事業説明・プレゼン

を主とする場を設けた。報告会には約 100 名の参加があり、本事業に対する注目度の

高さがうかがえるものとなった。 

イナヤワン地域以外のバランガイから、自身が所管している地域でも同様の事業を

行うことが可能かといった質問が寄せられたり、CEMEX/APO Cement 社からは規模を

拡大し、商業規模の施設の導入を考えたいといった意見があるなど、今後のビジネス
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展開を考える上でも非常に重要な機会となった。 

更に、本事業の公共性に注目した部分では、大学生のセブ留学の斡旋を行っている

関係者から現場訪問をしたいと申し入れがあった点や、セブ日本人会としても留学生

を現場に同行させ廃棄物処理のあり方等について学びたいといった問い合わせがあり、

普及活動面からみても十分な成果がうかがえた。 

    
       テープカットの様子           報告会(午後) 

写真 3-5 報告会の様子 

   これらの様子は、現地メディアにも取り上げられ、現地の新聞に記事として掲載さ

れた。今後の展望としては、市民レベルでの分別回収の実施を考えていることもあり、

普及活動を積極的に行うことで、セブ市全体の廃棄物管理への意識付けにつながった

と考える。 

 

○最終報告会の実施 

2015 年 9 月 22 日には各バランガイ関係者やセブ市関係者約 100 名に対し、分別回

収の必要性と協力の要請、フラフ燃料化設備設置への動き・具体案の説明を行った。

Ponce 氏からは本事業の契約当初から現在に至るまでの大まかな流れについて説明が

あった後、Cabrera 氏からは、先般の本邦研修の内容についてプレゼンを行ってもらい、

日本の現状を参考に本事業が進行していることを説明していただいた。 

本報告会についても、現地メディアに取り上げられる結果となった。また、各バラ

ンガイ関係者へ家庭レベルでの分別の必要性について訴えることができた点でも大き

な成果となった。 

また、事業化の概要と事業化した際のセブ市のメリット等についてまとめたプレゼ

ンを行った。（別添 6：2015 年最終報告会プレゼン資料）セブ市に対する具体的なメ

リットについて現在支払っている処理委託費を     ペソ/t から     ペソ/t に削減で

きることを提案し、構想段階ではあるがセブ市内 2 か所北部・南部に「Transfer 

Station/MRF」を設置することで、運搬効率の向上とそれによる CO2 の削減、また交通

量の減少による渋滞の緩和など様々な副次的な効果が見込まれることを説明した。 

その結果、CEMEX/APO Cement 社、セブ市、当社で商業規模の設備導入にかかる F/S
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実施のための MOU を締結するための協議を進めており、2015 年 11 月現在最終調整を

行っている。 

 
図 3-2：最終報告会プログラム 

 

⑦ 事業後のビジネス展開 

○ビジネス展開可能性の調査 

廃プラスチックの選別過程の向上によっては、廃プラスチックを素材とするマテリ

アルリサイクルの道も開けると考える。イナヤワンバランガイキャプテンを始めとし

てマテリアルリサイクルに対する要望は強く、将来的ビジネス展開の選択肢として挙

げておきたい。 

また、今回の試運転の最中に、セブ市の北部山側に属するバランガイ(Agsungot)のキャ

プテンがサイトを訪れ、有機系廃棄物の処理とその有効利用について高いニーズがあ

ることを示された。本事業と直接関係のあるものではないが、廃棄物の有効利用に対

するポテンシャルニーズが高いことを再確認した。 

 

○CEMEX/APO Cement 社への商業規模設備導入に関する打合せ 

お披露目会を開催した際にプラントで製造した製品を見たことがきっかけで、

CEMEX/APO Cement 社から商業規模で同様のプラントを建設して事業展開できない

かといった話も出てきており、協議を進めている。現在、焦点となっているのはⅠ．

価格調整、Ⅱ．実施体制、Ⅲ．原料調達方法で、現在も以下のように協議を進めてい

る。 

Ⅰ．価格調整 

当社・セブ市からは、人件費、電気代等の諸経費に加え、運搬コストまでを含めた製

造原価をもとに、事業の採算性を確保できる買取価格を実現できるよう交渉を行って

いる。この事業は、セブでは初めての事業となるため、ここでの価格が今後同様の事
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業を行う場合の基準となってしまうため、慎重に協議を進める必要があると考えてい

る。 

 

Ⅱ．実施体制 

新規に導入する設備は、CEMEX/APO Cement 社の敷地内に設置する予定である。また、

同社・セブ市・当社の役割の線引きも詳細に決める必要があると考えている。例えば、

セブ市は原料の調達～CEMEX/APO Cement 社へ運搬し、CEMEX/APO Cement 社は原

料の買取～製品製造・自社使用まで、当社は全体の運営管理を行うといった体制を考

えている。 

Ⅲ．原料調達方法 

事業化する上で原料の調達方法については、現在のスキームと同様でよいのかといっ

た部分でセブ市と協議する必要があると考えている。現在は、バランガイキャプテン

Lot-Lot 氏の所有する施設で一次選別を行い、選別済みの廃プラスチックを実証プラン

トへ持ち込むといった方法で原料調達を行っているのだが、この間 Lot-Lot 氏へセブ市

から費用は支払われていない。今後、原料の選別量は必然的に多くなると考えられる

ため、処理委託費の支払いの必要性や、廃棄物を持ち込む業者から処理費を徴収する

仕組みづくりについても並行して進める必要がある。 

 

⑧ 環境社会配慮対策 

○事前調査 

CCENRO/DPS 関係者へのヒアリング及び現地住民を代表するバランガイキャプテ

ン等のステークホルダーと面談を実施したところ、中間処理施設で働く現場作業員は、

バランガイキャプテンが人員を選定した方が地域内での不公平感が無くなり、利害対

立を引き起こさない等の貴重なコメントがあり早速本事業に反映させることにした。 

国内作業においては関係する法制度について精査を行うとともに、騒音についての

対策等を機材メーカーと相談を行った。具体的には、機材から発生する騒音について

は、試運転の際に騒音測定を行い日本の基準と比較した上で必要に応じては対策を施

すこと、排気管へは布を設置して粉じんの排出を防ぐこと等を協議した。 

 

○CCENRO/DPS の所属する SWMB に参加 

 ウェストピッカー活用についてセブ市議会 Cabrela 議員（SWMB 委員長）、Randy

氏、Lot-Lot 氏の 3 名でサブコミッティが結成され、安全に配慮した効率的な人材活用

について今後協議する。実証プラントで必要な環境に関する許認可について、DENR

職員で同委員会メンバーの Dongcoy 氏と以下のとおり確認した。 

 →環境アセスメント報告書(EIA)に準ずる EIS(Environmental Impact Statement)に基づく

ECC(Environmental Compliance Certificate)はイナヤワン埋立地が既にECCを取得済み
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であり、本事業はその範疇において追加的な活動を行うものである。但し、EIS シス

テムの対象外であることの証しであるCNC(Certificate of Non-Coverage)をDENRより

取得することが必要であることが判明したので、CNC 申請に精通した同委員会メン

バーの Dinampo 氏（セブ気候変動協会代表）が当社の代理で申請を行い、2015 年 3

月に取得した。 

 

○SWMB に参加し環境社会配慮について確認 

     SWMB の開始前に、個別に時間を取り、Cabrera 議員、Randy 氏、Ponce 弁護士との

協議内容を反映させた最新版のストラクチャーチャートを用い、全体の流れ（資金、

人員、製造物（フラフ燃料）の流れ等）を説明した。従前に比べ、バランガイキャプ

テンである Lot-Lot 氏の関わりがやや限定される形となったが、同氏はこの流れを理

解、快諾した。SWMB の場に於いても、上記チャートをベースに説明、全員の了解を

得た。一方、別途 SWMB 開始前に JICA 本部より、水銀問題に対する正式コメントと

我々への指示の文書を入手した。概略は以下のとおりである。 

 本事業の事業地であるイナヤワン衛生埋立地からの水銀検出が記載された報告

書「Fate and Transport of Mercury in the Inayawan Landfill, Cebu City Philippines」がセ

ブ市の支援を得て現地調査団より提出された。同報告書で記載されている検出され

た水銀濃度は、日本の基準・規制では、底は腐食防止加工したコンクリートで囲い、

上は蓋をしてさらに屋根で覆うという厳重管理が必要な遮断型処分場にしなければ

いけないレベルであるため、JICAの指示に基づきイナヤワン埋立地から直接収集す

るのではなく、他の方法での廃プラスチック取集方法を検討することとした。 

SWMBの場に於いて、当社より上記変更依頼の概略を説明した。この時点で検討

していたフラフ燃料製造方法での事業継続には大きな困難性を伴うものの、別途水

銀検証を行う等（DENRによる検証等を検討）の対応を図りつつ、引き続き現在の

方法での事業を遂行したい旨、委員会出席全員が賛同した。 

 

○環境社会配慮に関する調査 

横浜市資源循環局と水銀等有害物質への横浜市の対応策について協議した結果、セ

ブ市との協議に向けた有害物質の分析・管理フロー（イナヤワン衛生埋立地内から廃

プラスチックの収集箇所選定方法やサンプリング方法、分析頻度・対象項目など）を

作成しセブ市固形廃棄物委員会にて承認を得るプロセスを検討することとなった。 

 

○SWMB にて有害物質検査に関する検査方針の説明 

   JICA フィリピン事務所担当者の立ち合いのもと、SWMB にて、廃プラスチック収集

地点での有害物質検査を行う手順と廃プラスチック燃料製造までの工程について資料

（図 3-2  フラフ燃料製造過程における廃プラスチック/サンプルの収集と化学分析 
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(英文)）を用い説明した。 

  【要点】 

上段フロー図：有害物質検査対象物の収集場所の選定方法として、目視で 10 メートル

四方の A～E の埋立地内 5 箇所を選定し、さらに各箇所内 4 か所（計 20 サンプ

ル）からサンプルを採取し検査する。 

  中段表： 検査の詳細としては、①衛生埋立地から採集したサンプル（計 20 サンプル）

についての簡易水銀検査、②計 20 サンプルについて水銀、鉛、カドミウム、ヒ

素について化学分析、③ウェストピッカーによる回収物の簡易水銀検査、④製品

の成分分析（水分率、カロリー、配分）と重金属検査（水銀、鉛、カドミウム、

ヒ素）に分けられ、対象物・検査内容ごとに検査スケジュールを作成している。

①、②については稼働開始時、半年経過時に検査を実施する予定である。③、④

については毎月設備の稼働を行うたびに検査を実施する予定である。 

  下段：簡易水銀検査で用いる簡易検査キットの説明 
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図 3-3  フラフ燃料製造過程における廃プラスチック/サンプルの収集と化学分析 (英文)

Updated on
Mansei Recycle Systems Co. Ltd

Carbon Free Consulting Co. Ltd

１．〈Basic approach for waste plastic collection and determining collection areas〉

　a）collect waste plastic from the surface area
　b）collect 'new' waste plastic that has been recently dumped

２．〈Sample collection and chemical analysis flow〉

 　１）Determining collection areas ２）Collecting waste plastic ３）Accepting waste plastic ４）Manufacturing of fluff plastic fuel ５）Chemical Analysis of fluff plastic fuel
　　 at the facility

３．Expected Analysis Schedule (assumes 14month project period)

Start-up month 2 to 6 month 7 to 12 month 13-14 Total
① Landfill site： simple testing Mercury At start-up, then 6 months later ・Retain flexibility in sampling area and frequency based on ongoing discussion with DPS、DENR

・Assumes 5 sampling zones times 4 sampling points each (total 20 sampling points)
・DPS、DENR oversees sample collection, FAST Laboratories conducts simple testing

Start-up month 2 to 6 month 7 to 12 month 13-14 Total
②Landfill site： full analysis Mercury At start-up, then 6 months later 20 20 40 ・Assumes 5 sampling zones times 4 sampling points each (total 20 sampling points)

Lead 5 5 10 ・Assumes 5 sampling zones times 1 sampling points each (total 5 sampling points)
Cadmium 5 5 10 ・Assumes 5 sampling zones times 1 sampling points each (total 5 sampling points)
Arsenic 5 5 10 ・Assumes 5 sampling zones times 1 sampling points each (total 5 sampling points)

35 35 70

Start-up month 2 to 6 month 7 to 12 month 13-14 Total
③Raw material (plastic waste) Mercury Weekly ・Randomly select soft plastic waste (shopping bags, sachets, styrofoam etc) collected at the facility
　：simple testing 　and deliver to FAST Laboratories for simple testing

Start-up month 2 to 6 month 7 to 12 month 13-14 Total
④Product (plastic fluff fuel) Moisture Weekly in first month 5 5 6 2 18 ・Analysis performed by FAST Laboratories（calorific value analysis performed by Mechanical Engineering
　： full analysis Chlorine Monthly thereafter 5 5 6 2 18 　Department, University of San Carlos, chlorine analysis performed by Nichiyu Techno Co., Ltd.)

Ash Content 5 5 6 2 18   to check compliance with cement company standards
Calorific Value 5 5 6 2 18 ・Analysis frequency and target data will be reviewed and ammended depending on initial results
Mercury Weekly in first month 5 1 2 1 9 ・Analysis performed by FAST Laboratories
Lead Every theree months thereafter 5 1 2 1 9
Cadmium 5 1 2 1 9
Arsenic 5 1 2 1 9

40 24 32 12 108

Start-up month 2 to 6 month 7 to 12 month 13-14 Total
Mercury simple testing 25 25 50 10 110
Full excluding Calorific 70 19 61 10 160
analysis Calorific Value 5 5 6 2 18

100 49 117 22 288

４．Testing kit for simple testing of mercury

・Can test in approximately 10 minutes
・Testing does not require power / heat
・Can measure mercury content of 0.005～0.04mg/l
・Chemicals required for testing
　①Copper(II) sulfide pentahydrate CuSO4 5H2O (0.2% aqueous solution）
　②Tin(II) chloride dihydrate SnCl2 2H2O
　③Sulfuric acid H2SO4 (2.45% aqueous solution)

Total

Number of samples

25 30 10

Number of samples

Target Data

Analysis Objective Target Data

Target Data

Number of samples

Number of samples

5

Analysis Objective

40

Analysis Objective
Number of samples

Target Data

Target Data

Analysis Objective

2014/12/26

Test Frequency

Test Frequency

Test Frequency

Test Frequency

Note

Note

Note

Note

70

20 20

Discuss with DPS、DENR regarding the collection area and 
collect 
samples under oversight from SWMB / DENR

① Collect samples and deliver to FAST Laboratories for 
simple mercury testing. Results to be available next day.

②FAST Laboratories to also perform full analysis of 
mercury, lead, cadmium and arsenic

③ Randomly select samples from the waste 
plastic brought in to the facility and deliver 

to FAST Laboratories for simple mercury 
testing. Results to be available next day

Area unsuitable for waste collection

Surface area where 
waste is to
be collected

Example of waste plastic to be collected

※ DPS provides guidance to waste-pickers on the designated areas for waste collection.

ID Cards are issued to waste-pickers to ensure proper identification 
of 'qualified' waste-pickers.

Quality Control:

Check to ensure 
quality of waste 
plastic is 
acceptable before 
purchase / 
payment to 
waste-pickers

Manual Sorting Machine shredding

※Facility workers will be provided with training for machinery operation, safety standards

and the use of protective gear on an ongoing basis throughout the project period.

Also, the facility manager to address the facility workers every morning before operation

regarding safety precautions and also check the appropriate use of protective gear.

Residual waste

Back to landfill

Waste plastic / sample collection and chemical analysis flow for the fluff plastic fuel manufacturing process

Sale to cement
companies

④ Sample of manufactured fluff fuel to be 
analysed by FAST Laboratories, University of San 

Carlos and Nichiyu Techno on a periodic basis

（Moisture, chlorine, ash content, calorific value, 

mercury, lead, cadmium, arsenic）

＜Items to be exluded by manual sorting＞

・PVC type plastic

・Concrete

・Glass

・Organic residue

・Steel, aluminum and other metals

・Rubber
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水銀以外の有害廃棄物に関しても併せて検査を行い、ウェストピッカーの稼働域を選

定した。これらの内容について、SWMB メンバーの満場一致で承認を得ることができた

ため、JICA、セブ市、当方との間で、SWMB 開催前に決定済み手順に従って承認を行っ

た後、フラフ燃料製造装置の導入へと進むことがほぼ確実となった。今回提案した手法

がセブ固形廃棄物管理委員会で可決され、議事録を纏めたものをセブ市が JICA へ提出。

JICA が内容の確認を行い承認し、文書をもって３者合意が成された。これにより、本事

業期間中は、上記のフローに沿った検査を実施し進捗については、都度 JICA・SWMB に

報告することとなった。 

 

   

図 3-4 SWMB 議事録 

 

○成分分析委託先訪問 

DENR の認定機関である FAST Labo.を訪問し、先方の研究員の前で水銀測定キット

の取り扱いについて実際の器具を用い、取扱い説明書に沿って実演した。測定の工程

で必要な用薬・溶液は FAST Labo.で用意できることを確認した。また、水銀以外の重

金属類（鉛、ヒ素、亜鉛）の分析についても確認したところ、サンプルの量や形状に

ついて確認したところ、サンプルは 1 回の調査に 200ｇ必要で、1 ㎝角程度まで破砕し

てほしいとの要望を受けた為、小型破砕機の導入など対応策を準備する必要があるこ

とが明らかとなった。後日、面談時に用意できなかった資料(英訳手順や溶液の使用量

等)を担当者のMichelle氏に送付・確認の後、FAST Labo.より見積書の提出を受けた後、

契約締結した。これにより、FAST Labo.へは水分率と灰分、水銀に加え、鉛、ヒ素、

カドミウムについて成分分析を委託することになった。 
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サンカルロス大学の工学部を訪問し、熱量測定のみを依頼したい意向を伝え、金額

面は１検体あたり    ペソで合意できた。調査回数についても了承を得た。測定器の

見学を行い、どのような工程で測定が行われるのか確認した。（今回利用する機器は

Bomb 熱量計で、サンプル 1g を燃焼させ発生した熱量を測定することで保有カロリー

を算出するものである。） 

 

○簡易水銀検査キットを用いた水銀検査実験 

収集予定地にて廃プラスチックを収集し、小分けしたものを市販のミキサーを用い

細かく粉砕し、サンプルを作成した。それらを FAST Labo.に持ち込み、7 月の現地作

業時に持ち込んだテストキットを利用した簡易水銀テストを実行した。試験管にエリ

ア名と番号を振り、それぞれのエリアについて検査を行った結果、水銀は検出されな

かった。並行して、水銀を混ぜ込んだ溶液を作成し同様の手順で検査した結果、しっ

かりと水銀が検出されたことから、今回廃プラスチック収集を行ったエリアの表層部

には水銀は存在しないことが確認された。後日、同サンプルの一部を日本へ持ち帰り、

当社の日本での事業で製品分析を委託している株式会社ニチユ・テクノへ化学分析を

依頼した。分析の結果、日本の基準である「特定有害物質の種類と土壌の汚染状態に

関する基準及び地価水準値」を下回る結果となったことから、今回収集したサンプル

からは水銀はほぼ検出されないことが判明した。検査結果については、別添 2-2：「FAST

分析 3 月」、「2-3：ニチユ分析 11 月」に添付したとおりであり、(報告書内には左記

2 期分を抜粋して記載)水銀以外の重金属類の検査結果については以下のようにまとめ

られる。 

 

   表 3-5：重金属類分析結果 

測定対象 3 月分析(F.A.S.T.) 11 月分析(ニチユ) 結果 

水銀 測定限界値以下 

(0.05ppm 以下) 

測定限界値以下 

(0.05ppm 以下) 

測定限界値以下で、事業運営

上影響はほとんどない。 

ヒ素 測定限界値以下 

(0.50ppm 以下) 

測定限界値以下 

(0.21ppm) 

測定限界値以下で、事業運営

上影響はほとんどない。 

カドミウム 測定限界値以下 

(0.10ppm 以下) 

－ 測定限界値以下で、事業運営

上影響はほとんどない。 
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○水銀検査キットを用いた簡易検査と塩素分析委託先の変更 

FAST Labo.において、2014 年 8 月の現地作業で行った水銀検査キットを用いた簡易

検査結果を表す検知管を回収し、その後株式会社ニチユ・テクノで行った重金属分析

値を含め、結果を確認した。現物の画像については以下のとおりであるが、試験管内

が無色で青いゲージが鮮明に出る場合は、水銀が検知されていないことを示す。試験

管が水銀を感知することを確認するために、比較対象用として水銀を意図的に混ぜた

水を検査した一番上の検体はやや黄ばみが有り水銀が検知されたことを示している。 

 
写真 3-6 簡易検査キットによる水銀検査結果 

 

2014 年 9 月 10 日開催の SWMB において、準備状況の進捗報告と重金属類の分析に

関して 8 月の現地作業時に行った簡易水銀検査の結果を報告した。また、塩素分析に

関しては FAST Labo.ではなく日本の株式会社ニチユ・テクノに依頼することの承認を

得た。 

 

○成分分析フローチャートに基づく検査 

11 月の試運転に先立ち、1 回目の廃プラスチックのサンプル採集を行った。下記

に示す A-E の 5 地点において、それぞれ 4 検体を収集し、検査に持ち込んだ。尚、

当日は DENR の担当者の帯同が困難だったため、CCENRO/DPS の Randy 氏の補佐

役である Edgar 氏に同行してもらい、ウェストピッカーでもある現場作業員の一人

に先導してもらう形で、5 箇所の収集予定地を選定してもらった。 
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図 3-5 イナヤワン平面図 

上図表の A～E の各ポイントで表層部から 4 検体を採集し、計 20 検体の採集を行っ

た。A 側が入口付近で、E に向かうほど衛生埋立地の奥へ進むような形となるのだが、

E へ向かうほどプラスチックは雨に洗われているため良質で、燃料に向いているもの

であるが、現実的にはトラックが新たなゴミをダンプし易い A または B 地区でウェス

トピッカーがゴミ収集を積極的に行っていることが確認できた。 

 

 
写真 3-7 ダンピングの様子 

A 

B 

C 

D 

E 
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   【水銀検査結果、その他重金属類分析結果】 

     上述した 20 検体を FAST Labo.に持ち込み、簡易検査キットを用いた水銀検査を依

頼した。実施した水銀検査結果に関しては、「別添２：2014 年 11 月実施水銀検査結

果」に掲載するが、結果としては 20 検体すべてから水銀は検出されなかった。これ

により、イナヤワン衛生埋立地から廃プラスチックを収集するウェストピッカーへ

の水銀による健康被害はないことが確認された。プラント稼働開始から半年後に再

度同様の検査を行い安全性を確かめる。また、水銀を含む重金属類の検査結果に関

しては、以下の表のとおりである。 

 

表 3-6 重金属類検査結果(2014年 11 月渡航時収集サンプル) 

 

 

   ○原料調達方法の変更に伴う水銀検査方法の変更 

    2015 年 1 月 15 日、Rama 市長の命により、イナヤワン衛生埋立地への新規の廃棄

物の持ち込みが全面的に禁止された。これにより、埋立地で生計を立てていたウェス

トピッカーの減少、新規ゴミの搬入の低下が起き、ウェストピッカーによって埋立地

表層部から廃プラスチックを収集するといった方法で事業を続けることが難しくな

った。また、当事業だけでなく、これまでイナヤワン衛生埋立地で積み替え保管を行

っていた業者は、山間部の民間埋立地であるコンソラシオンへの持ち込みが余儀なく

され、打撃を受けた。このことを受け、イナヤワン衛生埋立地近郊でバランガイキャ

プテン Lot-Lot 氏が運営していた有価物の選別施設にて一時これら業者の廃棄物を受

け入れることとなり、同施設での廃棄物処理量が増加したことで、ウェストピッカー
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の雇用も行うこととなった。この状況を受け、Lot-Lot 氏との協議後、同氏の所有する

施設で廃プラスチックについても選別を行ってもらい、実証プラントには原料として

持ち込んでもらう体制を確保した。 

    以上のように、廃プラスチックの収集方法が大きく変化し、イナヤワン衛生埋立て

処分場からの直接的な原料調達は行わないこととなったため、原料受入時の水銀検査

工程は省くこととした。ただし、製品出荷時の重金属類分析は継続して行うことで、

万が一水銀等重金属が混入している可能性についても検査を行うこととした。 

    

    ○騒音測定 

2014 年 11 月の機材設置の際、工事前と工事中の騒音を測定した。 

モータープール建屋内の 4 箇所並びに、外側（外周道路沿い）の計 5 箇所で計測を

行った。工事による付加的な騒音による増加率は平均 6％程度であり、近隣に対し

ての影響は限定的であることが検証された。 

更に、機材設置後、実際の廃プラスチック原料を投入する前の所謂無負荷運転を行

い、これの騒音も上記と同じ 5 箇所で測定した。機材からの距離、敷地の内外で大

きな差が出たが、75〜94db となった。(別添 3: 2014 年 11 月実施騒音騒音測定の様

子と結果）フェンス設置前の測定値であるため、今後フェンスの外での騒音値を測

定し対策を検討する。日本の基準より高い数値が出た場合は、フェンスの内側に防

音シートを設置する等の対策を施す。 

 

【測定場所】 敷地の 4 端＋入口の 4 か所で測定。以下測定地点図を添付。 

 

 

図 3-6 モータープール平面図 

 

B C 

D 

E 

A 入口 

道路 
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【測定回数】 

機材設置前と機材設置工事中の 3 回、A～E の 5 地点で測定した。 

 

【測定結果まとめ】 

測定結果は以下の表のとおりである。 

表 3-7 測定結果まとめ                            （※単位 db） 

 1回目(工事前) 2回目(工事中) 3回目(運転中)  

A 54.0 53.8 78.9 
B 53.4 51.5 83.2 
C 51.5 55.2 85.5 
D 48.2 54.5 94.1 
E 55.3 53.7 74.9 

平均 52.0 53.0 83.0 
                                                          

尚、実際の騒音は、破砕機を運転した際に発生する回転破砕音と、ブロアーによる送

風音が大きい。このレベルは、神奈川県が定める騒音基準（表 3－3  神奈川県知事が

定める騒音の規制基準）を上回るものであるが、最終衛生処分場という立地を考えた

場合も考慮し、周辺地域に与える影響等検証した。2015 年１月の試運転の際に、現地

にて作業員並びに、周辺住民に対し、機材稼働に関わる騒音について聞き取り調査を

行ったが、騒音に関する苦情等の問題は見受けられなかった。 

 



 

65 
  

 
  （出典： 神奈川県 HP） 

⑨ 安全衛生管理 

CCENRO/DPS が採用したプラント作業員に対し、工程の説明、作業方法、ウェスト

ピッカーからの廃プラスチックの受入れについての留意点等、実証活動に先立つセミ

ナーを行った。2014 年 11 月 17 日から 22 日までの第一回試運転の間、毎朝 8 時半から

の朝会と夕方 5 時の終会並びに作業中も適宜ミーティングを行い、上記の点を再度周

知徹底した。 

CCENRO/DPS、並びにプラント作業員の責任者からウェストピッカーに対し、廃プ

ラスチック収集の場所、方法等の説明を行った。ウェストピッカーには、ビブス（ゼ

ッケン）と収集袋を配布する。プラント作業者には、認識のための制服を配布し着用

してもらうことにした。 

プラント作業者に対し、当社の技術者が収集方法や収集対象物・禁忌品の区別につい

てや、廃プラスチックの選別方法、機材操作方法についてサインボード等で周知徹底を

図った。マスク、手袋の装着等の基本的な安全衛生管理対策については直接指導した。

作業従事者が分かりやすいように英語、ビサヤ語の 2 タイプの作業マニュアルを作成し

た。 

2015 年 4 月、作業現場での安全対策について再度見直すため、安全対策講習会を現場

にて執り行った。既に、現場作業のほとんどを作業員に一任し、継続的な製品の生産を

行っており、作業を通じて注意が必要だと感じる点や、原料の性質や形状により発生す

る危険性等の洗い出しを行い、それぞれの項目に対し対策を考えることで、注意喚起を

表 3-8   神奈川県知事が定める騒音の規制基準 
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行った。 

以下、対策が必要な項目である。 

・投入物の形状 

 産業廃棄物系の廃棄物の中に一部長い(10 メートル程度)フィルム状のものが混入し

ている。これを破砕機に投入する際、破砕機に巻きこまれる瞬間に手や体を持ってい

かれてしまう可能性があるため、これらのものを投入する際は、細かく裁断してから

の投入が必要である。 

・一時停止 

 破砕機を稼働している際、破砕機やコンベヤーに原料が詰まり運転がストップする

場合がある。その際、除去作業を行うのだが、機材の電源を落とさずに作業すると、

その場の詰まりが解消された際に機材が動き出してしまう可能性があるため、必ず機

材の電源を落とし作業を行うことを周知徹底する。 

・安全第一 

 一連の作業を作業員のみで行うことができるようになっており、継続的な生産を行

っているが、作業への慣れにより安全意識の欠如が発生する可能性が高い。そのため、

「Safety First」を終礼の言葉とし以後も安全への意識付けを徹底する。 

    

    

写真 3-8  安全講習会の様子 
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⑩ 維持管理対策 

プラント作業者等への設備の操作技術、保守点検の教育指導を行う。また、フラフ

燃料の製造技術の指導および購入者の要求品質の適合する為の工夫を行い、機材を維

持管理できる体制を構築する。2014 年 11 月の試運転においては、基本操作の教育を行

った。事業期間中の数度の現地での教育を通じ、少しずつ当社のノウハウの移転を行

った。その結果、2015 年 8 月の渡航時に発生した機材トラブル(破砕機に原料がつまり

動かなくなる)に対しては作業員だけで原因を見つけ修復を行った。また、機材のメン

テナンスに関しても、作業員のみで定期的に行えていることが確認できており、技術

移転は完了したと考えている。 

本施設が適切に運転・使用されるためには、設備の処理工程、個々の機械の構造、設

備の取扱方法、安全に運転するための作業手順、保守・修理方法に関する現場作業員の

正しい理解と経験が必要不可欠となる。 

特に、フラフの根詰まりにより、破砕機やブロアーが停止し、補修作業やメンテナン

ス作業が発生する可能性は高い。さらに、機材の維持管理及び適切に活用されていく為

の工夫として、故障の原因としてあげられるベルトや、破砕ナイフの2部品に関しては、

現地のプラントワーカー自身での交換ができるよう事前の OJT による研修は不可欠で

ある。 

   
（２）事業目的の達成状況 
業務計画書に記載した事業目的に対する達成状況は以下のとおり。 

① イナヤワン衛生埋立地内に中間処理施設を新たに建設して、選別の技術向上と破砕設

備の効率化を図り、燃料化のためのリサイクル処理を施し、フラフ燃料を製造し、埋

立地の減容化とともに相手国実施機関（セブ市）への中間処理施設運営の技術の移転

を行う。 

    スケジュールは当初の予定より遅れが生じたが、中間処理施設の設置工事を終え

た。電気配線や老朽化していた設備の整備も完了し、盗難防止策としてフェンスの

設置も完了した。 

廃プラスチックの一次選別として、手選別ラインから投入した廃プラスチックは人

の手により選別されフラフ燃料として質の良いものが抽出され、破砕機ラインへの

投入時は、投入者が目視確認を行いながら投入することで、二次選別の要領でさら

に品質のよいプラスチックだけが破砕機へ投入されることを可能にするよう設備を

配置し、効率的な製品製造工程が確立できた。 
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     写真 3-9： 一次選別                        写真 3-10：二次選別 

 

ウェストピッカーにより回収された廃プラスチックを実際のフラフ製造工程に沿

ってフラフ燃料化を行った。2014 年 11 月から 2015 年 9 月までの 10 ヶ月間のフラ

フ燃料製造量は 38,935kg に達した。また、買取の際、ウェストピッカーが持ち込ん

だプラスチックの質を確認する工程を付け加えたため、入口での品質向上が可能と

なり、2015 年 6 月時点でほぼ当初の計画通りの歩留率（90％）での製造が可能にな

っている。（P46、47 参照） 

試運転を行う前に、プラント責任者に対しフラフ燃料製造工程の説明を行い、施設

運営に対する理解を深めるための教育を行った。また、運転時は、配電盤や機材の

操作方法を説明し、また実際に現場作業員に操作を一部任せることにより徐々に技

術移転を図った。また、手選別ラインに当社の技術者を配置し、現地員に選別レベ

ルを教育しながら製造を行うことで、選別に関する知識も移転することで実証事業

後も継続してフラフ燃料を製造することができる体制が構築された。 

 

③ 既存のリサイクル業者、バランガイと連携し、リサイクルの仕組みを整理する。 

    本事業を通じて関係者との協議及び本邦受入活動等により、リサイクル業者やバラ

ンガイとの連携の必要性について提案した結果、CCENRO/DPS・セブ市から産業系の

プラスチックが納入され、良質なプラスチックをプラントで直接受入れることができ

ている。また、バランガイとしては、2015 年 1 月に最終処分場が一時的に閉鎖された

際、行き場を失った廃棄物を同バランガイが所有するトランスファーステーションで

受入れ、ウェストピッカーの協力のもと、廃プラスチックのみを選別してモータープ

ールプラントへ納入するといった仕組みが出来上がった。定期的に、当プラントの現

場作業員をこのトランスファーステーションへ派遣し、分別精度の向上に寄与できる

よう教育を行い、燃料化事業の効率化を図っている。 

また、当事業において原料となる廃プラスチックの収集量の増加及びセブ市の廃棄

物管理体制の向上を目指すに当たり、分別回収の重要性を繰り返し説明してきた結果、
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セブ市として分別回収の制度づくりに動き始めている。最初のステップとしては、シ

ョッピングモールで発生する廃棄物の分別収集を始めた。実際、トランスファーステ

ーションにもショッピングモールから分別された廃プラスチックが毎日 1 トラック

以上持ち込まれているのを確認しており、持ち込まれる原料の品質としても問題ない

ことが確認できている。さらに、曜日ごとに収集する品目を分けて回収を行う制度の

導入を検討されているなど、リサイクルの重要性について現地関係者の一定の理解を

得ることができたと考える。 

 

図 3-7  直近のセブ市南部地域の廃棄物の流れ 

 

③ セブ市に労働安全教育を行うことにより、セブ市が廃プラスチックを買い取るウェス

トピッカーの環境改善（労働環境、安全教育、衛生教育）にも貢献する。 

    2014 年 8 月の現地作業時には、セブ市環境議員の Dongcoy 氏の帯同のもと、衛生

埋立地の内部調査を行い、ウェストピッカーが安全に廃プラスチックを回収できる

場所の選定を行った。さらに、テスト運転時は CCENRO/DPS 職員や現場作業員に手

袋・マスクを配布し、作業環境の整備を行うなど、セブ市に対する安全教育を行っ

ている。現在、ウェストピッカーへの安全教育、衛生教育として、ウェストピッカ

ーへ衣服を提供し、作業時のケガ等を防止する策を考えていたが、アームカバー・

作業靴を提供し身に着けるよう指示し対策とした。 また、一部のウェストピッカー

は、バランガイキャプテン Lot-Lot 氏が運営する総合分別施設で廃プラスチックの分

別を行い、対価を得て生活している等、ウェストピッカーの環境改善に貢献できた

と考える。 
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④ フラフ燃料の販売先の開拓を含め、ビジネスとしての事業性を検討する。 

「4..本事業後のビジネス展開」にて詳細は後述するが、設備の試運転や機材稼働報告

会を開催したことで、官民の多様な関係者が本事業の中間処理施設に続々と訪れた。

これにより、他のバランガイ地区のキャプテンや現地企業から事業化の提案や連携要

望も上がってきており、本格的な事業展開に向けて検討を進めている。 

   

非公開 

 

 

 

（３）開発課題解決の観点から見た貢献 
本事業を行うことにより期待される開発課題解決の観点から見た貢献は以下のとおり。 

 ①イナヤワン衛生埋立地の減容化への一部貢献 

 試運転から一般操業状態、更には 2 交代制の導入により操業時間の延長が可能とな

った際には、埋め立て地にある廃棄物や直接プラントに持ち込まれる廃プラスチック

をもとに日量ベースで最大 5t 減容することが可能になる。試運転の時点では、埋立地

に運び込まれた直後の、食物残渣や水分量が比較的高い廃プラスチックの持ち込みが

散見された。しかし、CCENRO/DPS・プラント作業員の責任者等への指示を繰り返す

ことで、ウェストピッカーへの指導が徹底され、結果として比較的品質が安定してい

る表層部付近の古い廃プラが持ち込まれている。これは直接に埋立地の減容に繋がる

（周知徹底、教育効果による減容促進効果）。 

また、これまで有価物とは見なされていなかった廃プラスチックが有価で売れるこ

とを認識することにより、ウェストピッカーの間で、従前以上に積極的に廃プラスチ

ックを収集しようというインセンティブが高まり、結果として減容が進む効果も一部

表れた（経済的インセンティブによる減容効果促進）。一方、事業を進める中で

CCENRO/DPS やセブ市、バランガイとの連携が密接になってきた影響で、プラントへ

直接持ち込まれる廃プラスチック量が増加しており、事業の経済性から判断して、こ

ちらの収集方法へ比重を大きくしている。 

但し、埋立地の減容はウェストピッカーが積極的に関わることのみによって促進さ

れる状況において、ある程度以上のウェストピッカーの存在は必要不可欠である。定

住性がない彼らは、これまでも有価物獲得のため処分場間を遊民的に動いており、他

の場所での成果が大きいと認識した場合、多人数が他へ移動してしまうリスクは常に

存在する。上記のインセンティブ付の効果と、バランガイキャプテン Lot-Lot 氏による

当初説明会における号令の効果を、今後の持込み動向をモニターすることにより、モ

ニターして行きたい。 
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②リサイクルの仕組みの整理とリサイクルの推進 

本事業のような廃プラスチック由来の燃料の製造や、廃プラスチック素材のマテリ

アルリサイクルの流れが定着していく中で、一般家庭や、企業等がゴミを出す段階で

の分別への意識と経済性がより認識されることを期待する。一般ゴミの分別収集が促

進されれば、より容易に大量の高品質のフラフ燃料を製造することが可能となり、セ

ブ市のゴミの減量化にもつながる。現地行政のサポート（分別収集の徹底と、その促

進活動に対する予算付与）も併せて必要となるが、よりレベルの高いリサイクル社会

に移行させるための必要経費であると考える。この場合、ウェストピッカーの現状の

生活の糧を圧迫することになるが、当社が実施する安全・衛生教育やこれによる知識

向上により、より付加価値のある新たな職を提供できる可能性も広がるであろう。 

更に、バランガイ単位での廃プラスチックゴミの分別排出が進めば、輸送のコスト

と時間を節約するためにも、バランガイ毎に小型の破砕機を設置し、それぞれでフラ

フ燃料を製造する、という選択肢も考えられる。バランガイ地域での燃料源として活

かすことや、ある程度の量が確保できれば独自にセメント会社等への販売の可能性も

広がるであろう。 

また、以下図 3－8 は将来的なセブ市の廃棄物の流れについて説明したものである。

各家庭から、例えば危険物、食品残渣、プラスチック、品目ごとの分別回収を行うこ

とで、各処理施設へ直接持ち込むことができるようになる。さらに、当事業の延長と

して、TransferStation/MRF をセブ市の南部(イナヤワン地区)と北部に一か所ずつ設置し、

それぞれの地域から発生する廃棄物を各 TransferStation/MRF へ持ち込むことで、運搬

効率の向上が可能になる。現地関係者からは、分別回収を行うことで収集の頻度が増

えるのではといった質問もあったが、品目ごとに回収の頻度を調整することで、収集

回数は分別回収を行う前と変わらずに回収することができる。(図 3-9：家庭からの分

別回収実施前後の回収頻度比較) 

  以上のように、分別回収の徹底により、埋立処分量の減少とともにリサイクル率の向

上が可能となると考えられる。 
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図 3-8：事業化後の想定するセブ市の廃棄物の流れ 

 

 
図 3-9：家庭からの分別回収実施前後の回収頻度比較 

 

③安全教育・衛生教育による CCENRO/DPS の知識向上、ウェストピッカーの労働環境

改善 

試運転、技術者の監視下での運転を経て、現在は現場作業員による自立運転へ

移行しているが、操業時間が長期化すれば、より安全面・衛生面の周知徹底が必
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要となる。一般的に、T-シャツ、素足にゴムサンダル履きというスタイルが多いウ

ェストピッカーに対し、手袋・マスクの着用と足元の保護を徹底させることは容

易ではなかったが、適宜本人の名前入りのユニフォームや、靴をプレゼントとい

った形で提供することでモチベーション管理を行いながら自然と安全な服装に近

づくよう工夫した。朝会・夕会の場では、Safety First(安全第一)を閉会の言葉とし

て用いることで本人たちへの意識付けを徹底した。 

また、廃プラスチックの手選別作業を通じて、分別管理の必要性については操

業の中で理解を深めており、将来的には、選別ラインを複次化させ、マテリアル

素材の分別化というレベルアップの可能性も考えられる。また、バランガイの所

有する総合分別施設へ現場作業員を派遣してウェストピッカーに対して分別指導

を行っている状況を見ると、作業員の知識レベルの向上が見て取れる。 

更には、破砕機の運転やそのメンテナンス等、機械のオペレーションについて

も徐々に OJT により、現場作業員に維持管理のノウハウの伝授を行った。既に、

現地作業員のみでのオペレーションに移行しているが、引き続き現地作業員に仕

事を振り分け、指導を行い、約 1 年間の実証活動を通して完全に技術移転を行う

ことができるよう進めていく。 

 

（４）日本国内の地方経済・地域活性化への貢献 

・中小企業への波及効果 

廃プラスチックのリサイクル用パイロットプラントの設備を製造するうえで、横

浜市における協力会社（チームヨコハマ）及びメーカー(一般に中小企業が多い)と

連帯して協力体制を作り、現地への技術供与等を行なう事により地域の中小企業活

性化の一助となる。当事業の成功により、フィリピン全土、そして廃棄物問題に直

面している海外への技術供与を視野に入れた場合、横浜市内の中小企業のさらなる

活性化に寄与する。廃プラスチック以外の廃棄物の処理（医療系廃棄物、都市鉱山

など）の事業者と共同での開発途上国への進出などの足がかりとなる。 

 

・横浜市 Y-PORT 事業への貢献 

本事業は、横浜市とセブ市の自治体レベルでの技術協力並びに Y-PORT 事業が進

める市内企業の海外展開(将来的な市内経済の活性化)にも資するものであり、当社

が所在する横浜市との連携事業である。本事業において横浜市は、アドバイザーと

して参加し、本邦受入活動での視察受入等を行う。 

さらに、Y-PORT 事業では横浜市と地元企業、経済団体、学術機関との対話の場

「共創 Y-PORT ワーキング」を定期開催しており、当社の取組についての講演等を

実施している。このことは、これまで国際協力や海外事業経験の少ない企業への有

益な情報提供になるとともに、地元企業間のネットワーク形成に貢献でき、本事業
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により更に促進されると考える。 

    
（５）環境社会配慮 

    事前調査で、2、3 年前に同じ場所で CCENRO/DPS が粉砕機を設置していたときに

は、特に騒音緩和のための防音対策をしていなかったにも拘らず何ら問題が発生しな

かった事を確認した。また近隣でより大規模に同様のリサイクル設備を稼働している

EVO Ventures 社では、3 基の粉砕機に特別の防音対策を施していないが問題は発生し

ていないことなどを SWMB の場において確認した。 

事業開始前に策定した下表のスコーピングの評価で B、C の項目については代替案

を実施することにより改善を図った。例えば 1.大気汚染に関しては、重機の使用をで

きる限り抑えるため、機材設営の際は必要最低限の機材をレンタルし、機材の使用時

間にも配慮して設置工事を行った。また、機材の組み立ては日本でできるものは行い、

現場では据え付けを行う作業が中心になるよう工夫した。5.騒音、振動についてであ

るが、近隣でより大規模に同様のリサイクル設備を稼働している Evo Ventures 社では、

3 基の粉砕機に特別の防音対策を施していないが問題は発生していないことなどを

SWMB の場において確認済みであったが、できうるだけ近隣との良好な関係を維持す

るためにも、重機使用時間の徹底や、機材の組立工程の短縮などの工夫を最大限行っ

た。さらに、上述したとおり、立ち上げ試験時には騒音計による調査を実施した（別

添 1 内：設置工事の様子）。 

また、27. HIV/AIDS 等の感染症については、安全靴、手袋、帽子等の着用帽子の着用

及び、消毒液を用いた手洗い推進等を行った。29.事故についてであるが、防止する為

に我が国で導入している朝礼、全体ミーティング、配置等の徹底により事故率の改善

が図れると考え、朝礼・終礼を必ず行い、朝礼時には更に安全に対する意識付けもく

まなく行った。さらには作業服、プラスチック製の滑り防止付きの軍手着用、作業靴、

帽子などの装着等の安全対策を実施した。事故防止策についての説明を事前に作業員

候補者に説明し、安全対策に必要性について理解を高めた。 

事業実施期間に判明した水銀への対策については、日本にて有識者と水銀検査の実

施方法について協議を行い、有害物質検査フローチャート（図 3－2 フラフ燃料製造

過程における廃プラスチック/サンプルの収集と化学分析）を作成した。また、SWMB

の場で JICA 職員立ち合いのもと、作成したフローチャートに沿った検査を実施する条

件で、事業の継続を承認された。2014 年 11 月の試運転時には、ウェストピッカーの

廃プラスチック回収場所における水銀検査、製品の水銀検査を既に行い、水銀が検出

されないことを確認した。（別添 2-1：水銀検査結果） 
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表 3-9 環境社会配慮調査におけるスコーピング 

 
     このスコーピング表は、設備設置工事や設備の運転によって実施地に与えうる

影響について評価した表であるため、既存の水銀への対応については、ここでは

対象とはしない。ただし、「３．事業の実績」でも記述したとおり、既存の水銀
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への対応策は SWMB の場や日本の有識者との協議の中で構築し、健康被害のな

いよう十分に配慮した事業となっている。 

         本事業に関し、環境影響評価（EIA : Environmental Impact Assessment）やそれ

に準じるものは、SWMB 会議にて不要であることを確認した。これは、EIA に準

ずる環境影響評価書（EIS:Environmental Impact Statement)に基づく ECC 認証

(Environmental Compliance Certificate)はイナヤワン衛生埋立地が既に ECC を

DENR より取得済みでありその範疇において追加的な活動を行うものという位置

づけのためである。加えて、EIS の対象外であることの証しである CNC(Certificate 

of Non-Coverage)を取得することが可能であることが判明したため、申請を行い

2015 年 3 月に取得した。取得できた背景として、本フラフ製造の機材導入に伴う

周辺環境への追加的影響が、現況と比べた場合極めて限定的であるとの SWMB

メンバーの認識が強いことも大きい。 

 また、大気汚染の項目に関する内容で、製造の過程で発生する粉じんについて

は、スコーピング表には記載されていないが、適切に対応するべきであると考え、

機材の排気口に布を取付ける段取りを組み、粉じんの飛散を防ぐ防止策を講じて

いる。また、2015 年 1 月の渡航時には風量調節機能を据え付ける予定であり、そ

の際に再度粉じん発生量についてのデータ取りを行い、対応が必要な場合は再度

検証する。 

尚、本年 2014 年 7 月に EIS から新たなガイドライン1が発刊された。この

ANNEX27 ページには、プラスチックを含む非有害物質の廃棄物リサイクル施設

に関する記述があるが、本事業の場合、最も縛りの低いカテゴリーD に属し、ECC

取得の対象外（CNC の取得は可能）であることが明記されている。そのため次回

以降、SWMB の場において必要に応じ、フォローする程度としたい。（以下抜粋

ページの 3.8.9 を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
1 Coverage Screening Guidelines and Standardized Requirements in the Philippine EIS System 
http://www.emb.gov.ph/portal/Portals/21/Downloads/Revised%20Guidelines%20for%20Coverage%20Screening%20and%

20Standardized%20Reqts.pdf 
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表 3-10  EIS ガイドライン 

 

（出典：Coverage Screening Guidelines and Standardized Requirements in the Philippine EIS 

System） 
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（６）環境社会配慮調査における現時点で想定される代替案・影響評価の結果 

主な影響が懸念される点の代替案及び影響評価の見通しは次のとおり。 

（現時点で想定される評価が N.A 及び D 以外のものが対象） 

 

表 3-11  環境社会配慮調査における現時点で想定される代替案・影響評価 

 

工事前
工事中

施設運営時
工事前
工事中

施設運営時
工事前
工事中

施設運営時

汚染対策 1 大気汚染 C C C- C-

工事はできうるだけ大気汚染
が発生しないように、大規模な
重機を用いるような工事が発
生しないように予め日本での
組み立て作業を終えておく等
の配慮を行ない、据え付けを
中心とした内容にする。
施設運営時は、現地の法規制
に則るのは勿論、稼動時間へ
の配慮や廃棄物燃料の輸送
の一元化等により大気汚染へ
の配慮を行なう予定である。

2 水質汚濁 D D D D 変更なし 変更なし

3 廃棄物 C D C- D
工事に伴う廃棄物は分別の徹
底を行ない廃棄物の発生を極
力抑える工夫を行なう。

4 土壌汚染 D D D D 変更なし 変更なし

5 騒音・振動 C C C- C-

工事は、据え付けを中心に行
ない作業時間の短縮を図る。
また運営時の稼動時間に配慮
し、防音及び低振動になるよう
な設置手法を検討する。

6 地盤沈下 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

7 悪臭 D D D D 変更なし 変更なし

8 底質 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

自然環境 9 保護区 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

10 生態系 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

11 水象 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

12 地形、地質 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

社会環境 13 住民移転 N.A. N.A. 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

14 貧困層 N.A. N.A. 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

15 少数民族・先住民族 N.A. N.A. 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

16 雇用や生計手段等の地域
経済

D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

17 土地利用や地域資源利用 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

18 水利用 D D D D 変更なし 変更なし

19 既存の社会インフラや社会
サービス

D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

20
社会関係資本や地域の意
思決定決定機関等の社会
組織

D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

21 被害と便益の偏在 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

22 地域内の利害対立 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

23 文化遺産 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

24 景観 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

25 ジェンダー D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

26 子どもの権利 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

27 HIV/AIDS等の感染症 D B D C-

萬世リサイクルシステムズが
導入している、安全靴、手袋、
帽子等の着用及び、消毒液を
用いた手洗い推進等により感
染症の蔓延を防ぐ。

28 労働環境（労働安全を含
む）

C C C- C-

萬世リサイクルシステムズが
我が国で導入している労働安
全衛生方法の徹底により労働
環境の改善が図れると考えら
れる。

その他 29 事故 B C C C-

朝礼、全体ミーティング、配置
等の徹底により事故率の改善
が図れると考えられる。さらに
は作業服、プラスチック製の滑
り防止付きの軍手着用、作業
靴、帽子などの装着等の安全
対策を実施する他、安全対策
についての説明を事前に行な
う。

30 越境の影響及び気候変動 D D 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

A	A+/A- 深刻な影響が想定される

B	B+/B- 影響が想定される

C	C+/C- 若干の影響が想定される

D	D+/D- 想定されない

分類 番号 影響項目

現時点で想定される評価

評価理由

現時点で想定される代替案
による環境評価

事業実施後の評価及び評
価理由

想定される評価変更理由
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（７）事業後の事業実施国政府機関の自立的な活動継続について 

本事業実施後、セブ市の CCENRO/DPS が設備を保有し維持管理していくことにな

るが、そのために必要な対策に関し実施した内容ついて以下に記す。 

a）搬入された時の廃棄物の選別設備としての活用 

事業開始当初、本事業では主にイナヤワン衛生埋立地から廃棄物をサンプリング

し選別、セメント会社向け燃料化し、事業実施後はモデル地区として選んだイナ

ヤワンの廃棄物について、搬入時に選別、セメント会社向け燃料製造する施設と

して活用できる可能性があると想定しており、本事業中にセブ市議会議員 Cabrera

氏、バランガイキャプテン Lot-Lot 氏と同様の協議を行った。 

 

 

非公開 

 

 

ｂ）設備の維持管理 

事業実施後は、破砕機の刃物、スクリーン、コンベアのゴムベルト、プーリー等

の部品供給については CCENRO/DPS が本設備のメーカーから購入し、軽微な補

修工事は現地の工事会社に CCENRO/DPS が工事依頼するか、あるいは近隣で同

様の設備を有する EVO Ventures 社を通じて依頼する形を想定している。そのため、

本事業では最低限の消耗品の準備は行うものの、それ以後はメーカーと

CCENRO/DPS の引き合いを行い維持管理についても引き継ぎを行うものとする。 

ｃ）廃棄物受入時の処理費用の徴収 

「4..本事業実施後のビジネス展開計画」の中で詳細に提案するが、本実証活動を

もとにした商業規模のリサイクル事業の採算確保のためには廃棄物受入時の処理

費収入およびセメント会社へのフラフ燃料の販売収入の両方が必要であると考え

られる。現在は、セブ市の CCENRO/DPS が管理運営するイナヤワン衛生埋立地

は廃棄物受入時に処理費を徴収していないが、埋立量削減、周辺環境の改善を目

指しリサイクルを推進するには、廃棄物処理費の徴収、すなわちごみの有料化が

必要と考えられる。 

本事業中及び本事業実施後に本施設が適切に運転・使用されるためには、設備の

処理工程、個々の機械の構造、設備の取扱方法、安全に運転するための作業手順、

保守・修理方法に関する CCENRO/DPS 担当者の正しい理解と経験が必要不可欠

となる。そのため、設置工事から設備稼働時は、機材についての正しい理解と運

営時の注意点について教育を行った。さらに、CCENRO/DPS に対し現場指導と情

報提供を引き続き行うこととともに、本邦受入活動時には当社の本社工場におい

て CCENRO/DPS の運転管理者も受け入れる形で、さらなる知識習得も実現でき
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るようプログラムを構成した。 

機材の維持管理及び適切に活用されていく為の工夫として、故障の原因としてあ

げられる（1）ベルト（2）モーターの 2 部品に関しては、（1）簡易化されたベ

ルトを装着することにより、CCENRO/DPS 自身での交換が可能になる。また、（2）

モーターの部品を予め提供しておき修理方法の指導を行った。メンテナンスにあ

たっては、容易に分かるようなマニュアルを作成し、CCENRO/DPS が自立的に技

術を伝承できるような工夫を行ない、活動が継続できる体制を構築することがで

きた。 

 

（８）今後の課題と対応策 
○通関手続き 

セブにおける通関手続きに時間を要し、機材がセブ港に約 1.5 ヶ月停留することとなっ

たが、免税扱いによるセブ市の正式輸入手続きが承認された。 

○製造するフラフ燃料の品質及び製造量 

現状、まだ検証に至っていない活動課題としては、製造したフラフ燃料が、最終ユー

ザーであるセメント会社の品質・量的なスペックに十分合致するかどうかを確認する必

要がある。 

○環境社会配慮 

水銀等の有害物質だけでなく、フラフ燃料の製造過程で発生する、騒音や粉塵の近隣

に対する影響も、今後継続的にモニターしていく必要がある。 

○ビジネス展開計画 

ウェストピッカーからの廃プラ原料の買取価格については、関係当事者の合意を見る

まで、かなりの協議を要した。今後の長期的・安定的なビジネス化を図る上では、経済

性の妥当性の検証と、現地ウェストピッカーや作業員のインセンセンティブ付与の両立

を追求する必要がある。 

事業後の展開を意識した水平展開や、より広範囲な廃棄物処理の展開等、将来的な広

がりを意識して当実証事業をショーケースとして積極的に活用していきたい。 
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4. 本事業実施後のビジネス展開計画 

（１）今後の対象国におけるビジネス展開の方針・予定 

    ①  マーケット分析（競合製品及び代替製品の分析を含む） 

  Ⅰ.市場分析 

 以下の表のとおり、セブ市 CCENRO/DPS の統計では、今後 45 年以内にセブ市

の人口は 2 倍になると予想されているが、南部エリアでは 33 年で 2 倍に、北部エリ

アでは 182 年で 2 倍に達すると予想されている。 

 

表 4-1  2010 年度の人口と人口増加率 
 

        （出典：セブ市 CCENRO/DPS） 

 

2010 年度を基準とした場合、2020 年度では約 16 万人の人口増加が予測され、それ

にともない、廃棄物は 45 千 t 増加することが予測される。（表 4-2） 

  

地 域 
人  口 

(人) 

対前年比 

人口増加率

(%) 

セブ市総人口 866,171 2.73 

 セブ市都市部人口 726,655 2.07 

 北部 318,910 0.51 

南部 407,745 3.37 

セブ市農村部人口 139,516 6.47 

 北部 64,972 3.85 

南部 74,544 8.98 
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    表 4-2 人口増加推移と廃棄物回収量の増加傾向の推定      

 

年度 人口 

  

廃棄物総回

収量(バラン

ガイ+市)の

回収量(t) 

内訳別推定量(t)  

 

家庭系       

一般廃棄物   

(62.4%) 

商業系 

廃棄物

(34.4%) 

医療系 

廃棄物

(3.2%) 

 
2009 822,628 152,462 95,136 52,447 4,879 

  2010 866,171 122,530 76,459 42,150 3,921 

  2011 878,170 142,966 89,211 49,180 4,575 

  2012 893,673 145,490 90,786 50,049 4,656 

  2013 909,450 148,058 92,388 50,932 4,738 

推 2014 925,505 150,672 94,019 51,831 4,822 

  2015 941,844 153,332 95,679 52,746 4,907 

  2016 958,471 156,039 97,368 53,677 4,993 

定 2017 975,392 158,794 99,087 54,625 5,081 

  2018 992,612 161,597 100,837 55,589 5,171 

  2019 1,010,135 164,450 102,617 56,571 5,262 

  2020 1,027,968 167,353 104,428 57,570 5,355 

（表 1-4,セブ市 CCENRO/DPS データをもとに表 1-5,表 2-2 当社推定） 

 

セブ市では１日に約 500t のごみが発生しており、回収されたごみは民間の埋立地に持

ち込まれている。しかし、市にはごみ回収車が不足しており、多くの地域でごみが何日

間も放置されることもある。また家庭ごみ等は水路並びに川や海等に投棄されてしまう

場合がある。また、再生利用可能なもの、再利用可能なものなどの分別ルールはあるが、

市民に十分に浸透しているとはいえない。 

一方で、経済発展に伴いセメントの需要は高まっており、その生産工程において使用

されるボイラー燃料のニーズは今後更に高まっていくことが関係者へのヒアリング調査

で明らかになった。セブ市関係者や現地通訳の話では、特に近年は、国際会議の開催に

向け、道路の舗装や建造物の整備が盛んになっており、セメント製造の需要は増加して

いる。 

 

 

非公開 
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Ⅱ.競合分析 
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②   ビジネス展開の仕組み 
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図 4-1：事業化後の役割分担図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 事業化における施設の所有、運営分担案 
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③  想定されるビジネス展開の計画・スケジュール 
 

 

非公開 

 

 

    【事業化前提確認】 

Ⅰ．価格調整 
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図 4-3  非公開 

非公開 

Ⅱ．実施体制 
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Ⅲ．原料調達方法 
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【事業採算性】 
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非公開 

図 4-4  非公開 
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想定されるビジネス展開のスケジュールを以下に示す。 

 

非公開 

 

 

表 4-3 非公開 

 

 

 

 

 

 

非公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  ビジネス展開可能性の評価 

 
 
 

非公開 
 
 
 

 

 

（２）想定されるリスクと対応 

a）経済的条件の変化 

・競合他社の乱立による処理費、販売価格の低廉化 

 廃棄物処理費用の上昇やセメント会社への販売価格上昇が可能となった場合  

に、競合他社の乱立によって廃棄物の量を確保するために処理費、販売価格の低
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廉化競争が起こることが想定されるが、対策としては市街地から近い位置に施設

を置くこと、および周辺の同業者との協業が重要となる。施設の位置は、イナヤ

ワン衛生埋立地内か周辺がその候補となり、周辺の同業者との協業については、

バランガイキャプテン Lot-Lot 氏の実家の企業との提携・連携がひとつの解決策と

なる。 

・マテリアルリサイクル進展による廃プラスチック集荷量の減少 

「（４）本事業から得られた教訓と提言」の中で詳細に提案するが、セメント会

社向けフラフ燃料に向く廃プラスチック類を新たに分別し排出する仕組みができ

ると、その中からマテリアルリサイクル向けに有価売却可能な単一素材のプラス

チックを抜き取られることにより、燃料向けの廃プラスチック類の集荷量が減少

することも考えられる。これに対しては、現状では廃プラスチックのみに焦点を

当て収集しているが、収集対象物にフラフ燃料として含有することが可能な紙屑

（伝票類や包装用紙等）、繊維屑（靴や革製品を除く綿、化学繊維主体の廃衣類）

も含めることにより、一素材のプラスチックを抜き取られた後でも、セメント燃

料に利用可能な廃棄物の量が確保できると考えられる。 

 

b）政治的判断の変化 

・セメント会社でのエネルギー利用に対する法的な制約 

セメント工場で廃プラスチック燃料であるフラフ燃料をエネルギー利用する際に、

有害物質が大気中に発生するのではないかとの懸念から、政治的な判断としてはセ

メント工場での利用を制約、禁止されるリスクが考えられる。これに対しては、セ

メント製造工程にあるセメントキルン、あるいはプレヒーターでのフラフ燃料の利

用条件が、1,100～1,450℃に達しており、ダイオキシン類の発生を防止できる 800

～900℃以上の燃焼条件を十分に上回っているため有害物質が発生しないことの説

明、および各種測定データによる証明が必要となると考えられる。 

 

c）技術的課題 

・分別排出の仕組み整備の頓挫 

「（４）本事業から得られた教訓と提言」の中で提案している分別排出品目の追加

が一般市民に分かりにくく浸透しないことによって、廃プラスチック類の分別排出

の仕組みが頓挫する可能性がある。これに対しては、本事業の中で、モデル地区と

していずれかのバランガイを選定し、バランガイキャプテンの協力を得て、どのよ

うな分別品目の表示が分かりやすいか、運用しやすい分別排出の荷姿などを検討す

るために、繰り返し分別排出のテストを行うことが重要になる。 

・品質スペックの厳格化による処理コストの増大 

セメント会社におけるフラフ燃料による石炭代替率が上昇するにつれ、フラフ燃料
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の品質スペックが厳格化し、スペックを満たすために処理コストが増大する可能性

がある。商業プラントの設備構成として、日本のセメント会社における現在のフラ

フ燃料の受入品質基準を参考に、必要な手選別工程を導入する予定だが、異物、水

分、塩素濃度等の受入れスペックが厳しくなる場合には、篩選別、塩化ビニル除去

装置、脱水機などの追加が必要になると想定される。 

ｄ）天災 

地震、台風、水害等が想定されるので、施設建物の耐震性、耐風性、基礎の高さ等

を考慮し建設計画を立てる必要がある。 

 
（３）普及・実証において検討した事業化およびその開発効果 

  

 

 

 

 

 

 

 

非公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本事業による開発効果としては、以下記載のとおり廃プラスチックの燃料

化事業といった側面だけでなく、たとえばリサイクルの仕組みづくりを整理し、既

存のリサイクル業者、バランガイ等とも連携し、リサイクルルートを確立させ、こ

れにより廃棄物の減量並びに化石燃料使用削減を促進する、といった 1 つのパッケ

ージとしての展開も視野に入れることができる。そのため、セブ市およびセブ近隣

市においてフラフ燃料製造の可能性のある潜在的なサイトの発掘や市場規模の具体

的な把握、現地パートナーへの提案・広報活動を実施する。また、ビサヤ語での資

料を作成し（別添１内製造工程表）、言語の問題を超えて普及活動を行うとともに、
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積極的にモータープールでの視察を受け入れる体制を整備している。 

      
写真 4-1  広報活動の様子  

（開発効果） 

① 「廃プラスチックの埋立処分量、収集運搬および処分費用の削減」 

 

 

非公開 

 

 

 

② 「セメント会社における廃プラスチック利用のさらなる促進」 

 

 

 

非公開 

 

 

 

③ 「Material Recovery Facility (MRF)との連携運営による原料収集量の安定化、選別作

業の効率向上、埋立地の一部の跡地利用およびウェストピッカーの新たな職場創出」 

 

 

 

非公開 
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④ 「収集運搬費用の削減と収集される廃プラスチックの品質向上」 

バランガイ単位のフラフ燃料化拠点あるいは数か所のバランガイグループにおけ

る共同フラフ燃料化拠点へと展開された場合は、各バランガイからイナヤワン衛生

埋立地までの運搬量が減少し運搬コストの削減が期待できる。また、バランガイの

燃料化拠点単位で廃プラスチックを選り分けることになるため、現在実証活動にお

いてウェストピッカーがイナヤワン衛生埋立地で選別し、施設に持ち込んでいる廃

プラスチックよりもさらに異物の混入率や含水率を低く抑えることができ、セメン

ト燃料化リサイクルのさらなる促進につながると考えられる。 

⑤ 「ごみの分別排出と減量化に関する市民への教育、啓発の促進」 

バランガイ単位のフラフ燃料化拠点あるいは数か所のバランガイグループにおけ

る共同フラフ燃料化拠点へと展開された場合は、リサイクルの重要性や分別排出の

必要性が一般市民からより見えやすくなるため、市民へのごみの分別排出と減量化

に関する教育、啓発に役立つものと考えられる。この際、各バランガイにおかれて

いる BEO(バランガイ環境職員)による具体的な啓発活動が期待できる。また、市民

レベルでの分別意識が高まれば、セブ市主導による分別回収制度や処分費の徴収制

度の確立が加速化され、今後の廃棄物管理の幅が広がると考えられる。 

⑥ 「マテリアルリサイクルへの転用による採算性向上、学校の不足什器の補充および

学童への環境教育促進」 

実証施設を廃プラスチックのマテリアルリサイクル用の選別、粉砕機能として転用

した場合、廃プラスチックをセメント燃料よりも付加価値の高い再生プラスチック

製の机、椅子等に加工販売するので、リサイクル事業の採算性が向上し事業の継続

性が高まると考えられる。具体的には、現在実証活動においてセブ市が負担してい

る作業員の人件費と電気代を賄い、さらに設備更新のための投資資金を回収できる

可能性もある。 

また、イナヤワン周辺地域において現在不足している学校の机、椅子等の補充に寄

与できる上に、ごみの分別排出と減量化、リサイクルに関する学童への教育も促進

しやすくなると考えられる。 

 

（４）本事業から得られた教訓と提言  

【教訓】 
  ・廃棄物業者の海外展開事業について 
   ●経緯 

本事業は、単にリサイクル施設を現地に建設しセブ市が自ら操業できるようにす

ることで目的が達成されるものではなく、施設を運営することで廃棄物の分別排出、

分別回収の必要性を普及させることが重要である。セブ市（特にイナヤワン地区）

では過去に欧州企業により行われた同様の事業が失敗に終わっている事例もあり、
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本事業の開始当初は、セブ市関係者の中にも当社の事業提案に懐疑的な意見もあっ

た。しかし、次に挙げるような取組みを通して本事業の意義に対するセブ市関係者

の理解が深まり、持続可能な事業へと成長してきた。 

① 政策立案者との本事業に関する継続的な協議 

本事業に関するセブ市議会の承認手続きの段階より、市議会内の Committee of 

Environment のリーダーである Cabrera 議員、Committee of  Energy のリーダー

である Archival 議員、Rama 市長、SWMB 議長の Ponce 弁護士等と多くの協議

を行い、議会内のコンセンサスを形成してきた。 特に、当初計画していたイ

ナヤワン衛生埋立処分場の表層から廃プラスチックを回収する方法として、

Archival 議員よりウェストピッカーによる回収と買取が提案され、以降本事業

がウェストピッカーの雇用創出に寄与できることが認識されるようになり、本

事業への理解者と協力者を増やすことができた。 

② 機材のセブ港への輸入手続きに関する現地関係者の尽力 

上記①に記載のとおり、本事業への協力者が増えた背景もあり、機材の輸入税

関手続きに時間を要した際にも Ponce 弁護士や現地通訳の方の尽力により経験

豊富な通関士を紹介いただき、セブ市の Formal Importation の資格取得を行うこ

とで免税での通関を完遂することができた。 

③ 適切な操業要員の選定 

バランガイキャプテンの Lot-Lot 氏により、速やかな設備稼働のために必要な

経験豊富で勤労意欲の高い人材の選定が行われ、設置工事業者による現場据付

工事の際に操業要員も積極的に工事に協力し予定工期よりも早く設置完了す

ることができた。また、稼働後 5 ヶ月後にはフラフ燃料製造の運転方法、手選

別による品質管理、粉砕機やブロアーのメンテナンス方法の習得もほぼ終え、

現地要員のみでの操業が可能になった。 

⑤  イナヤワン衛生埋立処分場近隣の住民やセブ市のバランガイキャプテン、バ

ランガイ環境委員への事業目的および経過説明 

2014 年 11 月 18 日にバランガイキャプテンの Lot-Lot 氏主催によるイナヤワン

衛生埋立処分場近隣の住民向けの廃プラスチック分別、実証プラントへの廃プ

ラスチック持込みを依頼する説明会を開催した。以降、本事業に対する近隣住

民の認知度が向上し、その後の Transfer Station での安定した廃プラスチック分

別作業をもたらした。また、2015 年 2 月 3 日に開催した機材稼働報告会、9 月

22 日に Cabrera 議員主催で開催された各バランガイキャプテン、バランガイ環

境委員を対象としたワークショップなどで本事業の経過説明を行うことによ

り、セブ市の廃棄物関連の実務者への認知度を高めることができた。 

 

上記のように、設備設置のみならず対象国・地域における社会システムの改善
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を必要とする普及・実証事業の場合には、カウンターパート関係者との継続的な

協議、カウンターパート関係者からの発案の採用、普及のためのセミナー、ワー

クショップの開催などが成功の鍵となると考えられる。 

 

   ●進出先の状況について 

    本普及・実証事業の開始にあたり、セブ市の分別排出ルールは Bio/Non-bio の 2 種

類のみであること、増加する廃棄物の埋立削減の具体的方策がないことが課題とし

て明確になっていたため、課題解決の方向性と適切な手段を比較的早く導き出すこ

とができた。また、セブ市としての予算確保の可能額、有力な廃棄物回収・処理会

社の有無、廃棄物収集運搬・処理に関するセブ市と民間業者との契約関係、フラフ

燃料の有力ユーザーの存在の有無なども判明してきたため、今後の事業化の可能性

とリスク評価がしやすくなるものと考えている。 

 

上記のとおり、対象国・地域における廃棄物処理関連の普及・実証事業あるいは事

業化を検討するにあたっては、主に以下の要素が参考になると考えられる。 

① 対象国・地域の廃棄物排出ルールと実態 

② 有力な廃棄物回収・処理会社の有無 

③ カウンターパート（対象地域の行政機関）と民間業者との契約関係 

④ カウンターパートの持つ廃棄物関連の予算規模 

⑤ 対象地域に強力な政策立案、推進者が存在するか 

⑥ 最終ユーザー、最終処分場の分布状況 

⑦ リサイクルによって代替されるものの市場動向 

⑧ 土地評価額、人件費、公共料金などの経済条件 

⑨ 対象国・地域における環境保全、環境改善への関心の高さ 

    

【提言】 
a） 分別排出、分別回収のルールの改善  

現在、セブ市中から回収されイナヤワン衛生埋立地に持ち込まれている廃棄物には、

廃プラスチック系、食品残渣類、ガラス・陶磁器屑類等が混合されたものが多く見受け

られる。また、同様に市中からの廃棄物も受け入れている EVO Ventures 社のセメント

会社向け廃プラスチック選別粉砕工場に持ち込まれている廃棄物も、その多くが廃プラ

スチック類に食品残渣が混入されているものが多いため、納入先であるセメント会社か

らフラフ燃料の水分が高すぎるとの指摘を受けていることが判明した。 

  このことから、廃プラスチック類のフラフ燃料化リサイクルシステムを安定的に構築

するためには、分別排出の品目を現在の（ア）Biodegradable（生分解可能な食品残渣類

など）（イ）Non-biodegradable（生分解不可能なごみ）”という 2 種類だけでなく、3 つ



 

96 
  

目として例えば、（ウ）Plastics （bag、cup、clothes、tray、sheet、band、box）”といっ

た品目を設ける必要があると考えられる。 
これにより、①コスト面での削減効果による行政・民間の参入障壁の撤廃、②廃棄物

の効率的再利用、といった効果が期待できる。 

①コスト面での削減効果による行政・民間の参入障壁撤廃 

これまでは、混合廃棄物として収集されていた廃棄物では、選別作業に莫大な費用・

労力を割く必要があり行政・民間でテコ入れすることが困難であった。しかし、入口

での分別が徹底されればこのようなコストを削減できるだけでなく、運搬部分でも費

用削減が可能となり障壁はさらに低くなる。 

② 廃棄物の効率的再利用 

混合廃棄物として回収されたものは、長期間放置が進むと腐敗や品質の劣化が目立ち

燃料化が難しいものも発生する。しかし、分別して回収できれば最大限の廃プラスチ

ックを再利用することが可能となる。 

 

b）ごみの有料化 

イナヤワン衛生埋立地への埋立量の減少および周辺地域の環境改善のためには、埋立

廃棄物のうち多くの容積を占める廃プラスチック類の脱埋立、すなわちリサイクルルー

トの構築による埋立廃棄物量の削減が必要である。そのためには、上記の分別品目の見

直しとあわせて、リサイクル事業の採算性・永続性が重要となる。廃プラスチック類の

選別、粉砕、フラフ燃料化の事業採算性の詳細については、本事業の結果をもとに精査

するが、EVO Ventures 社のセメント燃料化事業を視察した範囲では、採算性確保のため

には廃棄物受入時の処理費収入およびセメント会社へのフラフ燃料の販売収入の両方が

必要であることがうかがえた。 

  しかし、事業の継続性や同様のリサイクル施設の整備を促進するには、同社の現在の

受入時の処理単価は十分とは言えず、より高い処理単価が必要と推定される。 

したがって、脱埋立のためにはイナヤワン衛生埋立地への持ち込み時の有料化、とりわ

け現在の民間処理会社の受入処理単価（現在 1t 当り 700 ペソ）よりも高い処理費の設定

が必要と考えられる。国内で廃棄物を適正に処理し、再利用するといったスキームを構

築する場合、日本での例を参考にするとやはり廃棄物処理費の設定は確実に必要である

と考えられる。その場合、当然行政からの指導による導入が必須であり、これらの処理

費の導入はセブ市もしくはフィリピン国として働きかける必要があると考える。本邦研

修の際、この点に関してはセブ市廃棄物関係者からも積極的に質問があったことからも、

今後セブ市でも廃棄物管理に必要な費用の徴収制度を検討し、導入する動きが加速化し

てきている。 
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c）フラフ燃料化に適さない廃棄物の適正処理 

セメント燃料化されずに埋立処分される残渣廃棄物についても、有害物の拡散、浸出

防止のため以下の施策が有効と考えられる。 

①埋立処分場の浸出水浄化設備、遮水シートの設置 

    日本の管理型処分場と同様に、浸出水浄化設備、遮水シートを設置することによ 

   り、周辺環境の改善が期待できる。 

   ②高性能焼却施設の導入検討 

フィリピンでは廃棄物の焼却が禁じられているが、日本の都市部の自治体が運営す 

る家庭ごみ・事業系一般廃棄物を対象とした大型焼却施設と同様に、高温で連続運 

転し、排ガスを急冷し、脱硫、脱硝、活性炭吸着設備等を擁する焼却設備を設置し 

た場合、大気汚染等を最小限に止めながらフラフ燃料化されずに埋立処分される残 

渣廃棄物についても大幅な減容化を達成することができると考えられる。長期的な 

視点では上記のような高性能焼却施設の設置も埋立地への埋立量の減少および周辺 

環境の改善には極めて有効と考えられる。 
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別添１ 写真集 

    

全体朝礼                   サインアップの様子 

    

  現場責任者オンド氏（左から 2番目）           廃プラスチック受入の様子１ 

 

 

    

廃プラスチック受入の様子２            受入可能不可能判別ボード１ 



    

      受入可能不可能判別ボード２            受入可能不可能判別ボード３ 

    
保守点検教育                 建設技術教育の様子 

    
機材稼働お披露目会の様子 1              機材稼働お披露目会の様子 2 

    

      最終報告会の様子 1                  最終報告会の様子 2 



   

製造工程表（ビサヤ語）                 製造工程表（英語） 

           

1st Indorsement                                 2nd Indorsement 

         

        PACKING LIST                    INVOICE 



別添２ 水銀検査詳細 

 

イナヤワン鳥瞰図 

上図表の A～Eの各ポイントで表層部から 4検体を採集し、計 20検体の採集を行った。 

ポイント A 

   

 

ポイント B 

    

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 



ポイント C 

    

ポイント D 

    

ポイント E 

    

【水銀検査結果】 

上述した 20 検体を F.A.S.T. Laboratries に持ち込み、簡易検査キットを用いた水銀検査を依頼した。検査結果

は以下の通り。 

 



 

 

 



 

 

20検体すべてNegativeの判定であり、水銀は検出されなかった。これにより、ランドフィルサイトから廃プラ

スチックを収集するウエストピッカーへの水銀による健康被害はないといえる。プラント稼働開始から半年後に

再度同様の検査を行い安全性を確かめる。 



別添３ 騒音測定詳細 

【測定場所】 敷地の 4 端＋入口の 4 か所で測定。以下測定地点図を添付。 

 

 

 

 

 モータープール鳥瞰図 

【測定回数】 

機材設置前と機材設置工事中の 3 回、A～E の 5 地点で測定した。 

（１回目：工事前  ２回目：工事中  ３回目：無負荷運転中） 

【測定実施写真】 

<設置工事前、工事中> 

   

   

A 地点 

A 

B C 

D 

入口 

道路 
E 



   

    

B 地点 

   

    

C 地点 



      

   

D 地点 

   

    

E 地点 

<無負荷運転中> 



  

  

 

図表 3－13 騒音測定の様子 

【測定結果まとめ】 

測定結果は以下の表の通りである。 

 

 1 回目(工事前) 2 回目(工事中) 3 回目(運転中)  

A 54.0 53.8 78.9 

B 53.4 51.5 83.2 

C 51.5 55.2 85.5 

D 48.2 54.5 94.1 

E 55.3 53.7 74.9 

平均 52.0 53.0 83.0 

                                                         ※単位 db 

図表 3－14 測定結果まとめ 

 

 



尚、実際の騒音は、破砕機を運転した際に発生する回転破砕音と、ブローアーによる送風音が大きい。この

レベルは、下記神奈川県が定める騒音基準を上回るものであるが、最終衛生処分場という立地を考えた場合

も考慮し、周辺地域に与える影響等検証したい。 

次回 2015 年１月のテストランの際に、現地にて作業員並びに、可能であれば周辺住民に対し、機材稼働に

関わる騒音について聞き取り調査を行いたいと考える。 

 

 
神奈川県知事が定める騒音の規制基準    出典： 神奈川県 HP 



添付資料 4 

Revised Guidelines for Coverage Screening and Standardized Requests 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別添 5 設置工事の様子 

      

  コンテナ開梱 1                コンテナ開梱 2          コンテナ開梱 3 

       

      組立 1              組立 2                          組立 3 

   
設置完了後 1              設置完了後 2 

   
フェンス工事 1                          フェンス工事 2 



 
 

Solid Waste Management and 

Resource Recycling Project 

 in Inayawan, Cebu City 
 

 Under the JICA scheme 

  “Pilot Survey for Disseminating SME’s Technologies” 

 
September 22nd, 2015 
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Outline of Today’s Presentation 

 

1. Introduction of Mansei Recycle System and 
Carbonfree Consulting 
 

2. Explanation of Project Outline and Major 
Activities 
 

3. Impact, Effectiveness of Project and Future 
Plans  
 

 

 



 
 

Impact, Effectiveness of Project 

and Future Plans 
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 Performance of the Project 
 - Latest Garbage Flow in South Area of Cebu City 

Private Landfill Site 
In Consolacion 

Transfer  Station 
 in Brgy. Inayawan 

Bottle, Can, Carton etc. 

Recycle Market 

Mansei Inayawan Plant 
Cement 
Manufacturer 

Plastic to Fluff Fuel 

Composting Facility 

Plastic 
(Wednesday) 

Mixed 
Garbage 
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 Performance of the Project  
–Mansei  Inayawan Plant Workers Supervise to 
Other Waste Pickers; Capacity Development 
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 How Is the Benefit of the Project for Cebu City?  

Worker's 
Wages

Electricity

Sales of Fluff

Reduction of 
Trans. Cost to 
Consolacion

Reduction in 
Dump. Fee to 
Consolacion

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Operation Cost Income and Advantage

Financial Benefit: +PHP 400/ton≒+PHP 24,000/month
Environmental Benefit: Reduce emission, 

mitigate flooding, raise eco-awareness etc.

Cost / Benefit of the Pilot Plant
3.0t/day, 15 Workers

PHP/ton
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 What Can We Do on the Next Stage? 
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 To Reduce Disposal Cost – Reduction of Landfilling 

1. Segregation at Source 
・To generalize and educate segregation at 
household and Barangay, we can show this plant as 
a model of recycling. 

2. Simple MRF is Necessary for the City 
・Segregation at household can makes equipment 
organization simplify and suppress the investment 
cost for MRF. 

3. Utilization of Recycled Products 
・Quality Control;  In case of fluff fuel for cement 
fuel, moisture content, particle size, contents of 
contaminants etc. are important 
・Segregation at source raise quality of recycled 
products and facilitate utilization of them. 



Our Proposal - Waste Management System 
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Plastic 

Composting Facility 

Hazardous Waste 
Treatment Facility 

Transfer Station / MRF 
 in South Area 

Pressing 
Plastic(Baling) 

Transfer Station / MRF 
in North Area 

Landfill Site 

Plastic Bale 

Fluff Fuel Production 
 and Utilization 
 in Cement Manufacturer 



Does Separated Collection Cost a Lot? 
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Total 30 times/month 
 to Composting Facility, 
 to MRF (Transfer and 
 Press Station) 

Total 30 times/month 
 to Transfer Station  

Case 1: Mixed Garbage Collection 

Once in A Week 
 = 5 times/month 

Once in Two Days 
 = 15times/month 

Plastic 

Once in Three Days 
 = 10 times/month 

Case 2:  Separated Garbage Collection 

Everyday = 30 times/month 

Generated 
Everyday 

Equal 
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Each  Household 

Transfer Station 
(Material Recovery 
 Facility) 

Function 

Segregation 
at Source and Discharge 

Primary Segregation and 
Pressing Plastic 
to Produce Bale 

Fluff Fuel 
Production Facility 

Fluff Fuel Production 

Utilization of Fluff Fuel 
(Cement Factory) 

Utilization of Fluff Fuel 
(Injection to Cement Kiln) 

Facilities Responsible for 

Each Residential 
(Cebu City) 

(Private Sector) 

Private Sector 

Fluff User 

Transportation 
 of Raw Waste Plastic 

Cebu City 

Transportation of Waste 
 Plastic Bale 

Cost 

Fluff Fuel Production Facility Located inside APO Cement Site 

City Pay 
Tipping Fee 
to Transfer 

Station 

(Private Sector) 

• Cost allocations and sales values of above figure are not decision level.  
• The values will change depending on the result of feasibility study. 

Proposal of New Waste Plastic Recycling Flow 

Managed by 
Private Sector 

Managed by 
APO Cement 
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 Can We Make Profit for Cebu City on This System? 



Benefits of the Pilot Project 

13 

The Benefits of the Pilot Project is 
(1) To be a good show-case for reducing cost  
    comparing to landfilling at a distance 
    by producing alternative fuel to coal/oil for 
    cement companies. 
 
(2) Providing training and job opportunities to 
    plant workers. 
 
(3) Cebu city can utilize the equipment after the  
    survey period. 



Benefits of the Commercial Scale System 

14 

(1) Cebu City can save PHP4.2 mil./year on new 
plastic recycling system comparing to 
conventional landfilling. 

(2) Cement manufacturer can increase  
     utilization of high quality alternative fuel 
     much more. 
(3) We can create new job opportunity. 

There is no other way 
 without going to the next stage! 
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 Members of Mansei Inayawan Plant 

Thank you for your attention! 

We hope you will join this future plan 
“Environmental Friendly Alliance” 



 

1 

フィリピン共和国セブ市資源循環推進事業創出に関する普及・実証事業 

本邦受入活動報告書 

 

1. 実施概要 

(１) 背景と目的 

セブ市では廃棄物減量化にかかる施策と実施能力が不十分で、リサイクル工程の確立ができ

ておらず、資源化可能な廃棄物が有効活用されないまま、最終処分場へ送られている。この

ような状況を打開するため、廃棄物の二次分別と資源化を行ない、ゴミの減量化のみならず

化石燃料使用削減に貢献する為の工程確立（中間処理施設の建設）が求められている。 

本プロジェクトにおける本邦受け入れ活動は、廃棄物処理およびリサイクルに関係するセブ

市の行政官を対象とし、日本における廃棄物処理の仕組みの好事例として横浜市の取組を軸

にしたスタディーツアー形式にて実施した。今後セブ市で優先的に取り組むべき政策の検討

要素となるよう構成したものである。 

 

１) 活動概要 

横浜市における廃棄物回収・処理システムを講義形式で学習した上で、廃棄物処理における

要所の役割を視察し、廃棄物処理およびリサイクルの全体像を捉えられるよう構成した（図

１参照）。 

研修期間： 2015年 5月 24日（日本着）～30日 out（日本発） 

なお、セブ市と都市間連携を締結している横浜市の「Y-port センター発足式」が 25 日に開

催される見込みとなったため、同会出席と併せて同一期間内で本邦受入活動を行った。 

 

図 1 研修構成の全体概要 

 

２)  対象者 

セブ市より本邦受入活動参加者の候補人材の提示を受け、これまでも本事業に関わりが深く、

カウンターパート組織の一員として精力的に協力して頂いている 5名の行政官（以下、研修

員）を日本に招聘することとした。（表 1） 

最終埋立処分場（視察） 

廃プラスチック中間処理施設（視察） 

 廃棄物素材の再利用（企業訪問） 

 廃棄物燃料の活用（企業訪問） 
各清掃工場（視察） 

 その他（視察） 

発泡スチロールリサイクル、食物残さ 

ゴミ積み替え拠点（視察） 

公的組織 民間組織 

排出事業者 

一般ごみ 
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表 1：本邦受入活動の研修員一覧 

Name（氏名） Organization and Title（所属機関、役職） 

1. Hon. Edgardo C. Labella 

エドガード・ラベラ氏 

Vice Mayor 

セブ市副市長 

2. Hon. Nida C.Cabrera 

ニーダ・カブレラ 

City Councilor- committee on Environment 

セブ市市議会議員 環境委員 

3. Hon. Nestor Archival 

ネスタ―・アーチバル 

City Councilor- Committee on Energy 

セブ市市議会議員 エネルギー委員 

4. Hon. Lutherlee Ignacio-Soon 

ルーサーリー・イグナシオ‐スーン 

Captain of Barangay Inayawan 

バランガイ イナヤワン キャプテン 

5. Engr. Randy A. Navarro 

ランディー・ナヴァロ 

Head of CCENRO 

セブ市 天然資源局(CCENRO)局長 

また、これまで現地コーディネーターおよび通訳として非常に貢献度が高い人員であるセ

ブ日本人会副会長を自費で招聘している。 

 

３) 詳細スケジュール 

本邦受入活動の詳細スケジュールを表 2 に示す。 

 
表 2：本邦受入活動実施スケジュール 

日付 旅程 

5/24（日) 19:00～22:00 成田空港→横浜 

5/25（月） 

10:00～12:00 民間の中間処理施設の視察、意見交換（萬世リサイクルシステムズ(株) ） 

15:00～16:00 横浜市 Y-PORTセンター 

16:00～ 横浜市長含め横浜市関係者との懇親会 

5/26（火） 

9:00～10:00 横浜市における廃棄物処理、リサイクルの仕組みの全体概要説明 

10:00～12:00 横浜市南本牧廃棄物最終処分場の見学 

14:00～16:00 横浜市資源循環局鶴見清掃工場見学（横浜市焼却炉） 

5/27（水） 

10:00～12:00 一般廃棄物プラスチックのマテリアルリサイクル工場（JFE環境、川崎） 

13:00～17:00 

一般廃棄物プラスチックの一次選別施設（JFE環境、横浜市からの委託） 

産業廃棄物焼却炉（JFE環境、横浜市） 

蛍光灯リサイクル工場（JFE環境、横浜市） 

5/28（木） 
10:00～12:00 東京都新江東清掃工場および夢の島視察 

14:00～15:00 発泡スチロールの減容化機器現場視察（大丸東京） 

5/29（金） 
10:00～12:00 生分解性廃棄物の飼料化プラント（（株）アルフォ） 

17:00～18:00 本邦受入活動振り返り（ JICA本部会議室） 

5/30（土） 11:00～ 品川→成田空港→セブ 

 

４) 各プログラムの概要 

以下に実施したプログラムの概要を示す。なお、各プログラムを通じて「セブ市で役に立つ事、

取り組める事」についてヒアリングやアンケートにて確認した内容を併記する。 
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i. 萬世リサイクルシステムズ(株) 

萬世リサイクルシステムズ(株)の主要事業の一つである廃プラスチック事業の工程説明と工場視

察を行った。1日の生産量や導入している機材・設備費に関する質疑応答を行った。 

セブ市で役に立つようなこと 

 セブ市には、スクラップを買うための中古品販売店があるが、萬世リサイクルシステムズが

扱っているようなソフトプラスチック類ではない。萬世リサイクルシステムズと協力し、廃

プラスチックリサイクルシステムの確立を目指していきたい。 

 一般家庭より排出事業者からゴミ収集料金を徴収する規制を作るほうが良いかもしれない。 

 容器製造会社に対して処理費を支払う義務付けを行えるよう法規制を制定する立法者を選

出したい。また規制の草稿作成するつもりである。 

 萬世リサイクルシステムズの事業を通して、生物分解性廃棄物か非生物分解性廃棄物を適切

な方法で分類することができ、家庭廃棄物と工業廃棄物の双方を扱うことができる。その結

果、ゴミ埋め立て処分場の廃棄物の量が軽減される。 

 

ii. 横浜市 Y-PORTセンター発足式 

セブ市と都市間連携を締結している横浜市の「Y-port センター発足式」に出席し、懇親会では藤

枝社長および副市長による本事業の概要説明を行った。 

 
iii. 横浜市における廃棄物処理、リサイクルの仕組みの全体概要説明 

横浜市資源循環局総務部資源政策課より、家庭内分別のルールや地域内のごみ収集場所の設置数、

ごみ収集業者の民間委託などのごみ収集システムから、廃棄物減容化に向けた各種取り組みやプ

ロモーション方法についてご紹介頂いた。 

セブ市で役に立つようなこと 

 各家庭でごみ分別に協力すること、地域内のごみ収集箇所を定めていること、回収日を守る

ことなど、市民がごみ分別・収集に協力することが非常に重要であると認識した。 

 横浜市ではゴミ収集にかかる様々な費用が税金で賄われており、その支出に対して市民の理

解を促すことが重要であることが分かった。 

 
iv. 横浜市南本牧廃棄物最終処分場の見学 

焼却工場から発生する焼却灰や不燃物などの安全かつ安定的な埋め立て処分方法の紹介に始まり、

実際の埋め立て工程の視察を行った。 

セブ市で役に立つようなこと 

 ゴミの適切な処理には、ゴミの適切な選別と政府支援が必要であると再認識した。なお、一

般家庭からのゴミ収集方法とゴミを移転するプロセスに関して興味を持った。 

 燃え殻の残渣から素材の資源としてリサイクルさせる方法。 

 

v. 横浜市資源循環局鶴見清掃工場見学 

焼却炉プラントの主要設備の説明を受け、収集された廃棄物の計量・投入プロセスから始まり、

焼却炉のフロー図を用いた「ごみの流れ」「焼却灰の流れ」「ガスの流れ」「空気の流れ」などを総

合的に解説して頂いたほか、法令で定められた公害防止基準値よりも厳しい独自の規制目標を設

置して運用している事などをご紹介頂いた。 
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セブ市で役に立つようなこと 

 セブ市でも焼却施設はあるが、現地 NGO から「有害であり、さらなる環境汚染を引き起こ

すのではないのか」という意見が出ており、焼却施設を精査させざるを得ない状況となって

いる。他方、日本における焼却プロセスを知り、適切な焼却工程を用いる事で環境に十分配

慮できる事を説明可能である事が分かった。 

 横浜市のごみ処分方法は、廃棄物軽減を実現するとともに、資源を有効利用していた。特に、

焼却施設で発生したエネルギーを電力に変えることによって、その電力を売電し、収益を上

げていた点が興味深かった。 

 

vi. 一般廃棄物プラスチックのマテリアルリサイクル工場 

 一般廃棄物プラスチックの一次選別施設 

ゴミ収集車による一般廃棄物プラスチックの荷受けから、選別工程を経て、ベール化するプロセ

スの視察をおこなった。 

セブ市で役に立つようなこと 

 家庭から出るゴミが分別されていないと、成り立ちにくいと思う。セブ市住民に対してゴミ

の適切な分別方法を指導していく。 

 

 再生プラスチックボード（NFボード）の製造工程 

NF ボードは、各家庭より排出される使用済みプラスチックを原料とした再生プラスチックボー

ドで、バージンプラスチックの代替として廃プラスチックを有効活用し資源リサイクル製品であ

る。研修員の同製品に対する関心度は高く、日本における販売価格や仕様等の確認を行った。 

セブ市で役に立つようなこと 

 セブ市では、ペレットを加工することができる機材と板やチェアの形に落としこむことがで

きるような機材が必要である。 

 

 蛍光灯リサイクル工場 

水銀、ガラス・電極部、蛍光粉への分離工程の視察。有害物質である水銀を安全に回収する方法

の紹介や再利用方法の説明をして頂いた。 

セブ市で役に立つようなこと 

 セブ市で、蛍光灯もリサイクル可能であると伝達したい。その際、リサイクルできるように、

ゴミ処分場の前段階から分別することの重要性も伝えていきたい。 

 セブ市でも「蛍光灯リサイクルプラント」を導入したい。 

 セブ市でも蛍光灯リサイクルプラントを稼働させる事が可能であるかどうかの FS を萬世、

JFE にお願いしたい。 

 セブ市が、電灯やバッテリーを処理する事業工程の確立が実行可能か否かの FS を実施する

際、萬世と JFE にサポートを依頼したい。 

 

 産業廃棄物焼却炉 

セブ市で役に立つようなこと 

 本施設の安全基準、監理方法などを目の当たりにして、セブ市でも焼却炉を稼働させ、ゴミ
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処理方法を改善することが出来るかもしれないと感じた。 

 

vii. 東京都新江東清掃工場および夢の島視察 

東京都における新江東清掃工場の位置づけの説明や、学生向け環境教育にて活用している映像を

用いた焼却炉の説明、施設内スタディーツアーを行って頂いた。研修員はセブ市イナヤワン最終

処分場の将来像として「夢の島」の姿と照らし合わせており、イメージを深める視察となった。 

セブ市で役に立つこと 

 大気及び水汚染を引き起こすような埋立は行わず、また廃棄物の処理スペースは極力縮小し

ながら廃棄物処理を行っていきたい。 

 全一般家庭はゴミを分別すべきである。これを実現するには、地方行政から市民レベルへ向

けてゴミ分別の啓発が必須だと捉えた。また、ゴミを定期的にかつ効率よく収集する役割も

地方行政が担っている。 

 
viii. 発泡スチロールの減容化機器現場視察 

発泡スチロール減容機（株式会社エルコム製）を導入している大丸東京にて、減容化工程の視察

を行った。また発泡スチロールの再生利用として、比較的きれいな物は再生材の原料化すること

が可能で、汚れている物に関してもペレット固形燃料化することが可能であるとの説明を受けた。 

セブ市で役に立つようなこと 

 発泡スチロールの安全なリサイクル方法について、セブ市民に伝えるつもりである。 

 セブ市に発泡スチロールのリサイクル機材を導入することで、発泡スチロールの再生材料の

生成が可能となり、埋め立て処分場に滞留させる必要が無くなる。 

 

ix. 生分解性廃棄物の飼料化プラント（株）アルフォの視察 

食品工場、コンビニエンスストアー等からの生分解性廃棄物のリサイクル方法について説明を受

けた。 

セブ市で役に立つようなこと 

 食料廃棄物を家畜飼料に変えられるのであれば、セブ市の家畜飼料の増産にも期待できる。 

 
５) 本邦受入活動実施結果 

 5 日間で実施した計 11 プログラム対してアンケートの回答を依頼した。結果、総じて評価は高

く（総合評価は平均 4.9 点）、特に「横浜市資源循環局鶴見清掃工場見学」、「発泡スチロールの減

容化機器現場視察」、「生分解性廃棄物の飼料化プラント（株）アルフォの視察」のプログラムが

高く評価されている。 

ヒアリングやアンケート結果を踏まえると、一般家庭におけるゴミ選別、ゴミ回収の仕組み、排

出事業者からの課金制度など廃棄物の収集・処理メカニズムについて一連の流れに関心と理解を

深める結果となった。特に一般家庭ごみの分別においては、市民に対する啓発の重要性を認識し

ている。また、これまでは廃棄していた物が、リサイクル製品となって収益となる事にも興味を

示してり、リサイクル資機材に対しては、「発泡スチロールのリサイクル機材の導入」「蛍光灯リ

サイクルプラントの整備」「ペレット加工の機材や成形機材」などの需要が高いと考えられる。 

また横浜市資源循環局鶴見清掃工場と東京都新江東清掃工場では、焼却炉について積極的な質疑
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応答がなされた。例えば、焼却炉のタイプ別（Stoker typeおよび Gasification type）における

メリット・デメリット、セブ市導入を仮想した場合における焼却炉の仕様の確認、年間支出計画

などの情報収集を行った。焼却炉に対しては非常に関心を持っており、セブ市は焼却施設の導入

に関して前向きになったことは見て取れる。これはセブ市周辺地域からのゴミ問題が起因してお

り、焼却炉の導入を本格検討し始めている事にある。これまで焼却炉の導入に否定的であったフ

ィリピンで、焼却を含めた廃棄物管理が実現する可能性が覗えるようになった。またフィリピン

では食物残さの取扱いに関する法規制面が脆弱であり、日本の法令制度を学べる機会が欲しいと

の声も上がった。 

研修員はそれぞれの異なる立場ではあるが、本研修を通じて一同が同じ事例を見聞きできたこと

によって、セブ市が今後取り組むべきイメージを共有でき、得られたアイディアの具体化に意欲

をもって帰国している。 

 

別添 

7-1 各プログラムのアンケート結果 

7-2 写真 



別添 1 各プログラムに対するアンケート結果 
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アンケートの概要 

 各プログラム受講後に研修員 5 名からアンケートを回収した。アンケートの回答項目は以下の

とおり。 

 Q1. 本プログラムの総合評価を教えてください （5 段階評価） 

 Q2. プログラムの実施時間の長さは適切でしたか （5 段階評価） 

  Q3. プログラムの進行速度は適切でしたか （5 段階評価） 

  Q4. プログラム資料の分量は適切でしたか （5 段階評価） 

  Q5. プログラム資料は分かり易かったか （5 段階評価） 

  Q6. プログラムの説明は分かり易かったか （5 段階評価） 

  Q7. 本プログラムで最も興味深かった事や自国にて活かせること （自由記述） 

  Q8. 本プログラムを通じて、セブ市にて活かせる内容があれば教えてください （自由記述） 

  ※5 段階評価：期待への充足をどれだけ満たしたかという観点から評価 

    1 点：不十分、不適切 

   2 点：やや不十分、やや不適切 

   3 点：どちらともいえない ※できる限り 3 点は避けてください 

   4 点：まあ十分、まあ適切 

   5 点：十分、適切 

 

アンケートの分析 

 Q1～Q6 の回答をレーダーチャートにまとめた。六角形の頂点に記載されている数字はそれぞ

れ Q1～Q6 の設問番号を示している。青い線は 5 人の平均値をとったものである。 

 

 

1. 萬世リサイクルシステムズ（株）歓迎ミーティング 

 

興味をもったこと 

●リサイクルシステムこそが我々が直面している問題

を解決するように向かわせてくれる。具体的に、フィ

リピンで言うと、埋め立てゴミ処理場に堆積されてい

るビニル袋を軽減できる環境を保持することが可能に

なる。フラフ燃料が石油に代替するエネルギーとして

利用可能である点も興味がある。 

●実際に萬世リサイクルシステムズが行っている廃プ

ラスチック事業） 

●生成材から成る廃品を利用することと、市内のゴミ

問題の解決策、再生可能な資源に関して興味を持った。 

●卸売業者はリサイクル義務を果たすために課金され

るべきである。 

＜平均値＞ 

Q1. ＝4.75 

Q2. ＝4.875 

Q3. ＝4.875 

 

Q4. ＝4.75 

Q5. ＝4.875  

Q6. ＝4.875 
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2. 横浜市 Y-PORT センター 

 

コメント 

●横浜市の条例や法令に関して興味をもった。 

●横浜市長とセブ副市長との記念品贈呈の式は重要だ

と思っていたが、Y-PORT センター発足式中では取り

上げられず残念であった。 

 

＜平均値＞ 

Q1. ＝4.666 

Q2. ＝4.666 

Q3. ＝4.666 

 

Q4. ＝4.666 

Q5. ＝4.666 

Q6. ＝4.666 

 

3.  横浜市南本牧廃棄物最終処分場見学 

 

コメント 

●ゴミ処分場がどのようにして機能しているのかに興

味を持った。 

●ゴミ処理の入り口から出口までどのようなプロセス

を踏まえて行われているのかに興味を持った。 

●廃棄からエネルギーに変える方法について興味をも

った。 

●うまくいけば、セブ市でも埋立地を再開させること

が出来るかもしれない。 

●現在セブ市では、2015 年 1 月より埋立地の閉鎖をし

ている。セブ市のコンソラシオン地域では、毎日 500t

ほどのゴミが民間の埋立地へ運ばれてくるのだが、都

市部から 27km ほど離れており、業者が埋立地へ運ぶ

には 700 ペソ支払わないといけない。 

●次の埋立地としては、Talisay 周辺か Naga 周辺にし

たほうがいいかもしれない。 

 

＜平均値＞ 

Q1. ＝4.857 

Q2. ＝4.571 

Q3. ＝4.714 

 

Q4. ＝4.857 

Q5. ＝4.714 

Q6. ＝4.857 
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4.  横浜市資源循環局鶴見清掃工場見学 

 

コメント 

●ゴミの焼却プロセスとゴミの移転方法に対して興味

を持った。 

●セブでは、焼却施設に対するニーズが高い。焼却施

設でエネルギーを生み出すことができるという点で、

セブ市住民が月々に支払う高い電気代に対する問題解

決の糸口になると考えた。つまり、焼却施設で生産さ

れたエネルギーを電力に変えることで、電力供給量が

増え、相対的な電力コストが低減していくので、電力

不足解消につながると考えた。 ＜平均値＞ 

Q1. ＝5.000 

Q2. ＝4.714 

Q3. ＝4.857 

 

Q4. ＝4.857 

Q5. ＝4.857 

Q6. ＝5.000 

 

5. 一般廃棄物プラスチックのマテリアルリサイクル工場 

 

コメント 

●安全性を確保し、プラスチック素材を再生利用する

工程を勉強することが出来た。 

●ウェイスト・ピッカーが収集しているプラスキック

類は、燃料として再利用することができるだけでなく、

再生利用することができるということを知ることが出

来た。 

 

＜平均値＞ 

Q1. ＝4.833 

Q2. ＝4.833 

Q3. ＝4.833 

 

Q4. ＝4.833 

Q5. ＝4.833 

Q6. ＝4.833 

 

6. 一般廃棄物プラスチックの一次選別施設 

 

コメント 

●適切なゴミの分離方法に関して学ぶことができた。 

 

＜平均値＞ 

Q1. ＝4.5 

Q2. ＝4.5 

Q3. ＝4.75 

 

Q4. ＝4.5 

Q5. ＝4.5 

Q6. ＝4.75 
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7. 産業廃棄物焼却炉 

 

コメント 

●セブ市では、廃棄物焼却施設は、少なくとも 2 機必

要である。 

●自然破壊につながることや環境に悪影響を及ぼさな

いように、安全な方法で廃棄物を焼却することができ

るということを学ぶことが出来た。 

＜平均値＞ 

Q1. ＝4.5 

Q2. ＝4.5 

Q3. ＝4.5 

 

Q4. ＝4.5 

Q5. ＝4.5 

Q6. ＝4.5 

 

8. 蛍光灯リサイクル工場 

 

コメント 

●蛍光灯をリサイクルする工程を学ぶことが出来た。

セブ市では、蛍光灯は使用後ほかのゴミと同じように

捨てられるので、その結果ゴミ処理する際に大変危険

が伴うことが多い。 

●蛍光灯をリサイクルする工程は非常に勉強になった

のだが、壊れている蛍光灯に対してどのような工程に

なっているのかが気になった。 

 

＜平均値＞ 

Q1. ＝4.833 

Q2. ＝4.833 

Q3. ＝4.833 

 

Q4. ＝4.667 

Q5. ＝4.667 

Q6. ＝4.667 
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9. 東京都新江東清掃工場および夢の島公園 

 

コメント 

●東京 23 区が協調して、廃棄物問題に取り組んでい

る姿を確認することが出来た。また、エネルギーに

兼ねる技術や、廃棄物問題に関する啓発活動の取り

組みに関しては、とても参考になった。 

●以前埋立地だったところが、公園になっているこ

とに驚いた。また、埋立地から公園になった経緯に

関しても勉強になった。 

●どのようにして東京 23 区が拠出、あるいは助成金

で廃棄物処理に係る費用を補てんされているかとい

うことが勉強になった。 

 

＜平均値＞ 

Q1. ＝4.833 

Q2. ＝5 

Q3. ＝5 

 

Q4. ＝5 

Q5. ＝5 

Q6. ＝5 

 

10.  発泡スチロールの減容化機器現場視察 

 

コメント 

●格納するスペースが必要なスタイロフォームをリ

サイクルする手引きを確認できた。今回見学した設

備は、スタイロフォームなどを減らすときに効率性

を発揮するものであると感じた。 

＜平均値＞ 

Q1. ＝5 

Q2. ＝4.666 

Q3. ＝5 

 

Q4. ＝4 

Q5. ＝4.666 

Q6. ＝4.666 

 

11.（株）アルフォ 

 

コメント   

●どのようにしてパッケージと食品廃棄物が分離さ

れているのかというところに興味を持った。 

 

＜平均値＞ 

Q1. ＝5 

Q2. ＝5 

Q3. ＝5 

 

Q4. ＝5 

Q5. ＝5 

Q6. ＝5 

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5

6



別添 2 写真 

 

12 

 

萬世リサイクルシステムズ㈱の工場内見学 

 

横浜市 Y-PORTセンター発足式に出席 

 

藤枝社長と副市長による事業説明 

 

横浜市における廃棄物処理のメカニズムの説明 

 

横浜市南本牧廃棄物最終処分場に関する説明 

 

横浜市鶴見清掃工場焼却炉の説明 

  

 ごみバンカーとクレーン（横浜市鶴見清掃工場） 

 

JFEプラリソース NFボードの説明 



別添 2 写真 

 

13 

 

JFE環境一次選別施設の説明 

 

JFE環境蛍光灯リサイクルに関する説明 

 

東京都新江東清掃工場および夢の島視察 

 

発泡スチロールの減容化機器現場視察 

 

生分解性廃棄物の飼料化プラントの視察 

 

全員集合 
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